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第 １ 日 

 



令和元年第2回小国町議会定例会会議録 

（ 第 1 日 ） 

 

1．招集年月日  令和元年 6月10日(月) 

1．招集の場所  おぐに町民センター 3階 301号室 議場 

1．開   会  令和元年 6月10日 午前10時00分 

1．閉   会  令和元年 6月10日 午後 2時40分 

1．応 招 議 員 

         1番 時 松 昭 弘 君   2番 江 藤 理一郎 君 

 3番 穴 見 まち子 君   4番 久 野 達 也 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 大 塚 英 博 君  

  7番 西 田 直 美 君   8番 松 本 明 雄 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 松 﨑 俊 一 君 

  

1．不応招議員 

        なし 

1．出 席 議 員 

        1番 時 松 昭 弘 君   2番 江 藤 理一郎 君 

 3番 穴 見 まち子 君   4番 久 野 達 也 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 大 塚 英 博 君  

  7番 西 田 直 美 君   8番 松 本 明 雄 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 松 﨑 俊 一 君 

1．欠 席 議 員        

        なし 

 

1．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

書       記 朝 日 さとみ 君   臨 時 職 員  秋 吉 由起子 君 

1．欠 席 職 員 

    議会事務局長 藤  木  一  也 君   会計管理室長 加 祥 一 恵 君  

 

1．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長 渡 邉 誠 次 君   教 育 長 麻 生 廣 文 君 

総 務 課 長 小 田 宣 義 君   教委事務局長  石 原 誠 慈 君 

政 策 課 長 佐々木 忠 生 君   産 業 課 長  木 下 勇 児 君 

情 報 課 長 北 里 慎 治 君   税 務 課 長 橋 本 修 一 君 

建 設 課 長 秋 吉 陽 三 君   住 民 課 長 時 松 洋 順 君 

福 祉 課 長 生 田 敬 二 君     保 育 園 長  河 津 公 子  君 



会議録署名議員の氏名 

 

議長は今期定例会の会議録署名議員に次の2名を指名した。 

      2番 江 藤 理一郎 君 

        8番 松 本 明 雄 君 

 

1．会期の決定 

    

今期定例会の会期を 6月10日から 6月17日までの8日間とする。 

 

1．町長提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

1．議員提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

1. 開議議事日程 

 

   午前10時00分、議長は本日の議事日程について次のとおり報告した。 

   別紙議事日程のとおり  
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議事の経過（r.1.6.10） 

 

議長（松﨑俊一君） 改めまして、おはようございます。 

開会に先立ち、一言、御挨拶申し上げます。 

あじさいの花が咲きほころび、夜にはホタルがちらほら見えるようになりました。議員各位に

おかれましては、令和元年第２回小国町議会定例会にお越しいただき、ありがとうございます。

今回は町長も新しく就任され、新しい課長も出席いただいております。また、議会も定員が１２

名から１０名となりました。特に議員につきましては、一人一人の責任も大きくなったと感じて

います。また、来月には参議院選挙が行われます。各位お忙しいなかですが、慎重審議をお願い

申し上げ、冒頭の御挨拶といたします。 

それでは、開会のはじめに渡邉町長より御挨拶をいただきたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） それでは改めまして、皆さま、おはようございます。 

まずは、一昨日でしたか、殿町公園それから下町公園の清掃ボランティア活動にたくさんの方

の御参加をいただきまして、本当にありがとうございました。また、そのあと私が熊本市内のほ

うに行って帰ってきたときには、宮原８部の老人会の方たちが森林組合の前の十字路で綺麗な花

を植栽されておりました。また、昨日は２１２号線沿いでは、朝早くから本当に清掃活動等をし

ておられました。まさに、言葉どおり自ら進んでの精神に頭が下がるところでございます。それ

ぞれの地域や団体でボランティア活動をなされていると思いますけれども、活動の際には怪我事

故等々のないように御祈念を申し上げたいと思います。また、私といたしましても何等かの応援

ができないかというふうに考えているところでございます。まずは、感謝を申し上げたいと思い

ます。 

さて、本日は令和元年第２回小国町議会定例会の本会議でございます。御多用のなかにお集ま

りをいただきまして、誠にありがとうございます。本日御審議いただきます議案につきましては、

条例改正が３本、条例の廃止が１本、総合事務組合の事務の変更及び規約の一部変更につきまし

て１本、それから補正予算、人事案件が４本、報告事項が２本、それから議会からの発議という

ことになって上程をさせていただきます。 

また、その一般会計の補正予算の前に私の施政方針を述べさせていただきたいと思っておりま

す。御拝聴いただきまして、御審議御意見等々よろしくお願い申し上げます。お世話になります。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。 

ただいま出席議員は１０人です。定足数に達していますので、令和元年第２回小国町議会定例

会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 本日の議事日程については、お手元に配付してありますとおりです。 
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議長（松﨑俊一君） 日程第１、「会議録署名議員」を指名いたします。 

    ２番 江藤理一郎君 

    ８番 松本明雄君 

 にお願いをいたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２、「会期の決定」についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今定例会の会期については、去る５月３１日に議会運営委員会が開かれ、会議規則第７７条の

委員会報告書のとおり、本日６月１０日から６月１７日までの８日間といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月１７日までの８日間と決定しました。 

  本会議は、本日と１１日、１２日に開くこととし、もし会期末を待たずに議了したときは、そ

のときに閉会をいたしたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） 日程第３、「議案第２５号 小国町税条例等の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。 

  執行部より提案理由の説明を求めます。 

税務課長（橋本修一君） それでは議案集１ページをお願いいたします。朗読させていただきます。 

議案第２５号 小国町税条例等の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町税条例等の一部を改正する条例を別紙

のとおり提出する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

お配りしております条例集の右肩２５と記載されておりますのが、改正条例本文となります。

今回の改正条例は施行期日やこの一部改正の時期が異なることから、１条から４条までの構成と

なっております。説明資料は総務課資料１と税務課資料（１）の税条例の改正概要でございます。

また税務課資料（２）には新旧対照表となっております。 

それでは、総務課資料１、１ページをお願いいたします。上段でございます。 

まず、提案理由でございます。地方自治法の一部を改正する法律等が平成３１年３月２９日に

公布されたことに伴い、小国町税条例の一部について改正を行うものでございます。 

次に主な改正内容でございます。３点ございます。１点目は、個人町民税の非課税措置の追加

でございます。単身児童扶養者を非課税措置の対象にするものでございます。 
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２点目は、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置でございます。特定期間、これは平成３

１年４月１０日から令和２年９月３０日までの期間でございます。この期間に取得した自家用自

動車の税率を１％分軽減するものでございます。 

３点目は同じく軽自動車税です。種別割のグリーン化特例（軽課）の見直しでございます。現

行制度の特例措置を２年間延長するものでございます。 

次に税務課資料（１）の税条例の改正概要をお願いいたします。先ほど話ました１点目の個人

町民税の非課税措置の追加でございますけれども、表の中段より下の第２４条がこの規定になり

ます。この単身児童扶養者とは事実婚状態でないことを確認したうえで支給される児童扶養手当

の支給を受けているひとり親で、前年の所得金額が１３５万円以下の方でございます。上から２

行目の第３６条の３の２とその下の第３６条の３の３、これは扶養親族申告書にこの単身児童扶

養者の記載事項が追加されるものでございます。 

次に先ほどお話ししました２点目でございますけれども、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽

減措置でございます。表の５行目、附則第１５条の２がこの規定でございます。環境性能割の現

行税率の１％適用のものが減額によって非課税になり、７行目の附則第１５条の６は現行税率

２％適用のものが１％になるものでございます。 

次に先ほどお話ししました３点目でございます。軽自動車税の種別割のグリーン化特例経過の

見直しで、表の中段あたりですね、８行目の附則第１６条がこの規定になります。現行の特例措

置を２年間延長し、令和２年度、令和３年度も適用するものでございます。また表の１１行目、

ちょっと下のほうになります、同じ附則第１６条の規定は令和４年度５年度のグリーン化特例の

経過対象を電気自動車等に限るという規定でございます。 

その他、この表の１番上の第３６条の２、これは申告書記載事項の簡素化、また一番下の第４

条による改正は、大法人に対する電子申告についての宥恕措置を規定するものでございます。 

この他、法改正に合わせての規定の整備整理を行うものでございます。 

以上で、提案理由、改正内容の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第２５号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） この税条例の改正についてですが、単身児童扶養者のいわゆるひとり親世帯

の非課税措置対象への追加ということで、所得１３５万円以下の収入の低所得の人については非

課税措置に追加するということで、非常に大事な内容も含まれていると思うのですが、同時に軽

自動車税の部分についてです。やはり、これは軽自動車を買ったときの税金が、グリーン化特例

などで安くなりますよという話なんですけれども、基本的に車を買うお金もないような大変な人、

あるいは新車は高くて買えないという人については、何も恩恵を得ることができないと思うんで

すよね。そういうなかで一つ確認なのですけれども、それぞれ附則第１５条、それから１６条で
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すけれども、このことによって小国町の収入ですね、税収というか小国町に軽自動車税で入って

くる額がどれほど減ることが予測されるのかお聞かせください。 

税務課長（橋本修一君） まず、軽自動車の環境性能割のほうですけれども、これは今年の１０月

１日からの今まで自動車取得税というのが今、県の税金でございますが、普通車と軽自動車合わ

せた取得に対して自動車取得税として県が徴収しまして、そして県の分と市町村の分を案分しま

して、各市町村に配られるのはその額を市町村の道路の延長や面積やそれによって配分されてく

るのが自動車取得税、それは現行の制度でございますが、今度１０月１日から変わるのが、それ

が環境性能割となりまして、普通車の部分は今までどおり県税でございます。軽自動車分が町税

になりまして、実際の市町村の自動車の取得分に対して環境性能割が係るというものでございま

す。実際、どれだけの台数がというのは、はっきりはまだ分かりません。今までは配分できてお

りましたから、年間８００台ほどは販売台数とか、小国町の場合はですね、１年間８００台ぐら

いは販売台数があるというふうには聞いております。 

今回、軽減措置で大体非課税部分と燃費性能に対して１％部分、２％部分ありますけれども、

それが１％分が非課税になって２％分が１％になるということでございますので、税率が基本的

に１％分非課税になる分は安くなるということで、取得価格が１００万円の場合は１万円安くな

るということでですね。取得価格はその車種によっていろいろありますので一概には言えません

けれども、この１％減税によってどれだけ安くなるというのは、まだ何ともはっきりは分かりま

せん。ただまず、環境性能割でどれだけ入ってくるかもはっきりは今のところ分からないです。

先ほど言ったように、台数自体がどれだけ取得するというのがはっきり分かりませんので、この

環境性能割に関しては、この軽減措置で安くなるのは、取得価格の１％分が非課税になるという

ことで、その分が減るということでございます。 

種別割のほうですけれども、これは今の軽自動車税のことを種別割というふうになります。現

在、もうこの措置は平成２８年から始まっておりますので、平成３０年度の状況でいいますと、

この経過、安くなる部分に対してこれは金額的には税額にして安くはなっております。２６万５

千円でございます 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） 取得割のほうについてなんですけれども、大体、こういう法改正をするとき

というのは、財務省もある程度の影響なんかも考えて改正をすると思うんですよね。大体、年間

約８００台前後新車購入があるということであれば、大体それを割り当てて、国の計算方式に準

じれば大体どれくらい変わるのかというのは分かるものではないかなと思うのですが、分からな

いものなのですか。 

税務課長（橋本修一君） 先ほど話しましたように、８００台で全て課税の対象なら税率１％でご

ざいますので８００万円ですね。でも、その中には非課税部分もあれば取得価格が、例えば中古
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の場合は５０万円以下の部分は免税になりますので、ですから、今年の 初のほうに県から一応

目安として金額が来たのは、環境性能割は５００万円ぐらい入ってくるのではないかと。今、現

在自動車取得税のほうは普通車と軽自動車合わせて１千８００万円ぐらい入って来ておりますの

で、そのうちの軽自動車税がいくらというのは詳細に分かりません。これはあくまでも試算でご

ざいますけれども、先ほど言ったように５００万円ぐらいは環境性能割で入ってくるのではない

か。ただ、そのときはこの軽減措置をする前の金額でございます。今回の軽減措置で１％分が非

課税になる、２％分が１％になるということでございますので、その５００万円がたぶん２００

万円とか３００万円とか、そんなふうになるのではないかという予測はしております。 

５番（児玉智博君） 後に、この附則第１６条でグリーン化特例の軽課対象が電気自動車等に限

るとなっております。今後、もしかしたらというか時代の流れからしてガソリン車というのは、

ある程度の中長期的にはなくなっていく流れになるのかもしれませんが、しかし今現在、大体そ

の電気自動車の登録というのは小国町では年間、今言われた８００台のうちの何台ぐらいで推移

しているのか分かりますか。 

税務課長（橋本修一君） 電気自動車の件数は、今のところ小国町所有が３台ほどありますが、そ

の他は今のところ小国町はありません。軽自動車の電気自動車はありません。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑はございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２５号、小国町税条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第４、「議案第２６号 小国町環境にいいこと推進会議設置条例を廃止

する条例について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

政策課長（佐々木忠生君） おはようございます。議案集の１ページ下段をお願いいたします。 

朗読いたします。 
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議案第２６号 小国町環境にいいこと推進会議設置条例を廃止する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町環境にいいこと推進会議設置条例を廃

止する条例を別紙のとおり提出する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

資料といたしましては、総務課資料１、条例集右肩２６の廃止条例本文です。 

本日は総務課資料１、第２回小国町議会定例会議案条例により説明をさせていただきます。 

それでは総務課資料１、１ページ下段を御覧ください。提案理由です。平成３１年度以降の環

境モデル都市の取り組みについて国は関与せず、設定自治体の自主的取り組みとしております。

他方、今後の取り組みの一つの選択肢として、環境モデル都市の取り組みを自治体ＳＤＧｓの推

進に発展させることが国から提示されています。そこで小国町としましては、平成２６年に策定

しました５カ年間の第一次環境モデル都市行動計画の第二期行動計画の策定は行わず、平成３１

年度以降は環境モデル都市の取り組みを小国町ＳＤＧｓ未来都市計画に移行することといたしま

した。よって、環境モデル都市に特化した本条例の廃止を行うものです。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第２６号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２６号、小国町環境にいいこと推進会議設置条例を廃止する条例について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第５、「議案第２７号 小国町課・園設置条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 
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総務課長（小田宣義君） おはようございます。議案集をお開き願います。 

議案集は２ページになります。 

議案第２７号 小国町課・園設置条例の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町課・園設置条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり提出する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

先ほどの環境にいいこと推進会議設置条例の廃止に伴いまして、政策課の中にあります事務分

掌の中で「エ 環境モデル都市推進に関すること」とあります。この文言を「環境モデル都市推

進」から「ＳＤＧｓ未来都市推進」に変更するものでございます。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより、議案第２７号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２７号、小国町課・園設置条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第６、「議案第２８号 小国町介護保険条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

福祉課長（生田敬二君） おはようございます。議案集をお願いいたします。 

２ページの下段でございます。朗読をさせていただきます。 

議案第２８号 小国町介護保険条例の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町介護保険条例の一部を改正する条例を
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別紙のとおり提出する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

本条例改正案につきましては、今年１０月の消費税率の改定に伴いまして、介護保険の関連法

令等の一部改正にあたり、所得の低い方の介護保険料の軽減評価が図られるということによるも

のでございます。 

条例集では 後の１０ページ右肩に２８と記載されておりますが、こちらに改正文を記載をし

てございます。別にお配りをしております福祉課資料１の新旧対照表を御覧いただきたいと思い

ます。介護保険条例の第３条に保険料率が定められております。保険料は所得階層別に９段階の

負担率をもって算定をされておりますけれども、これまでは第１段階、一番低い所得層の方にな

りますが、こちらの第１段階のみの軽減措置がされておりました。改正前条例の第３条第２項に

よるものでございます。 

今回の条例改正案におきましては、第一段階の方の保険料をさらに軽減をするとともに、第２

段階及び第３段階の方についても軽減の対象とされるものでございます。改正後条例案の第３項

第４項として、二つの項を加えるというものでございます。 

具体的には、福祉課資料２を御覧いただきたいと思います。本町の介護保険料基準額、第５段

階となりますけれども、この基準額を基に算出した年額保険料の金額で申し上げますと、第１段

階の３万６千７２０円が３万６００円、第２段階の６万１千２００円が５万１千円、第３段階の

６万１千２００円が５万９千１６０円に減額改定をされるものでございます。 

なお、冒頭でお話ししましたように今回の条例改正案につきましては、１０月の消費税率の改

定による増収財源をもちまして、低所得者の保険料軽減強化を図るとされておりますので、本年

度に関しましては１０月からの半年、６カ月間の期間が対象にされるということでございまして、

軽減幅が半分の水準に設定されております。改正案本文にありますように、この改正は交付の日

から施行し、令和元年度の保険料から適応をするものでございます。 

説明は以上となります。御審議、よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより、議案第２８号について質疑に入ります。 

５番（児玉智博君） 改めましてお配りいただいた福祉課資料２を見てみますと、６５歳以上の人

たちはこんなに介護保険料を払っているのかと、改めて介護保険料の高さというのを感じている

ところであります。今回は、政令が改正されたことにより、そのまま小国町もそれに従って改正

をするものということでありました。しかし、もちろん消費税を利用して負担が軽減されるとい

うことなので、改正そのものはいいことだと思うのですが、しかし軽減される人たちが、いわゆ

る生活保護受給世帯とか低所得者の人たちの第一段階から第三段階まで、結局、世帯で非課税の
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人しか対象になっていないんですよね。それは私、一番矛盾を感じるのは、介護保険料というの

は世帯課税ではなくて６５歳以上の人の個人に賦課される保険料なんですけれども、個人だけを

見てみますと第三段階は課税年金収入額と合計所得金額が１２０万円を超える人は、５万９千１

６０円になるのに対して、課税年金収入額と合計所得金額が８０万円以下の人は７万３千４４０

円で、これ据え置かれるのですよね。要するに、この違いは世帯が住民税課税世帯なのか、非課

税世帯なのかという違いはあるにしても、これ合計所得金額が１２０万円を超す人は下がるのに、

８０万円以下の人は据え置かれる場合があるというのでは、これは非常に私は矛盾を感じるわけ

ですけれども、この点について、本当にこの軽減措置だけで十分と思うかどうかというので、お

答えいただきたいと思います。これは、政策的な部分になるかもしれませんので、町長でも結構

なんですが、町長が答えられなければ担当課長お願いします。 

福祉課長（生田敬二君） 介護保険料の負担につきましては、第五段階の基準額、これは市町村ご

とに異なる金額でございます。これを基に算定をされることとなります。第一段階から第九段階

の「対象者」という欄の、これ定義の部分ですけれども、こちらのほうは政令で定められており

ますので、十分かどうかというのはお答えは難しいところなんですけれども、本町はその基準に

従っての算定をしているということで、介護保険の場合が歳出というか、その給付の料で介護保

険料が決まって参ります。ですので、この金額がどうこうというのは、ここでは差し控えさせて

いただきたいと思っております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２８号、小国町介護保険条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第７、「議案第２９号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び規約の一部変更について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 
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総務課長（小田宣義君） 議案集をお開き願います。議案集は３ページになります。 

議案第２９号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更につ

いて 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和元年８月３１日限りで、熊本県市町村総合事

務組合の共同処理する事務を変更し、熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更す

る。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

その下になります。 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。 

別表第２第３条第１０号に関する事務の項中「、合志市」を削る。 

附則 

施行期日 １．この規約は、令和元年９月１日から施行する。 

経過措置 ２．改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表２の規定は、この規約の施行の日

以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理に

ついて適用し、施行日前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関す

る事務の共同処理については、なお従前の例による。 

提案理由といたしまして、一部事務組合の合同処理する事務を変更し、規約を変更しようとす

るときは、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要があります。 

これが議案を提出する理由です。よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより、議案第２９号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） これは、基本的にこの合志市が決めたことですので、ここで反対だとかそう

いうことを言うつもりはないのですが、ただ、どういう経過でこうなったのかを確認しましたと

ころ、いわゆる今説明があったとおり交通事故の被害に遭われた住民の方に、死亡した場合で１

０万円ぐらいで、怪我をした場合はもうちょっと低いということなんですけれども、そういう見

舞金を支払う制度なんですが、結局これが合志市の場合は実際、その利用も少ないということで、

監査委員が今の時代は自賠責保険もあって任意保険もあって、それで対応をするから、もう必要

はないのではないかという指摘を受けて、合志市はこれから抜けることになったそうなんですよ

ね。ただ、ここで確認したいのが、これは見てみますと県内１４ある市の中で、 大の熊本市、

そして２番目の八代市あるいは荒尾なんかも既に抜けていて、人口が増えている合志市も今回抜
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けると。そうなったときに、これの保険というか共済制度そのものが今後維持できるのかという

心配があるわけですが、その点について小国町はどのように認識されるのでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） 御指摘のとおり、合志町、私も内情をちょっと聞いてみました。中身と

いたしまいては、この組合的には昭和４５年に交通事故の共済を目的に設立されております。そ

して、現在の加入が構成団体数が３８です。市が７つ、そして町村が３1となっております。合

志市の担当も私もちょっと聞いてみたのですけれども、辞めた理由といたしましては、負担金で

運営しているところがあります。そして、なおかつ合志市が事故が少ないとは言いませんけれど

も、請求が少なかった。付託金に応じまして請求額のほうが段々減ってきたので、一応今回から

辞めるということになっております。 

これは小国町にも言えまして、ほかの構成町村にも言える話だと思います。今、小国の現状で

いきますと、平成３０年度で負担金額を２８万７千４８０円この団体に支払っております。それ

に対して請求が２４万５千円ということで、その前の平成２９年度が同じ負担金額に対しまして

請求額が２１万５千円。少し負担額よりも少ない請求にはなっておりますけれども、まだ考える

時には町民にまた少しでも金額が渡るようにしたいと思いますので。まだ検討段階には入ってお

りませんけれども、いずれかの時期にはどこかで検討しなくてはいけない。ただこの実績等を見

まして、また今後検討していきたいと考えております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） やはり、問題は、私は今回この議決が出てきたから、この共済制度を知った

わけです。それまでは知りませんでした、そういうものがあるとかですね。やはり、町民の人た

ちにしっかりとそういう制度があるんです、ということを周知していく必要があるのではないか

とは思うんですよね。実際、なかなか任意保険も今、高いですから、特に若い人ほど保険料が高

くなりますので、どうしても自賠責にしか入っていない人もいます。また、残念ながら飲酒運転

というのもなかなかなくならないわけで、あと無免許運転とかの交通違反ですね。そういうなか

で、やっぱり事故に遭った場合は保険金が降りない場合もありますので、そういうときに交通事

故の被害に遭われた方にとっては、これは本当に大事な制度であると思うわけですよ。ですから、

やっぱりそういう被害に遭われながら、これはどうしても申請主義になっていますから、こちら

側から「交通事故に遭われましたね」ということで、もう自動的に降りるものではありませんの

で、やっぱり一番大事なのはそういう制度があるということを周知していくことではないかと思

いますので、これは要望になりますが、しっかりとそういう周知もしていただきたいと思います。 

総務課長（小田宣義君） 御指摘のとおり、今までも周知はある程度は行って実際に請求にも来て

おりますので、今まで以上に周知を心掛けたいと考えております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２９号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更につ

いて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第８、「議案第３０号 令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号）

について」を議題といたします。 

先ほどありました町長からの施政方針並びに執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） 御説明の前に、私から施政方針と申しますか、これからの町政運営等々気持

ちも含めて少しお話を申し上げたいというふうに思っております。 

本日ここに、令和元年６月第２回小国町議会定例会が開催されるにあたり、令和元年度補正予

算案等の議案の御審議をお願いしますとともに、本年４月に町議選挙が執行されたために、本定

例会で施政方針を申し述べ、議員の皆さま並びに町民の皆さまに一層の御理解と御協力をお願い

申し上げる次第でございます。 

先の選挙におきましては、皆さまの御支援のもと、今後４年間の町政を担わせていただくこと

になりました。町長としての重責を感じ、身の引き締まる思いとともに町民の皆さま、そして先

人が積み上げてこられた歴史と伝統や文化を大切にしながら、これからの令和の時代を見据えて、

小国町の未来のために、次世代のために、どのようにつくり、どのように発展させていくのかを

考えて参ります。誠心誠意努めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。 

本町といたしましても、人口の減少という 大の壁に強い信念を持って立ち向かい、持続的な

経済成長を実現していくために、人づくりへの挑戦、また産業成長への挑戦を実現拡大し、経済

と自然、そして次世代へと継承するバランスを模索して参りたいと考えております。 

また、住民の皆さま、関係各位と連携を取りながら、災害や変化に強いまちづくり、魅力ある

独自性に飛んだまちづくりを目指して、挑戦できる町の体制を築いて参りたいと思います。山紫

水明の小国町を、もっと住み良しの国、もっと来て良しの国にするために、北里柴三郎博士の力

もお借りして住み良しの来て良しの心地いい地域を企画、また目指して参りたいと思っておりま
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す。 

まだまだ自分としてはできているわけではございませんけれども、財政の状況をしっかりと勉

強して把握して、高齢化の進展に伴う社会保障関係経費や老朽インフラ対策に伴う財政需用の更

なる増加などにより、一層今後厳しい財政運営が予想されているところでございます。基本的な

財政規律を前提といたしまして、身の丈に合った予算を編成する一方で、災害等不慮の事態に対

応できる資金を確保することが目下の課題でございます。財政調整基金残高を注視しながら確保

し、安定的な行財政運営に努めて参りたいと思っております。財政健全化と町政の重要課題への

対応を両立させるためには、職員一人一人がまずはコスト意識、そして経営感覚を持つことが大

切でございます。多様化する行政ニーズの中で優先すべきものを見極めて、職員、施設又は財源

を活用して、創意と工夫で限りある資源のなか無限の課題に立ち向かってまいります。 

それでは、本年度小国町一般会計予算編成においての予算概要を述べさせていただきます。本

年度におきましては、統一選挙の年であり、また３月第１回定例会におきましては、骨格予算と

なっておりましたので、本定例会で本年度の中心となる事業の予算を追加し、御提案をさせてい

ただきます。予算編成につきましては、先ほども述べましたとおり国や県の動きを含めて有利な

補助、起債等を考慮して 少の経費で 大の効果を上げるようなことができるよう、事業の推進

に努めて参りたいと思っております。しかしながら、町の財政情勢は依然として厳しく、歳出抑

制を図りましたけれども、本年度も財政不足が生じたために基金の一部を繰入れる編成となって

おります。限れた中で、町民のために有効な予算として計上をさせておりますので、どうかよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

ここにおられる議員の皆さまをはじめ、町民の皆さまにおかれましては、これからの町の取り

組みにつきまして、御理解と御協力をお願い申し上げたいと思っております。今回の肉付予算の

主な取り組みにつきましては、令和元年度小国町の主な取り組みということで書いてありますの

で、見ていただきたいというふうに思います。どうかよろしくお願い申し上げます。お世話にな

ります。 

総務課長（小田宣義君） それでは、議案集をお開き願います。４ページをお願いいたします。 

議案第３０号 令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号）を

別紙のとおり提出する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊の補正予算書のほうをお開き願いたいと思います。 

１ページです。 
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令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号） 

元号を改める政令の施行に伴い、「平成３１年度小国町一般会計予算」の名称を「令和元年度

小国町一般会計予算」とし、元号による年表示についても「平成」を「令和」に読み替えるも

のとする。 

令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億２千７７０万７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億４千５８０万７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、ページをめくりまして第１表としまして２ページから４ページに、歳入歳出のそれ

ぞれの款項の区分及び金額を記載しております。 

５ページには、債務負担行為補正を記載しております。 

６ページには地方債の追加変更を記載しております。 

７ページから８ページは、歳入歳出の補正予算事項別明細書となっております。 

それでは、歳出のほうから順次説明させていただきます。 

１２ページをお開きください。この１２ページ以降から２０ページまでに出てくる給与、職員

手当、共済費等につきましては、４月の人事異動による職員の配置変更が主な理由となります。 

１２ページの下段になります。４企画費として３５０万円を計上させていただいております。

主な内訳といたしまして、ふるさと寄附金広告料として２００万円、これはふるさと納税増収の

ための公告費です。財源はふるさと寄附金を充当予定です。もう一つです。地方創生移住支援事

業補助金として１００万円。この移住支援事業は、東京から小国町へ移住した方に交付金を支給

する事業で、１世帯分の補助金になります。財源は国が２分の１、県が４分の１、残りは町の一

般財源となります。 

１３ページの上段をお願いいたします。１３地域情報基盤管理運営費です。工事請負費として

２千９００万円を計上させていただいております。これは映像センターの機器を更改するもので
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す。今後５年間で段階的に更改していきます。財源は過疎債と光ファイバー使用料になります。

その下にあるＳＤＧｓ推進費をお願いいたします。５１４万５千円を計上させていただいており

ます。主な内訳といたしまして、アドバイザリーボード。これは外部の有識者による諮問委員会

等の設置を行う費用弁償として１０１万６千円。二酸化炭素排出削減の普及啓発を目的に、省エ

ネ住宅普及啓発業務委託料として１４７万２千円。まち・ひと・しごと創生総合戦略５カ年計画

のフォローアップ及び今後の５カ年計画に向けた総合戦略計画策定調査業務委託料として１００

万円です。財源といたしましては、策定調査委託は一般財源、ほかの２つは国の間接補助事業に

なります。 

１４ページ中段をお願いいたします。民生費のなかの障害者福祉費で２３４万円を計上させて

いただいております。これは障害者福祉システムの導入負担金となります。各種障害者手帳の保

持者の管理と重度医療費助成の支払い業務を行う電算システムを導入するものです。財源は一般

財源になります。 

次に１５ページの上段をお願いいたします。医療費一部負担金です。医療費システム導入負担

金で２５７万８千円を計上させていただいております。これも乳幼児・児童・ひとり親医療費受

給者の管理と医療費助成の支払い業務を行う電算システムの導入です。財源は一般財源になりま

す。その下の段にある児童福祉総務費をお願いいたします。施設型保育給付費委託料として１３

１万４千円を計上させていただいております。保育園を利用していなかった町内の在住児童が保

護者の都合により、町外の保育園を利用するための委託保育費になります。財源は国が２分の１、

県が４分の１、残りが町の一般財源となります。 

次に１５ページの一番下の段をお願いいたします。予防費として１３４万６千円を計上させて

いただいております。主なものといたしましては、予防接種委託料として１０２万３千円です。

国が高齢者肺炎球菌予防接種の対象年齢を７０歳以上も５歳刻みで受診できるよう経過措置を延

長したことによる委託料の増額となります。財源は一般財源です。 

１６ページの下段、林業振興費をお願いいたします。林業振興費で１９５万５千円を計上させ

ていただいております。内訳といたしましては、平成２５年から事業を展開しています。誕生祝

としての小国産材の記念品代及び新たな記念品の開発に係る経費になります。財源は一般財源で

す。その下です。林道費で２５０万円を計上させていただいております。除草作業等委託という

ことで維持管理が難しい路線について木材搬出道の除草作業を行う経費となります。今年度は林

道の２９路線を計画しております。財源は一般財源です。その下です。治山事業費で１千２００

万円を計上させていただいております。家屋裏の崩壊危険箇所を補助事業により改善するもので

す。財源としましては県が３分の２、分担金が１０％、残りが起債となっております。 

１６ページの一番下から１７ページの上段になります。商工振興費です。４６６万５千円を計

上させていただいております。内訳の主なものといたしましては、プレミアム付き商品券関係で
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２６０万５千円。これは１０月に予定されております消費税の増税に対し、子育て世帯、０歳か

ら２歳の乳幼児や低所得者世帯への消費に与える影響の緩和を目的に実施するものです。財源は

国の全額補助になります。なお、９月以降にはこのプレミアム付き商品券の事業費等の補正予算

の上程を考えておりますので、その際は、またよろしくお願いいたします。もう一つは、ふるさ

との祭り補助金１８０万円です。小国町の秋祭りとして位置付けており、大字協議会等の参画も

あり、町民参加型の祭りとして実施してきております。今年度も引き続き実施するため、補助を

行うものです。財源は一般財源になります。 

１７ページの２段目になります。観光費です。６００万２千円を計上させていただいておりま

す。内訳の主なものといたしましては、杖立温泉環境整備補助金１００万円。これはふるさと納

税で杖立温泉の景観整備を目的に寄附金を募っており、集まった寄附金を関係団体へ交付し、景

観整備を行うものです。財源はふるさと寄附金になります。もう一つは、大相撲阿蘇小国場所開

催補助金５００万円です。１２月に開催予定の令和元年度冬巡業大相撲小国場所の開催経費を補

助するものです。財源はネットワーク基金になります。 

１７ページの一番下の段になります。道路維持費として１億１千９００万円を計上させていた

だいております。内訳の主なものといたしましては、橋梁長寿命化計画策定業務委託料で１千７

００万円。これは小国町の橋梁１６６橋の具体的な個別計画を策定するものです。財源は国が６

３.２５％で残りは一般財源になります。次に道路維持工事で８千５００万円。これは道路舗装

維持管理計画に基づき、速やかに補修の必要がある路線の舗装打ち替え工事を行うもので、今回

は町道岳の湯線の１千５００メートルを計画しております。財源は国５７.５％、残りは辺地債

を充当する予定です。次に除草作業等委託料１千３００万円、これは町道の必要な除草を行うも

ので、町道上田西里線、西里田原線、黒渕下城線、坂下宇土線、滝ノ上簿瀬線を計画しておりま

す。財源は一般財源になります。道路台帳補正業務及び除雪作業委託料につきましては、通常の

町道管理経費としてあわせて４００万円計上させていただいております。財源は一般財源です。 

１８ページ上段をお願いします。道路の新設改良費です。２億３千７８０万円を計上させてい

ただいております。設計委託は町道下滴水線の下滴水橋の実施設計で３千万円。町道改良工事は

はげの湯線約７００メートルの工事を行うものです。財源は国が６３.２５％で残りは過疎債、

辺地債を充当する予定です。 

中段をお願いいたします。住宅管理費です。１億６千３２７万４千円を計上させていただいて

おります。内訳の主なものといたしましては、柏田団地の外壁改修工事の経費として１億５千６

７０万円。住宅本体の長寿命化を図るために、今年は１号棟と３号棟の改修工事を計画予定です。

財源は国が２分の１、残りは公営住宅建設事業債を充当する予定です。次に老朽化住宅解体撤去

工事として６７０万円。今年は桜ヶ丘団地のうちの２棟４戸と福坂団地１棟４戸の解体撤去を計

画しております。財源といたしましては、国が２分の１、残りは一般財源になります。 
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１８ページの下から２段目をお願いいたします。消防費で１４０万円を計上させていただいて

おります。３月議会に上程し、可決していただいた消防軽積載車購入の増額でございます。設計

の見直しにより増額するものです。財源は緊急防災事業債を充当する予定です。 

１９ページの一番上の段をお願いいたします。９教育費、２事務局費の中の小国高校支援補助

金です。３００万円を計上させていただいております。この補助金は平成３１年３月にバス購入

支援の目的で寄付があったものを小国高校へ補助するものです。財源は繰越金です。 

１９ページの中段をお願いいたします。小学校の学校管理費です。１４２万２千円を計上させ

ていただいております。この主なものといたしまして、教材備品購入費の１００万円になります。

平成３０年度で教育費充当の目的で寄附があったものを、今回電子黒板１台の購入に充てるもの

です。財源はネットワーク基金となります。次に中学校学校管理費です。５２６万１千円を計上

させていただいております。主なものといたしましては、体育館のトイレ改修関係４７０万円に

なります。老朽化したトイレの大便器３台の洋式化と電灯をＬＥＤに交換いたします。このトイ

レは災害時には避難所としても使用いたしますので、財源は緊急防災事業債を充当する予定です。 

１９ページの一番下をお願いいたします。文化財保護費です。旧国鉄宮原線幸野川橋梁調査業

務委託料として４００万円を計上させていただいております。現在の県道の上に架かるアーチの

部分は老朽化が進んでおり、２番目のアーチの下を通るルートでの付替えを、現在県が進めてく

れております。町として、橋梁の付替えのための耐久性を調査するものです。財源は過疎債を充

当する予定です。 

以上で歳出の説明を終わります。なお、議員の皆さまには資料として骨格予算に肉付予算を加

えた前年度との比較表及び肉付予算分の課ごとの調書も配付させていただいておりますので、併

せて参考にしていただきたいと思います。 

次に歳入についての説明になります。 

９ページをお願いいたします。この９ページから１１ページが今回の補正に対する歳入となり

ます。先ほどから説明させていただきましたが、歳入に伴う補助金等の説明がここに掲載されて

おります。今回、補正額の補助金以外の歳入不足分につきましては、前年度繰越金を充当する予

定としております。 

以上で、簡単ではありますが、今回の一般会計補正予算の概要説明とさせていただきます。よ

ろしく御審議お願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。１１時１５分から開会します。 

（午前１１時０５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

議長（松﨑俊一君） これより議案第３０号について質疑に入ります。 
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ページを追っていきたいと思います。 

まず歳出のほうからいきたいと思います。よろしくお願いします。 

ページが１２ページですね。１２ページの議会費から１４ページ上段の総務費、目の戸籍住民

登録費ですかね。１２ページの議会費から１４ページの戸籍住民登録費までをお願いします。質

問漏れの時間も取りますので、御了解いただきたいと思います。 

４番（久野達也君） それでは、お尋ねしたい部分としまして、１３ページの地域情報基盤管理運

営費の部分ですけれども、工事請負費として２千９００万円、地方債充当ということで御説明い

ただきました。そのなかで、５カ年程度で映像機器整備を行うということでしたけれども、今分

かっている範囲で、この５カ年の事業での総事業費あるいは今後の機器更新等、長期的に見まし

てお尋ねしたいと思います。と、申しますのも、いわゆる「おぐにチャンネル」おぐチャンの料

金改定等も行っております。その中でも、今後の維持管理費に充当したいという御説明等もいた

だいておりますけれども、大体、運営していくのにどの程度の見通しをお持ちなのか。また、事

業計画等により平準化、これらについてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

情報課長（北里慎治君） お答えしたいと思います。 

平成３１年度から５年間の機器更改につきましては、１億８千９３０万円ほどを見込んでおり

ます。それを５カ年で割っていこうというふうに思っております。金額につきましては、今年２

千９００万円ですが、来年からは少し上がりますが、なるべく平準化をしていこうというふうに

思っております。 

それと、先ほど平準化についての料金のことも出ましたが、一体いくらで料金を考えているか

ということも御質問ありましたが、一応今年４月使用分から１千３００円に上げさせていただき

まして、近隣町村を見たときに月額１千５００円が多かったのでございますが、１０月の消費税

の改定もありますので、小国町としましては１千３００円でいかせていただいたということでご

ざいます。 

それと全体的に経費等を含めたところの大体一人あたりいくらぐらいが妥当なのかとか、かか

るのだろうかというような計算につきましては、現在まだそこまでの試算はしておりません。今

後、いろんな利用も考えまして、今年こういうふうに５カ年計画で上げますので、そのあとの部

分を含めて運営という形を考えていくかということにつきましては、今後慎重に考えていきたい

と思っております。 

以上です。 

４番（久野達也君） 御説明いただきましたけれども、いわゆる、これ５カ年で事業計画を行って

いくということであれば一つの備品なのか、あるいはいろんな備品が積み重なっての５カ年なの

か、それによって例えば債務負担行為が必要な部分が生じたり、あるいは債務負担行為ではなく

てもこういったような５カ年の継続事業になることが想像されているのであれば、まずもって総
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事業費の部分の説明もいただくとありがたかったなとは思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

情報課長（北里慎治君） 申し訳ありませんでした。 

一応、工事として発注することによりまして過疎債の対象になるということは財政当局とも話

はできましたので、備品という扱いではなくて工事で発注しようというふうになった経緯でござ

います。中身につきましては、普通のパソコンぐらいの大きさのものが並んでいくような形にな

ります。そしてまた大きいものもありますので、一つ一つが見方によれば備品かなというのもあ

るかもしれませんけれども、そういう対応でやらせていただいたということでございます。 

以上でございます。 

６番（大塚英博君） ６番、大塚でございます。 

ＳＤＧｓの推進費の中のエコハウス設備補助金ということで質問をしたいと思います。今回は

上限を５万円というふうに設定しております。今までのエコハウスの設備補助金という要綱から

見ますと、今度は５万円というふうに１０万円が５万円に削減をされました。その中でエコハウ

スの設備設置の補助金の趣旨というものは、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、

環境に対して負荷の少ない循環型社会の形成及び環境保全意識の高揚を図るため、ペレットスト

ーブ、薪ストーブ、又は高断熱窓を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するとい

うことでございます。そういうなかで、これからは高齢者住宅というものがたぶん増えてくるだ

ろうと考えます。それと同時に、国のほうも住宅の購入者等の支援というものを抱えております。

どのくらい希望者が殺到しているのか。それに対して減額するのか。そうでないほかの理由があ

ったら、答えていただきたいと思います。 

政策課長（佐々木忠生君） エコハウス設備補助金ということで、昨年までは確かに木質の薪スト

ーブ、ペレットストーブ、高断熱窓に対して設置費の上限１０万円ということで、補助を出して

おりました。昨年の実績も１０件ほどの実績になっております。本年度より上限５万円という部

分で、上限のほうを押さえまして、なかなか財政上厳しい折でございますので、５万円に落とし

ても件数を増やしていきたいというような部分で、今回は上限５万円の１０件分の５０万円で予

算を計上させていただいております。 

やはりクリーンエネルギーの活用という部分で、先ほど環境モデル都市からＳＤＧｓの取り組

みの中で進めていくという部分で、この事業がもともと太陽光の発電の補助から始まっていて、

少し町民の方にいろいろこういう事業の部分が広まってきたのかなと。この補助がなくても入れ

られるご家庭も出てきたかなというふうに思っておりますので、今回はできれば５万円のほうに

させていただいて、ソフト的な普及促進のほうにまた力を入れていきたいなと思っております。 

６番（大塚英博君） 省エネ住宅普及啓発業務委託料というのが１４７万円出ております。そうい

うふうな中で、やっぱりエコハウスの設備というものに対しての補助金を５万円という中で、や
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っぱり件数というものを多くしていただきたいなと。そして、これは一つの以前からの目玉でご

ざいますので、これに対してはやっぱりいろんな方法で周知していただいて、そしてなるだけ新

しい住宅を建てる方においては、そういうふうな補助がありますよということ。そして一番問題

なのは、小国は特に冬は寒いですから窓というのは北海道に行ったときの窓というのは二重窓で、

非常に厚い窓でございます。断熱効果が非常にあります。私はそういうふうな窓というのも、こ

れから先は普及していくのではないかなと。そういう面においては、なるだけ周知をしていただ

いて、そして件数のほうを増やしていただきたいというふうにお願いしたいと思います。 

政策課長（佐々木忠生君） 先ほど委託の部分で、やはり今回は委託のなかで将来の担い手である

中学生を対象として、昨年も行いましたけれども省エネ住宅等のワークショップやセミナーとか

を開催をして、その子ども達が家に帰ってそういう省エネ住宅を普及してもらうという目的で、

委託料を組ませていただいております。今後、議員からもおっしゃられましたように、これ対し

て今度エコハウスの設備補助金というのがもう少し力を入れたほうがいいのではないかという部

分の御指摘でございますけれども、これについては今から議会の御承認をいただければ順に補助

の周知をしていきたいと思います。当然、申込みの件数やいろいろ多ければ、また議会のほうに

御相談をさせていただいて、補正等でも対応させていただければというふうに思っております。 

８番（松本明雄君） ８番です。 

今の関連ですけれども、今言われたとおり去年は中学生が３名ほど愛知に研修に行って、その

あとに家族の方も来て報告会もされていました。それはいいんですけれども、もうちょっと数を

多く近所にあれば、去年は確か愛知かどこかに行かれたと思うんですけれども、九州内にあれば

数も３名の方が６名になるとか、多くの中学生が行ければ、また自分たちも家を建てるときに、

省エネに関する知識ができると思いますので、その辺の検討もよろしくお願いしたいと思います。 

政策課長（佐々木忠生君） 昨年は確かにちょっと遠方のほうでした。本年度については、福岡の

太宰府市のほうにもそういう省エネ住宅等がありますので、予算の範囲内でですね。本年度は中

学生８人程度ぐらいを体験させればというふうに思っております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） １４ページ上段まで、よろしいですか。 

それでは１４ページ３の民生費、社会福祉総務費から１５ページ衛生費の保健衛生総務費まで

いきたいと思います。１４ページ、１５ページ。 

５番（児玉智博君） それでは、私から衛生費の歯周疾患検診立替払助成金について聞きます。こ

の事業はすでに後期高齢者医療保険で実施されております歯科口腔検診の現役世代版として行わ

れるものでございますが、その対象は４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の節目の人であるという

ことでありました。歯科口腔検診については、私も前期に繰り返し実施を求めておりましたけれ

ども、健康づくりの取り組みとして大きな前進であると思いますので、より多くの対象者が検診
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に参加するよう取り組んでいただきたいと思います。 

そこで１点目は、検診単価と対象者の人数。２点目は実施場所と実施期間。３点目は給付方法

を御説明ください。 

福祉課長（生田敬二君） 歯周病検診につきましては、議員からも要望があっておりましたところ

で、今回から一般会計のほうで全住民の方というか節目年齢ではあるのですけれども、対象に実

施することで補正予算を上げさせていただいております。実施単価につきましては、それぞれの

歯科医療機関で多少変わってくると思いますが、大体３千５００円程度ではないかという試算の

もとに、上限を３千５００円という形にしております。２千数百円で終わるものもあれば、ちょ

っと超えるものもあるようでございます。単価は以上です。 

実施人数につきましては、すでに実施している市町村に問合せ等を行いまして、まだ働いてい

る世代も方も多いものですから、非常に実施率は低いということでございまして、今回の補正予

算につきましては立替払助成金ということで、３千５００円架ける３０名、１０万５千円という

ことで計上をさせていただいております。 

実施方法、支給方法につきましては、償還払いということにしております。本町が行っている

こういった検診でクーポンとかを発行することもございますが、例えば小国町に３軒の歯科診療

所ございます。南小国に１軒ございます。ほかにかかる方もおりますので、全部契約をしてクー

ポンで払い戻しをするということではなくて、どこの医療機関にかかっても領収証を持ってきて

いただければ償還できるという形を取らせていただきました。 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） 答弁漏れがあります。対象人数が３０人ということはないと思うんですよね。

４０歳と５０歳と６０歳と７０歳の人が、そんなに人口は少なくないと思うのですが。 

福祉課長（生田敬二君） 申し訳ございません。対象年齢の方が、４０歳の方が５０名、５０歳の

方が８０名、６０歳の方が９０名、７０歳の方が１５０名、合計で３８０名程度ということで考

えております。先ほど、ちょっと申し上げましたけれども、受診率が非常に低いだろうというこ

ともありますけれども、町としましては少しでも受けていただけるように通知で周知を図ってい

きたいと思っております。 

５番（児玉智博君） それでは、今言われましたが、検診受診率にするならば大体７.８、９％を

目指しますということだと思いますけれども、やはり、それは 初からこういう低い目標を設定

するのではなくて、やっぱりもうちょっとしっかり呼びかけて、歯科口腔検診の意義を御理解し

ていただいて受けていただくように、それは努力すべきではないのかなと思います。 

それで、今回４０歳、５０歳、６０歳、７０歳ということでしたけれども、やはりそういう日

頃から意識している人は自分でちゃんと意識できていて、歯石も年に１回取りにいくとか、でき

ている人はいいんですよ。やっぱり、それがまだそういうことに気づいていない人というか、で
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きない人にこそ受けていただいて、それから意識啓発に結びつけていくということが重要なので

はないかなと思います。 

それでこれは、小国の人ではないのですけれども、私の知り合いの人で３９歳と言っていたか

な、もう高校卒業以来、歯科医院には１回も行ったことがないという人がいて、それがまだ若い

頃に歯が痛かったけれども放っていたら痛くなくなったので、それから１０年２０年と放ってお

いたと。それで 近になってとても疼いたものだから３９歳にして、本当に２０年以上ぶりに歯

科医に行ったら、もうちょっと早く来てくれれば抜歯しなくて済んだのですけど、もうこれはど

うしようもありませんね、ということで２本抜くことになったと。結局、部分入れ歯にするかブ

リッジするか、あるいはお金を出してインプラントにするかという選択を迫られたそうなんです

が、やはりこれは若いうちからやったほうがいいと思うのですよ。せめて、４０歳の前に３０歳

の節目にも検診を受けれるようにしたらどうかと思うのですが、今から御検討いただけないでし

ょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 前段のお話しで受診率についてですけれども、３０人組んであると回答

いたしました。すでに実施をしている市町村に聞きますと、ほぼ受けているのが１％から２％と

いうことでの実績もあっておりますので、うちとしてはもう少し受けていただきたいということ

で、ちょっと多めな形で予算計上をしたところでもございます。議員、おっしゃいますように口

腔ケアについては、糖尿病や高血圧とかの生活習慣病であるとか、また心臓病の疾患への影響も

大きいということで、日頃の正しい食生活であるとか口腔ケア清掃等、大切なものであるという

ふうに町としても認識しているところでございます。具体的に３０歳という話も出ましたけれど

も、今回補正予算としていただけましたら、そちらのほうも検討をさせていただきたいと思って

おります。 

以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、ページ１６農林水産業費です。農林水産業だけでいきます。 

５番（児玉智博君） 委託料の除草作業等委託料について質問します。 

２９路線で２５０万円ということでありましたが、これの積算根拠はどうなっていますでしょ

うか。 

建設課長（秋吉陽三君） 積算根拠は林道の法面及び埋もれ留めにつきましては１メートルずつの

除草の幅でございます。林道でございますので、切った草の片づけは考えておりません。 

以上です。 

５番（児玉智博君） これは１メートル当たりの単価がおいくらということですか。 

建設課長（秋吉陽三君） 平米単価で積算しております。今、手元にございませんので、のちほど
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説明したいと思います。 

５番（児玉智博君） それで、このあとに町道の草刈りも出てくると思うのですが、その町道の場

合は随意契約ではありますけれども、きちんと何社かから見積もりが取られております。この林

道費の除草作業等委託については旧来、見積もりが相見積を取っていなくて、もう特定の、あっ

さり言いますと小国町森林組合に毎年委託をしているという形でありました。やはり、競争性を

持たせるという意味においても、これは見積もりを町道と同じように取るべきではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

建設課長（秋吉陽三君） 今、議員おっしゃるとおり、見積もりなり入札でやるということでござ

いますが、路線が２９路線と多い路線でございます。ですから、１路線あたりの作業量といたし

ましては少ないですね。ですから、今まではまとめて随契という形で行っていたわけですが、今

後は地区あたりでの検討を行いまして、今度はそういうことで検討していきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほか、よろしいでしょうか。 

次にいきます。１６ページの商工費、これは１７ページまでですかね。商工費のみでいきます。 

５番（児玉智博君） それではまず、商工振興費１６ページの印刷製本費とその次、１７ページの

システム改修負担金について聞きます。 

この２つの予算は、１０月に予定されております消費税１０％への増税に伴い実施される景気

対策の一つ、プレミアム付き商品券の発行準備のためのものであります。しかし、９日付の熊本

日日新聞でも「消費増税反対６割」と４段抜きの見出しで伝えられているとおり、１０月の増税

は全く国民に受け入れられておりません。この記事は日本世論調査会が１日と２日に実施した調

査を基に書かれたものでありましたが、注目すべきは景気の中折れを防ぐための経済対策にも６

１％が反対し、十分な理解を得られていない実態が浮き彫りになったとしているところでありま

す。国民多数の声は、増税分を返すくらいなら、 初から増税すべきでないというものだと思い

ます。 

さて、プレミアム付き商品券は２万円で購入した券で２万５千円の買い物ができるというもの

で、上乗せ分の５千円を国費で負担する仕組みであります。対象は住民税非課税世帯、年収約２

６０万円未満に加え、２歳以下の子どもを持つ世帯となっています。 

そこで、まず第１点目は町はプレミアム商品券の効果をどのように考えていらっしゃるのでし

ょうか。また、前回２０１５年に発行したプレミアム付き商品券では、どれほどの効果があった

と総括をしていますか。 

第２点目、低所得者と幼児教育・保育の無償化の利益を受けられない２歳児以下の子どものい

る世帯の救済のために発行される商品券でありますが、そもそも２万円を出せない、また高齢世

帯で自家用車がないために商品券を買いに行けない世帯については、どのような対応を考えてい

らっしゃるでしょうか。 
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３点目、対象者が限定されるこの商品券では、使用して買い物をした場合、レジで「私は低所

得者です」と言っているようなことになるのではないかという心配の声も出ておりますが、プラ

イバシーへの配慮はどのように考えていらっしゃいますか。 

情報課長（北里慎治君） お答えしたいと思います。 

初の前回のプレミアム商品券の総括という質問があったと思います。前回の総括的なことは

知り得ておりませんので恐縮なんですが、確か前回の場合は、プレミアム商品券はそういった縛

りがなかったような感じがしております。ということは、買った方におかれましては広く町民の

方、商店街を対象にして買われたと思いますので、経済効果、地元の商店街の方にとっても、か

なりな商店としての活性化はできているのではないかなというふうには思っております。 

それと、プライバシーのことが先ほど３点目でありました。プライバシーにつきましては、私

ども研修会に担当がそれぞれ行っております。３人がかりで行っておりますが、やっぱりそこが

今論点のところでございます。今回は、広くこういう制度でその方が対象ですということで、そ

の方が買われるということは広く知れ渡りますので、その方がいったときの対応というのはどう

なるのかなということは、今研修の中でも議論されているようでございます。それについての結

論というのは、まだいまのところは研修会の中でも出ておりませんけれども、そこはやっぱり慎

重にいかなければいけないところでは、みんな認識はしているところでございます。 

もう１点は、どういうふうに広げるかということだったですかね。 

５番（児玉智博君） まだお答えいただいていないのが、まず一番 初に聞いた今回のプレミアム

商品券の効果をどのように考えていらっしゃいますか。いくらぐらいの経済効果が、どういう場

所であると考えているのかですね。 

それと、もう一つが低所得者と幼児教育のところに出すわけですけれども、そもそも２万円出

して買えないという世帯、あるいは高齢者で車がない世帯で買いに行けないという人たちには、

どういう対応をするのですかと、お尋ねしました。 

情報課長（北里慎治君） お答えしたいと思いますが、今回のプレミアム商品券は２万円ですから、

２万円という感じではございません。５千円から買えるということでございます。４千円で５千

円分の効果がありまして、それを５冊まで買えるということでございまして、一人について５冊

までですから、今回申請するときに例えば５千円ですけど、と言っても対応できる。その方につ

いては確認しておいて、また期間内であれば追加でまた次の５千円を持ってきても対応できると

いうような体制を取りますし、そういうふうな制度となっております。なかなか、買いに来れな

い方についてはどうするかということにつきましては、そこにつきましては、こちらの今後検討

していくところかなと思っております。 

また今回、確かに世帯数と比べて大体３分の１ぐらいの世帯数ではないかなと思っております

けれども、とにかく対象とするお買い物をしていただく商店というものが町内に限られておりま
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すので、なるべくそこで買っていただけるように、商品券も購入していただけるようにいろいろ

な啓発といいますか、アピールしていきたいと思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） このプレミアム商品券についても、また９月議会でプレミアム分の補正予算

が出るということを言われておりました。それでは、今回この小国町でこのプレミアム商品券を

発行するためにかかる予算の総額、これがいくらになるのかというのを 後にこの点でお答えい

ただきたいと思います。 

それから、観光費のほうに入りまして、大相撲阿蘇小国場所開催補助金について、伺っておき

たいと思います。全員協議会では１２月に小国町で開催される相撲巡業の開催経費約２千２００

万円のうち、５００万円を補助するものだという説明がございました。そこでこの小国場所の２

千２００万円の収支予算計画を明らかにしていただきたいと思います。 

まず第１点目は、相撲協会に支払う興業権の権利金がいくらで、その他の支出はどのようにな

るのでしょうか。また、収入のうち町の補助金以外の１千７００万円の内訳もお示しください。 

第２点目は、期待する経済波及効果はいくらだと試算しているのか、その根拠も示して明らか

にしていただきたいと思います。 

３点目、町が予算を使い呼ぶ以上、観光振興以外にも社会教育的観点を持つべきではないでし

ょうか。多くの町民が観戦できるようにするべきだと思います。昨年の高森場所の場合、たまり

場が１万３千円から、２階席が６千円からと決して安くない入場料であります。特に大相撲ファ

ンの多い高齢者世代、年金暮らしのお年寄りにとって安いものではありません。小国町の子ども

達とお年寄りの皆さんで、希望される方には無料で入場していただくと、こういう立場で臨まな

ければ成功しないのではないかとも思います。御検討いただけませんでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） 初にプレミアム商品券の試算につきましては、今のところでございま

すけれども、総額では約５００万円ほどを見込んでおります。詳細につきましては控えさせてい

ただきますが、とりあえず今のところと御理解をいただけたらと思っております。 

さて、相撲の小国場所につきましての、先ほどの御質問だったんですけど、全体総額が２千２

００万円ほどというふうにはお知らせしていましたとおりでございます。あと、手元にあります

この見積書によりますと、日本相撲協会の企画料として９００万円払うようにしております。あ

と、少し課目が多ございますけれども、ざっくり言いますと宿泊費、行司さん、呼び出しさんの

宿泊費、大型バス７台、バスやタクシーの交通費、これに大体５０万円ほど。それから日本相撲

協会指定でございますけれども、土俵づくりとかですね、あとそれの看板、座席、一輪車、設営、

セメント砂、赤土等々、これに大体３５０万円ほど。あとポスター関係ですね、印刷費、宣伝関

係で大体２５０万円ほど。それから力士の宿泊が２１６万円ほどでございまして、あと小学校中

学校の駐車場に関する警備員の費用として５０万円ほど。それから、木魂館の２日渡っての貸切
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がありますので、これが５０万円ほど。あとはごみの収集運搬、これに５万円ほど。あと座布団

の製作費、スタッフ行司弁当代、横綱の弁当セット、相撲のぼり設置、事務費、腕章、記念撮影、

来場者保険、予備費等々になっておりまして、総額が２千２００万円ほどというふうななかでご

ざいます。今おっしゃいましたように、５００万円町からの補助金と地元スポンサー料として３

００万円を見込んでおります。残り諸経費関係の収入としまして大体チケット代というような形

になろうかと思っております。１回目と言いますか、窓口になっている方とうちの担当のほうで

話していくなかで、やはり高森町が去年やっておりますので、高森町の料金より高くはできない

だろうと。高森町を参考にして料金設定を行いたいという御意見はいただいております。 

あと高齢者、子どもさんというような形もあると思いますが、その辺につきましては今後の話

になってきます。向こうの窓口になっております事務局の方等々とどこまで、どういうふうな判

断でどういうふうに今までの例があって、どういうふうに今後したらいいのかというもののそう

いった相談が出てくる、というふうに思っております。そのあたり、十分検討していきたいと思

っております。 

経済効果につきましては、いくらかというのはまだ試算をしておりません。全協の中でも言い

ましたけれども、こういった形で例えば地元に少しでも還元できる作業やタクシーの運転とかあ

りましたら地元でやりますので、どうぞこれを使ってくださいということではお願いしておりま

すし、泊まり先、温泉地を予定しているんですけれども、泊まる場所では１泊の料金というのは

決まっておりますが、やはり夜出て飲んだり、いろいろ食事を取っていただいたりとか、いろん

な波及効果があるというふうに思っております。また、それに対して前もって寒い時期ですので、

ひょっとしたらということで一般のお客さんが地元に泊まっていただける可能性もありますので、

そういったことを見ていきますと、それなりの金額が上がってくるのではないかなと思っており

ます。 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） つまり、私は相撲をやること自体は決して悪いことではないし、なかなか福

岡までとか、あるいはもっと遠く両国までとか見に行けない方たちが小国に来ることで相撲を見

ることができるなら、それは私はとても良いことだと思います。経済波及効果というのが分から

ないということでした。実際、私は分からないままで１２月まで試算する気はあるのかなという

ふうな気もするわけですが、別に開くこと自体が目的であっても、まあ私はいいのではないかな

と。あくまで経済波及効果というのはおまけであって、私はだから、そういう経済効果のためと

かいうのではなくて、小国の人たちに相撲を見てもらいますと。私はその立場に立つべきではな

いかなというふうに思います。 

それで、今お話しを聞いていましたら、町が出す５００万円と地元のスポンサー料ということ

で３００万円を合わせて８００万円ですよね。２千２００万円にするためには残り１千４００万



 

 27 

円ですけれども、ではその１千４００万円がチケット代ですというのは、私はちょっとこれは大

丈夫かなと言う気が率直にします。その実行委員会というのは、どこが実行委員会に入るのです

か。これまでの説明では、テレビ熊本が小国町でやりませんかというふうに言ってきたわけなん

だから、私はそこはＴＫＵにも開催費を負担させるということは必要ではないのではないかと思

います。その開催費を出さないというのであれば、私は宣伝費ですね、あそこはマスコミでテレ

ビ局ですから、じゃあもうタダで宣伝してくれと、それぐらい私は求めていいのではないかと思

うのですが、話は持ってきたけれども、じゃああとのお金はそちらでお願いしますというのは、

私はそれで「はい、そうですか」と 初から言うのはどうかと思いますよ。言ってみて結果とし

て無理だったということはあり得るけれども、 初から言わないというのはあまりに弱気なので

はないかと思いますが、その辺の交渉をしていただけませんでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） 実行委員会の立ち上げにつきましては、このあと議会で御承認いただき

ましたら、その旨そういった窓口に伝えていって、実行委員会が立ち上がっていくという流れに

なると思います。 

テレビ熊本には、先ほど議員もおっしゃいましたとおり、いろんな面でテレビで放映してもら

ったりという面ではお世話になってくると思います。要望としまして、いろいろなことをまだち

ょっと私どもも素人の面がありましてですね、やっぱりよくその辺は連絡を取り合ってしっかり

したことで進めていきたいというふうに思っております。当然、お願いするところはお願いする、

要求することは要求するというふうにしていきたいと思っております。 

議長（松﨑俊一君） それでは、暫時休憩をいたします。午後の会議は１時からといたします。 

（午後０時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（松﨑俊一君） 秋吉建設課長。 

建設課長（秋吉陽三君） 先ほどの林道費の委託料の件なんですけれども、除草作業の委託料とい

たしまして平米単価３１円で算出しております。 

議長（松﨑俊一君） それでは、１７ページの中から１８ページの消防費までいいですかね。土木

費、消防費。 

９番（熊谷博行君） 今年度も町営住宅の屋上外壁改修工事が１億５千万円みてありますが、前回、

関田住宅でアスベストが１棟発生しましたが、事前に調査はできないのか、発注したあとに業者

がするべきものなのか。 

それと関田住宅の改修後、改修前ですか、もちろん選挙の時ですが、呼び出しピンポンですか、

これがどうなっていたのかはちょっと忘れたのですが、なかなか部屋まで届きにくいのが現状で

ございます。今回はどういうものを設置するのかをお尋ねします。 
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建設課長（秋吉陽三君） アスベストの件につきましては、本年度は設計前にアスベストの調査を

行いまして、それから実施設計を行いたいと思っております。それと、今、申しましたインター

ホンの呼び出しなんですが、前についていたものはその場で鳴るような電子音でないやつですね、

がついていたと思うのですけれども、今回も電子音にはなっておりますが、設置箇所のみで音が

するタイプでございます。 

９番（熊谷博行君） これを居間なんですか、リビングなのか、そこで鳴るようなのに変更できる

とか、補助金でしているからできないのか。できれば玄関先でピンポンと鳴っても、高齢者の家

ではほとんど聞こえないと思います。そこをどうにか変更はできないのか、お尋ねいたします。 

建設課長（秋吉陽三君） 関田、柏田が集合住宅で隣で軒数が多いものですから、今、個人住宅に

付いているようなインターホンでモニターが付いているような形式にしますと、チャンネル等が

確保できなくて混線する問題があって、今のような形にしたものでございます。 

９番（熊谷博行君） 周波数があるんですか。 

建設課長（秋吉陽三君） はい。担当から聞いた話によりますと、チャンネル等が何回線限られる

ものですから、集合住宅は軒数が多いから混線するというようなことで問題が起きるというふう

に聞いております。 

９番（熊谷博行君） たぶん、それはワイヤレスのタイプと思いますが、有線式ならばそういうこ

とはないと思いますが。できるだけ、たぶんしないのでしょうが、これから今度は１号と３号と、

たぶん要望が出てくるとは思います。関田住宅より、もっと柏田住宅は高齢者がいますので、少

しずつ改良ができれば考えていっていただきたいと思います。 

建設課長（秋吉陽三君） はい、検討させていただきます。 

議長（松﨑俊一君） 土木費から消防費。 

８番（松本明雄君） 今の質問に共有して聞きたいんですけど、古さから行くと１号棟２号棟とい

くはずなんです。やっぱり２号棟が抜けているということは地形的な問題なのか、隣接している

からそういう形で。結構２号棟の方がいろいろ水漏れや倉庫の改修とかいろいろ言われる方が多

いんですけど、そのところはどうなのか、説明をお願いします。 

建設課長（秋吉陽三君） おっしゃるとおり、１号棟２号棟というような順番で建っておりますの

で、２号棟のほうが古いんですけれども、３号棟をする理由といたしまして、軒等が著しく損傷

が激しい部分がございますので、本年度は１号棟３号棟という形で工事をする予定でございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、質疑はございませんか。 

３番（穴見まち子君） 工事関係ではないんですけれども、先日ですね、今住宅は高齢化で鍵をな

くしたりいろいろあるみたいで、ちょっと相談を受けたんですけど、鍵を失くしたので役場に相

談して対応してから、時間が意外と昼までかかったというようなことを聞いたんですけど、役場

はどのような対応をしているのでしょうか。 
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建設課長（秋吉陽三君） 住宅の控えの鍵は、建設課のほうが持っておりますので、住宅の鍵を失

くされた場合は、うちの控えのほうで対応できればそれでスペアを作って対応しているような状

況でございます。 

３番（穴見まち子君） そういう状況をすぐに説明してもらえばよかったんですけど、こっちから

依頼をして対応してくれるまでに昼までかかったと言うんですよね。その対応の仕方というのは

どうかなと思ってですね。待っている方は「こんなにかかるんだ」というのを言われていました。 

建設課長（秋吉陽三君） 問題を把握いたしまして、今後は改善していこうと思います。 

議長（松﨑俊一君） 次ですね。９教育費、 後までですね。 

９番（熊谷博行君） 勉強会でも申しましたが、中学校体育館のトイレ改修工事３９０万円上げて

いただいております。大変評価しておりますが、議員は割と工事の発注時期とかそういうものは

ほとんどの方が知らないと思います。ここだけでもいいですので、いつぐらいに出して、いつぐ

らいに竣工するのかお尋ねします。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 今の御質問ですけれども、まずこの議会でこの予算を承認し

ていただくと予算が通りますので、速やかに改修工事のほうに入ってはいきたいと思います。 

９番（熊谷博行君） 速やかに、いつ頃発注をかけるんですかね。お願いします。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 失礼しました。時期の問題だと思いますが、２カ月ほど工事

にかかるということですので、予算の中にその２カ月間の工事の間、仮設トイレで対応していき

たいと思っております。ただ、学校の使用もありますので、８月夏休みが一番妥当かなと考えて

おります。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） 教育費、質問、質疑ありませんでしょうか。 

それでは、歳出のところで質問、質疑漏れがございましたら。よろしいですかね。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、次ページの９ページから１１ページまで、歳入のほうは一括して

議題といたします。 

質疑はございませんでしょうか。 

それでは、再度、歳入のほう、それから歳出のほう質疑漏れはございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は議案第３０号令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号）について、

反対の立場から討論を行います。 



 

 30 

この予算には消費税増税に備えて低所得者などへの影響を考慮したプレミアム付き商品券発行

のための予算が組まれております。このプレミアム商品券について、執行部はその経済効果の具

体的な数字などを示すことはできませんでした。しかし、これまで多くの同様の商品券などの給

付がなされてまいりました。振り返ってみますと、バブル崩壊後の不況が続いていた１９９９年

子育て世代や高齢者に２万円分の商品券「地域振興券」、リーマンショック翌年の２００９年に

全世帯対象の「定額給付金」、そして直近では２０１４年の消費税率が５％から８％へのアップ

を受け、２０１５年にプレミアム商品券がありましたが、その効果はというと９９年の地域振興

券は約６千億円を投じ、消費の押し上げ効果は約２千億円。２００９年の給付金は、約１.９兆

円を配り、効果は約６千億円と、いずれも国の支出の３割程度であります。更に今回と類似する

２０１５年版プレミアム商品券は、国が地方に配る交付金をもとに平均２３％の上乗せをした商

品券や旅行券が各地で発行され、９千５１１億円分が使われましたが、内閣府の推計でも実質的

な消費を喚起した効果は１千１９億円と政府が予算計上した２千５００億円の半分以下に留まり

ました。この数字にしても、いずれ買おうと思っていたものを給付金や商品券を得たために前倒

しして買ったようなケースも多く、そういう需用の先取りを除く本当の消費喚起効果は、もっと

少ないとの指摘もあるほどです。みずほ総合研究所は２０１５年、こうした影響を勘案しプレミ

アム商品券の押し上げ効果は約６４０億円に留まるとの試算を発表しております。このことから

も分かるとおり、今回のプレミアム商品券もそれほど経済効果が期待できるものではないのでは

ないかと思います。執行部は小国町で約５００万円を投じてプレミアム商品券を発行するという

のでありますが、この５００万円の使い方が果たして今まで失敗してきたことを繰り返すので、

妥当なのか、しっかりと考えていただきたいと思います。 

加えて、プライバシーへの配慮をどのようにしておりますかとお尋ねいたしましたが、それが

一番慎重にやらなければならないと認識していると述べましたが、では具体的にどういう対策を

取るのか全く答弁をすることができなかったと思います。こうしたことに照らしてみましても、

これまでの歴史的に見て、そもそもこのような施策が低所得者対策になるのか甚だ疑問であると

言わなければなりません。消費税増税を中止することこそが、低所得者対策になるということを

後に述べまして、反対の討論といたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、討論ございませんか。 

４番（久野達也君） ４番、久野です。 

賛成の立場から、討論させていただきます。 

今回、骨格予算ということで肉付予算を提案されております。今後、小国町の将来的な部分の

含まれた予算も多分にございます。光ケーブルによる機器の補修、あるいは公共工事であります

ところの町道改修、あるいは学校施設の整備等これらを勘案しますと、今後必要予算が計上され

ているものと思います。また、加えて商品券につきましても縷々意見はございましょうけれども、
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いわゆる消費税対策、これによる国の政策の中の一環を地方自治体が担うという部分も多分にふ

くまれております。 

また、柏田公営住宅の改修、これについては賛成討論の中で一つ附議させていただきたいと思

いますけれども、同僚議員の中からも意見もありました。いわゆるピンポンで呼び出し音だけで

はなくして、やっぱりインターホンという形で中との会話ができる、例えばＦＭ波で厳しいので

あれば無線で厳しいのであれば、有線にしてでもそういった配慮はぜひ、町長お願いしたい部分

がございます。 

いずれにいたしましても、今年度令和元年度の予算に肉付けを行い、小国町の将来を描けるよ

うな予算執行の部分として賛成討論とさせていただきます。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、討論ございませんか。 

９番（熊谷博行君） 賛成の討論ですが、中学生の子ども議会だったですかね、あのときに子ども

達が要望してきた中学校のトイレ、エレベーター、ポリですか、店の袋を廃止する。エレベータ

ーは現実から離れていたのですが、あともう一つはできないことはないとは思います。あのとき

感じたのが、教育長と町長の返答が厳しかったですね、というのは感じましたが、今の町長、議

長のときは柔らかく答えを出したと思います。でも３人とも結構きつく答弁したような感じでし

たが、一つでも叶いましたので、私も大変今回は評価しております。子ども達も勉強に意欲が出

ると思います。こういうところが、やっぱり教育委員会も現場に行ってみらないと分からない、

言われても言われても現場に行かないから分からない。これは１年２年前に発生したものではご

ざいませんので、今後こういうところにも大いに耳を傾けて頑張っていただきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、討論ございませんか。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。 

賛成の立場から討論させていただきたいと思います。 

今回の予算の歳入を見てみますと、非常に歳出が６億２千７００万円。この中でもいろいろ補

助金関係あたりを非常に利用されているなというふうに印象を受けました。一般会計からの繰入

金、いわゆる財調資金、ネットワーク基金、そして繰越金。これをトータル合わせましても１億

７千１００万円。６億２千７００万円、非常に補助金制度等を利用されて、今回予算を組んだか

なという気がいたします。 

しかしながら、ここに一つ懸念するところがございますけれども、財調資金等がこれに対する

予算を非常に利用していくことになりますと、今後、また町でいろんな災害、いろんな形が出て

きますので、ここあたりもしっかりとした形で財調資金の繰入れあたりは慎重に執り行っていた

だきたいというふうに申し上げたいと思います。 
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それともう一つが、国が今、国家強靭法という制度が出ております。こういったなかでも３カ

年事業の中に大きな予算が出ておりますけれども、もちろん熊本県のほうにも３８５ほどの予算

が流れてきております。こういったものをしっかりと財政担当者あたりが分析をして、何に使え

るのか、また町に使える部分と県に使える部分といろいろありますので、そこらあたりの分析を

しながら今回の予算について賛成をしたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第３０号、令和元年度小国町一般会計補正予算（第１号）について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第９、「同意第２号 小国町監査委員の選任について」を議題といたし

ます。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） 同意第２号 小国町監査委員の選任について 

小国町監査委員として下記の者を選任したいから、地方自治法第１９６条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

記といたしまして 

氏  名 古賀 尚年 

生年月日 昭和２９年６月２９日 

住  所 熊本県阿蘇郡小国町大字北里２２８９番地 

代表監査委員の選任について提案をしたいと思います。 

代表監査委員を努められました石松雄平さんが前任者、一身上の都合により４月３０日をもっ

て辞任をされました。今回、古賀尚年さんを新たに代表監査委員に選任するものでございます。

古賀尚年さんの経歴に関しましては、旧電電公社ＮＴＴ西日本に入社されまして、４０年入社さ

れております。その後に皆さま御存知の方も多いかもしれませんけれども、小国町商工会の事務

局長として４年８カ月勤務されております。 
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まず監査委員の資格要件としまして、地方自治法第１９６条第１項です。「人格が高潔で、普

通地方公共団体の財産管理、事業の経理管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」とご

ざいます。古賀尚年さん、ぜひ皆さま方に同意に賛成をしていただきたいというふうに思ってお

ります。よろしくお願い申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） これより、同意第２号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） まず、この古賀さんが今御説明にもありましたように、小国町商工会の事務

局長をなさっておりました。３月いっぱいまで務められていたと思うのですが、やはり決算審査

が６月議会が終わりましたら始まります。決算審査は財政援助団体も見ますので、当然小国町商

工会も審査の対象となるわけです。決算審査は、今回は令和元年ですけれども、平成１０年のも

のについて審査いたしますので、この古賀さんが直接事務局長としてなさった仕事を審査すると

いうことになります。ですので、今回の決算審査では、もしこの監査委員候補の古賀さんがなら

れた場合、地方自治法第１９９条２項の規定により除斥の対象になると思いますが、なりますね。 

総務課長（小田宣義君） 地方自治法第１９９条の２ということで、この条文には「監査委員は、

自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若

しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については」ということで、この

分については条例に該当すると考えております。 

５番（児玉智博君） やはり、県の監査委員とかになると執権の監査委員が２名とかになりますの

で、一人いなくなっても合議が成立するわけですよね。監査というのは合議が基本ですから。し

かし、小国町の場合は代表監査委員と議会選出の監査委員が１名ずつというふうになりますので、

一人が除斥の対象になると監査の合議ができないわけです。別にこれが違法かと言えば違法では

ありません。しかし、その原則からは反する訳ですよね。ですから、やはり私はそういう 初か

ら除斥が前提になるような人ではなくて、もうちょっと他にいなかったのかなと思うわけですが、

これを古賀さんが退職して間が１年以上空いていれば、全く問題がなくてよかったと思うのです

けれども、他に対象者というか候補者は当たられたかどうか確認させてください。 

町長（渡邉誠次君） 私としては、いろいろとお願いをしたり考えたりをしましたけれども、まず

は古賀尚年さんが一番良いと思いまして御提案をさせていただいております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、質疑はございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は同意第２号、小国町監査委員の選任についてに反対の立場から討論をい
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たします。 

質疑でも申し述べましたが、古賀さんは今年の３月まで小国町商工会事務局長を務めておりま

した。ということは本年の決算審査で行います財政援助団体の監査の折、小国町商工会の監査を

いたします折は除斥の対象になってしまいます。基本的に地方自治体の監査制度は、監査委員の

合議により意見を表明するというのが基本になっております。 

しかし、小国町の場合、代表監査委員、識見監査委員、議会選出監査委員ともに１名のみであ

りますので、そのうちのどちらかが除斥の対象になりましたら、その対象の監査につきましては

合議が成立しないということになってしまいます。やはり、そうした地方自治体において重要な

位置を占めます監査委員においては、基本的にそうした除斥が前提での選任というのは好ましく

ないと思いますから、反対いたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに、討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は小国町議会会議規則第８２条第１項の規定及び第８３条により無記名投票をもっ

て行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいま出席議員は９人であります。 

お諮りいたします。小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に４番、久野達也

君及び６番、大塚英博君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に４番、久野達也君及び６番、大塚英

博君を指名いたします。これより投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は○、反対とする者は×と記載

願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

これより投票に移ります。１番議員より順次投票をお願いいたします。 
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（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

これより開票に移ります。 

４番、久野達也君及び６番、大塚英博君に立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

投票総数９票 

有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ６票 

反対      ３票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、賛成多数でございます。 

よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１０、「同意第３号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） 同意第３号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

小国町固定資産評価審査委員会委員として下記の者を選任したいから、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求める。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

記といたしまして 

氏  名 北里 隆泰 

生年月日 昭和２８年１月２２日 

住  所 熊本県阿蘇郡小国町大字北里２５４９番地 

提案理由といたしましては、現在４月２２日に前任者の室原知邦氏から辞職願が出ております。

地方税法第４２３条３項の規定により、「固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、
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市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該

市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する」ということでございます。 

任期は３年ですけれども、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。前任の室原氏の任期が

令和３年１２月２０日までとなっておりますので、在任期間はこの日までとなります。北里隆泰

さんにつきましては、皆さまも御存知かもしれませんけれども、現在、津埜運送に勤務をされて

おります。また、町の役職としましては農業委員を２期されているところでございます。 

皆さま方の同意、よろしくお願いします。 

議長（松﨑俊一君） これより、同意第３号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は小国町議会会議規則第８２条第１項の規定及び第８３条により無記名投票をもっ

て行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいま出席議員は９人であります。 

お諮りいたします。 

小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に５番、児玉智博君及び９番、熊谷博

行君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に５番、児玉智博君及び９番、熊谷博

行君を指名いたします。これより投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は○、反対とする者は×と記載

願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 
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（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

これより投票に移ります。１番議員より順次投票をお願いいたします。 

（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

これより開票に移ります。 

５番、児玉智博君及び９番、熊谷博行君に立ち会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

投票総数９票 

有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ９票 

反対      ０票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、全員賛成でございます。 

よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１１、「同意第４号 小国町教育委員会委員の任命について」を議題

といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） 同意第４号 小国町教育委員会委員の任命について 

小国町教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

記といたしまして 

氏  名 千明 和浩 

生年月日 昭和４６年１０月１７日 
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住  所 熊本県阿蘇郡小国町大字西里２０５２番地９の４３ 

提案理由といたしましては、令和元年６月３０日に現小国町教育委員会委員の原田弥央さんが

任期満了となるためでございます。名前が、ちぎらかずひろさんと言います。まずは群馬県の御

出身でございます。こちらには平成２６年の５月に移住をされております。 

まず推薦の理由といたしましては、委員が人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有

する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。地元の消防団にも加入され

ておりまして、地域との交流も積極的に図られております。仕事を通じて地域の方々からの信頼

も厚く、公私に渡り幅広く社会貢献活動をされ、教育委員として人格見識ともに適任者であると

思います。鯛の田のほうに組み入りもして、行事などにも参加しております。秋の両神社の神輿

担ぎ等にも参加をしているようでございます。他県の出身者でございまして、小国町の教育につ

いて外部から見た視点での考えや意見等を提案していただくこともできるということでございま

すけれども、まずもって、こちらに移住した理由が子どもを育てるのに環境が良いといったとこ

ろで、一番こちらを選んでいただいているみたいでございます。 

先ほど、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第４条第５項でございますが、「任命に

当たっては、委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない」というふうに

謳ってあります。まずもって、千明さんは幼稚園に子どもさんがおられまして、まず選ばさせて

いただいた理由がそこにあるということでございます。 

皆さま方の同意をよろしくお願い申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） これより、同意第４号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

８番（松本明雄君） ８番です。 

教育委員会は、今度は女性の方が辞められて男性の方になると思いますけれども、その教育委

員会のほうの今委員の男女の比率が変わると思うんですよ。そして、今全国でいろいろ取りざた

されていますけれど、やっぱり虐待問題とかいろいろありますので、教育委員会のほうもやっぱ

り少しは男女の比率も考えたほうがいいのではないかなと思います。これは意見ですので、一応

意見として言っておきます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 今回は１名の方の任期満了が６月３０日だからということで提案がありまし

たけれども、残りの委員の任期はそれぞれどれだけ残っているか、今、分かりますか。 

教育長（麻生廣文君） 教育委員は任期が４年でございます。はっきりしておりませんけれども、

１年に一人ずつ変わっていくという状況に、現在はなっております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は小国町議会会議規則第８２条第１項の規定及び第８３条により無記名投票をもっ

て行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいま出席議員は９人であります。 

お諮りいたします。小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に１番、時松昭弘

君及び８番、松本明雄君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に１番、時松昭弘君及び８番、松本明

雄君を指名いたします。これより投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は○、反対とする者は×と記載

していただきたいと思います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

これより投票に移ります。１番議員より順次投票をお願いいたします。 

（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

これより開票に移ります。 

１番、時松昭弘君及び８番、松本明雄君に立ち会いをお願いします。 
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（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

投票総数９票 

有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ８票 

反対      １票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、賛成多数でございます。 

よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１２、「諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求める。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

記といたしまして 

氏  名 穴井 り香 

生年月日 昭和３２年９月３０日 

住  所 熊本県阿蘇郡小国町大字下城３３９７番地 

提案理由といたしましては、令和元年９月３０日に現委員の原山清美さんが任期満了となるた

めでございます。 

まず、人権擁護委員について簡単に御説明をさせていただきます。人権擁護委員法第２条には、

「人権擁護委員は国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯され

た場合にはその救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高

揚に努めることをもって、その使命とする」とされてございます。任期は３年で、小国町の定員

の定数は４名でございます。穴井り香さんはこれまでに地元の小学校のＰＴＡの副会長、また地

元の婦人会の副会長を努められた経験がございまして、人格的にも適任者として私も判断させて

いただき、提案をさせていただくところでございます。職歴といたしましては、昭和５４年から
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杖立温泉で旅館に従事をされておりまして、現在に至っております。また、今までの中でも旅館

組合また観光協会の団体でも数多くの役割を担当されて、地域にも多々貢献されておられます。

ぜひ、よろしくお願い申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） これより、諮問第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は慣例により無記名投票をもって行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいま出席議員は９人であります。 

お諮りいたします。小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に２番、江藤理一

郎君及び７番、西田直美君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に２番、江藤理一郎君及び７番、西田

直美君を指名いたします。これより投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は○、反対とする者は×と記載

していただきたいと思います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

これより投票に移ります。１番議員より順次投票をお願いいたします。 

（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 



 

 42 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

これより開票に移ります。 

２番、江藤理一郎君及び７番、西田直美君に立ち会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

投票総数９票 

有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ９票 

反対      ０票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、全員賛成でございます。 

よって、議会は諮問のとおり適任とすることに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。２時１０分から次行います。 

（午後２時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１０分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１３、「報告第２号 専決処分事項の報告について（公共工事請負契

約金額の変更（荒倉地区林地荒廃防止施設等災害復旧治山工事））」についてを議題といたしま

す。 

執行部より、報告をお願いいたします。 

建設課長（秋吉陽三君） 議案集の９ページを御覧ください。 

報告第２号 専決処分事項の報告について 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された事項について下記の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

記といたしまして 

変更内容    公共工事請負契約金額の変更 

専決年月日   平成３１年２月４日 
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変更に係る議案 平成３０年 議案第３５号 

公共工事請負変更契約の締結について 

（補第６３号 荒倉地区林地荒廃防止施設等災害復旧治山工事） 

変更前契約金額 ５千７８３万６千８４５円 

変更後契約金額 ５千９５１万２０９円 

です。 

建設課資料（２）の別紙資料を御覧ください。 

ページをめくりまして、変更理由といたしまして、今回荒倉地区の林地荒廃防止施設等災害復

旧治山工事につきましては、すりつけの具合で法枠工が９.５平米の増、上の治山の柵工が１０

９.９メートルの増となしまして、増額の１６７万３千３６４円金額が上がっております。その

ほかに図面と着工前の写真、竣工の写真、それと 後に変更契約書の写しが付いておりますので、

御覧ください。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） これより、報告第２号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 素朴な疑問なんですけれども、専決年月日が平成３１年２月４日というふう

になっているんですよね。それで専決処分をした場合は、直近の議会ですぐ報告しなければなら

ないというふうになっております。それで、手帳を見返してみたら、３月は議会が３月８日と１

１日、１２日に開かれていますし、この前の臨時議会も５月に開かれているわけですが、今回の

報告となった理由は何かあるのでしょうか。 

建設課長（秋吉陽三君） おっしゃるとおり、専決処分等を行った場合は直近の議会での報告とな

っておりますので、今後は早い議会での報告をしたいと思います。 

理由というのが、特段５月の臨時議会については内容が特別だったものですから、報告はしな

かったような状況でございます。 

５番（児玉智博君） 基本的に理由がよく分からないということなんですけれども、２月４日です

から、たぶん３月の議会だとまだ工事期間中だけれども、別に竣工しなければ報告できないとい

う話ではないと思うんですよね。あくまで専決処分が２月４日であればその直近の、本来であれ

ばその３月議会で行うべきだった。それで、やっぱりこういう事務処理というのは、原理原則的

にやっていただかないと、これが間違いのもとになると思いますので、くれぐれも、もちろんこ

の専決処分をするのは建設課だけではなくて、各課ある場合は可能性はあると思いますので、し

っかりとその辺は原則的にやっていただきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） 答弁はよろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１４、「報告第３号 平成３０年度小国町一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告について」を議題といたします。 

執行部より、報告をお願いします。 

総務課長（小田宣義君） それでは議案集１０ページをお開き願います。 

報告第３号 平成３０年度小国町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成３０年度小国町一般会計繰越明許費に

係る歳出予算の繰越しについて、別紙繰越計算書を調製し報告する。 

           令和元年６月１０日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

これにつきましては、３月に開催されました第１回定例会で補正予算として上程させていただ

き、可決していただきました繰越明許費の中の２０の事業のうち、１８の事業で繰越額が計算で

きましたので、ここに報告するものです。資料のほうはＡ４版の１枚紙になります。報告第３号

平成３０年度小国町一般会計繰越明許費繰越計算書と書いた書類になります。この１８の事業で

翌年度への繰越額の合計としたしましては１０億６千９３２万８千円です。この財源内訳としま

しては国県補助金６億４千８７２万１千円、地方債３億１千９８０万円、その他２千４００万円。

このその他の部分はネットワーク基金からの繰入れになります。あと、一般財源が７千６８０万

７千円となっております。 

以上で報告を終わります。 

議長（松﨑俊一君） これより、報告第３号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１５、「発議第２号 議会活性化特別委員会設置に関する決議につい

て」を議題といたします。 

ここで提出者より発議第２号について、提案理由の説明を求めます。 

６番（大塚英博君） ６番、大塚英博です。 

発議第２号 議会活性化特別委員会設置に関する決議について 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項及び第２項の

規定により提出します。 

小国町議会議長 松﨑俊一様 
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           令和元年６月７日提出 

                    提出者 

                    小国町議会議員 大 塚 英 博 

提出理由といたしまして、議会の役割は一般に公開と討議を前提として、政治的な争点の集約

機能、討議による政策の決定、二元代表制のもとで首長の公的使途作成及び執行機関に対する監

視機能であります。本来、議会が持つ役割を発揮するため、また議会がより活性化することを目

的に、特別委員会を設置するものです。 

議員の皆さまの御賛同いただきますよう、お願いをいたします。 

議長（松﨑俊一君） ただいま、提出者であります６番大塚英博議員より説明がありました。 

これより、発議第２号の質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

６番、大塚英博議員より提出された発議第２号、議会活性化特別委員会設置に関する決議を採

決いたします。賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議会活性化特別委員会決議は採決されました。 

本件は９人の委員をもって構成する議会活性化特別委員会を設置することに、御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、６番、大塚英博議員から提出された発議第２号は、先ほどのとおり可決されました。

よって９人の委員をもって構成する議会活性化特別委員会を設置することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました議会活性化特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第７

条第４項の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございません

か。 



 

 46 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

これより指名いたします。 

１番、時松昭弘君、２番、江藤理一郎君、３番、穴見まち子君、４番、久野達也君、５番、児

玉智博君、６番、大塚英博君、７番、西田直美君、８番、松本明雄君、９番、熊谷博行君、以上

のとおり議会活性化特別委員会委員を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま報告をいたしましたとおり、９名を指名したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を議会活性化特別委員会委員に選任することに

決定いたしました。 

ここで、委員長及び副委員長は委員会条例第８条第２項の規定により、委員会で互選すること

となっております。 

ここで暫時休憩をいたします。委員の皆さまは別室にて委員長副委員長、報告出来次第また戻

って来ていただきたいと思います。 

（午後２時２０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後２時２２分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩中に正副委員長が決定したと思われますので、委員長より正副委員長の

報告をお願いいたします。 

６番（大塚英博君） ６番、大塚でございます。 

それでは、議会活性化特別委員会について御報告を申し上げます。 

委員長は私、大塚英博、副委員長は江藤理一郎議員にしていただきました。以上のとおり決定

いたしましたので、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） はい、ありがとうございました。 

それでは、次に参ります。 

日程第１６、「発議第３号 人権啓発・男女共同参画特別委員会設置に関する決議について」

を議題といたします。 

ここで、提出者より発議第３号について提案理由の説明を求めます。 

３番（穴見まち子君） ３番、穴見です。 

発議第３号 人権啓発・男女共同参画特別委員会設置に関する決議について 
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上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項及び第２項の

規定により提出いたします。 

小国町議会議長 松﨑俊一様 

           令和元年６月７日提出 

提出者は小国町議会議員 穴見まち子です。 

提出理由といたしまして、 

現代の日本社会では、生命・身体の安全に関わる事象や社会的身分、性別、障害などに関する

不当な差別やその他の人権侵害がなお存在しており、社会の国際化、情報化、高齢化など進展に

伴って人権に関する新たな問題も生じています。また、男女共同参画においても小国町の住民意

識の調査の結果から、男女の平等感は高いとは言えず、男女の固定的な役割分担意識も未だ残っ

ているという課題が明らかになっています。このようなことを踏まえ、小国町では平成２２年に

「小国町人権教育・啓発基本計画」、平成３０年に「第２次小国町男女共同参画社会づくり計

画」を策定し、差別のない平和で明るい地域社会や男女がお互いにその人の人権を尊重し、ひと

りひとりが輝いて暮らす町の実現を目指しています。議会としても、行政と共に実現に向けて、

人権意識や男女共生の推進を図る目的とともに、特別委員会を設置するものです。 

議員の皆さまの御参加をいただきますようお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ただいま、提出者である３番、穴見まち子議員より説明がありました。 

これより、発議第３号の質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

３番、穴見まち子議員より提出された発議第３号、人権啓発・男女共同参画特別委員会設置に

関する決議を採決いたします。本件は９人の委員をもって構成する人権啓発・男女共同参画特別

委員会を設置することに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、３番、穴見まち子議員から提出された発議第３号人権啓発・男女共同参画特別委員会

設置に関する決議については、可決されました。よって９人の委員をもって構成する人権啓発・
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男女共同参画特別委員会を設置することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました人権啓発・男女共同参画特別委員会の委員の選任につきましては、委

員会条例第７条第４項の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

これより指名いたします。 

１番、時松昭弘君、２番、江藤理一郎君、３番、穴見まち子君、４番、久野達也君、５番、児

玉智博君、６番、大塚英博君、７番、西田直美君、８番、松本明雄君、９番、熊谷博行君、以上

のとおり人権啓発・男女共同参画特別委員会委員を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま報告をいたしましたとおり、９名を指名したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名をいたしました以上の諸君を人権啓発・男女共同参画特別委員会委員に

選任することに決定いたしました。 

ここで、委員長及び副委員長は委員会条例第８条第２項の規定により、委員会で互選すること

となっております。 

ここで暫時休憩をいたします。委員長並びに副委員長のほう、皆さまでよろしくお願いします。 

（午後２時３０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時３１分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩中に正副委員長が決定したと思われますので、委員長より正副委員長の

報告をお願いいたします。 

３番（穴見まち子君） 委員長に私、穴見まち子がなりたいと思います。よろしくお願いします。

副には久野さんにお願いいたしました。 

議長（松﨑俊一君） 今言われましたとおり、委員長に穴見まち子委員長、それから久野達也議員

に副委員長をお願いしますということですね。ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） それでは次に参ります。日程第１７、「発議第４号 新たな過疎対策法の制

定に関する意見書（案）について」を議題といたします。 

ここで提出者より、発議第４号について提案理由の説明を求めます。 
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１番（時松昭弘君） １番、時松昭弘です。 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）について 

提出者 １番、時松昭弘でございます。 

発議第４号 小国町議会議長 松﨑俊一様 

                    提出者 

                    小国町議会議員 時 松 昭 弘 

賛成者は同じく児玉智博議員、熊谷博行議員、久野達也議員、松本明雄議員 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）について 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法１１２条及び会議規則第１４条２項の規定により提出

します。 

提出理由といたしましては、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」、これは平成１２年度か

ら施行されておりますが、過疎地域における生活環境の整備、産業の振興など一定の成果を上げ

ているところでございますが、令和３年３月末をもって失効となります。 

過疎地域においては、多くの集落が消滅の危機に瀕し、森林の荒廃や度重なる豪雨・地震によ

る災害など極めて深刻な状況にあります。また、本町においても人口の減少や少子高齢化の進行

など、様々な課題が山積みをいたしております。 

今後も過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を維持して、住民にとって安心・安全に暮

らせる地域を健全に維持していくためにも、引き続き新たな過疎対策法を国に要望するものであ

ります。 

２枚目のほうに、要望書のお手元のほうにあると思いますが、朗読させていただきます。 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

過疎対策については昭和４５年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定以来、４次にわたる特別

措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産

業の振興など一定の成果を上げているところである。 

しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また森林管理の放置による森林の

荒廃や、度重なる豪雨、地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直

面をしている。 

過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域で

あり、都市に対する水・食料・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、

災害の防止、森林による地球温暖化の防止など多大な貢献をしている。 

このような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それを過疎地域の住民によって支え

られてきたものである。 

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効となることが、過疎地
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域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対し

て総合的なかつ積極的な支援を充実・強化し、そして住民の暮らしを支えていく政策を確立・推

進することが重要である。 

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって、安心・安全に暮らせる地域として、健全に維持

されることは、同時に都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることか

ら、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。 

よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

           令和元年６月１０日 

衆 議院議長 大島理森様 

参 議院議長 伊達忠一様 

内閣総理大臣 安倍晋三様 

総 務 大 臣 石田真敏様 

財 務 大 臣 麻生太郎様 

農林水産大臣 吉川貴盛様 

国道交通大臣 石井啓一様 

熊本県阿蘇郡小国町議会 

この意見書は、今申し上げましたように別紙のとおり、全国過疎地域自立促進連盟熊本県支部

より熊本県町村議会議長から、本意見書について協力依頼が本町議会宛てに届いております。御

参照のうえ、議員の皆さまの御賛同をお願いを申し上げます。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。ただいま、提出者であります１番、時松昭弘議員

より説明がありました。 

これより、発議第４号の質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

１番、時松昭弘議員より提出された発議第４号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書につ
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いて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、発議第４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１８、「議員派遣報告について」を議題といたします。 

この件につきましては、別紙お手元に配付のとおり、小国町議会会議規則第１２２条の規定に

より、３月議会以後今日まで、研修会などに各議員を派遣いたしましたので、御報告をいたしま

す。お手元の報告のとおりです。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１９、「行政報告」。 

執行部より報告事項等がありましたら、お願いします。 

町長（渡邉誠次君） 行政報告を致します。３点御報告させていただきます。 

まずは１点目、令和元年度職員採用試験を行います。職員の定年退職等を勘案しまして、事務

職３名程度の募集を計画をしております。本年度も一次試験は市町村職員等採用共同試験にて実

施をいたしたいと思います。職員の採用募集は７月下旬からで、周知は広報おぐに、おぐチャン、

ホームページ等で行います。まずは１点目ですね。 

それから２点目です。資料配付をお願いします。 

（資料配付） 

町長（渡邉誠次君） 皆さま方に今資料を配付させていただきました。「土砂災害から命を守る警

戒避難対策の推進について」という情報でございます。これは今までにございました災害等々で

犠牲者が発生をしております。このため、熊本県では土砂災害から県民の命を守るために、取り

組みを更に強化するため、土砂災害が発生する恐れの高い「土砂災害警戒区域内」の全ての住宅

に対して土砂災害の危険性を伝えるとともに、住民自らの意思による早めの避難を呼びかける個

別周知を行うことといたしました。 

まず、依頼する内容につきましては、小国町管内におきまして、先ほど言いました土砂災害警

戒区域内住宅への個別周知の実施を行います。今、発送準備を進めておりまして、今週末の６月

１４日までに個別発送をいたしたいというふうに思っております。 

それから３点目です。梅雨入りを前に、今年も自主防災の組織リーダー会議を６月１４日でご

ざいます、１９時からここ町民センター２０１号室で行いたいと思います。 

行政報告は以上になります。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会をいたします。 

お疲れさまでございました。 
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（午後２時４０分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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議事の経過（r.1.6.11） 

 

議長（松﨑俊一君） 皆さま、おはようございます。 

上田それから西里町内でも、立葵という花が咲き始めました。今、ちょうど半分から下のほう

が咲いていますが、梅雨が明ける頃になると一番上のつぼみまでが全部咲くそうです。 

さて、本日は６月定例本会議２日目でございます。 

町の一般事務についてしっかりと尋ねていただきたいと思います。また、町長はじめ執行部は

丁寧な答弁に心掛けていただくようお願いしたいと思います。 

ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は、一般質問１日目となっていますので、直ちに質問に入ります。なお、本日の質問者

は、久野達也議員、２番目、熊谷博行議員、３番目、江藤理一郎議員、４番目、穴見まち子議員

となっています。よろしくお願いします。 

それでは久野達也議員、登壇をお願いします。 

４番（久野達也君） ４番、久野達也でございます。 

本日は一般質問ということで、登壇させていただきました。まずもって、職員の皆さんおはよ

うございます。 

先の統一地方選挙によりまして、私、議席もいただきました。この場に立たせていただいて、

町の部分をお尋ねさせていただきたいし、また私も住民の一人として住民の方々と共にこの４年

間、歩き続けていきたいと思っております。また、私のスローガンでもあります「人が輝く共生

のまち」やっぱり、そこに住む一人一人が輝き、人々の暮らしが支え合い、分かち合い、そんな

地域社会であっていただきたいと思っております。 

それで、本日は渡邉町長、先の選挙で御就任おめでとうございます。選挙期間中、マニフェス

ト等もいろいろ見させていただきました。また、先日の補正予算、肉付予算においては施政方針

もお伺いさせていただきました。本日は渡邉町長の今後４年間、この任期中の諸施策の展開や今

の思いなどをお聞かせいただき、今後の小国町の歩むべき姿を少しずつ明らかにさせていただけ

たらと思っております。 

一般質問に入らせていただきます。まずもって、町長にお尋ねしたい部分といたしまして、今

回就任されてからいわゆる、例えが正しいかどうかは分かりませんけれども、例えば株式会社小

国町であります。いわゆる地方自治体は法人格を有するということで例えさせていただきますけ

れども、有権者、広くいえば住民各位ですから７千、８千人を切る方々がおります。その頂点に
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立たれ、この小国町の方向性を指し示す部分が多分にあろうかと思います。いわゆる株式会社小

国町の株主、それは地域住民であります。そして株主総会、いわゆる選挙であります。株主総会

によって町長が選ばれ、町長が今後指揮権を発行していくわけなのですけれども、一つ町長にお

尋ねしたい部分といたしまして、いわゆる株式会社であれば大多数の有権者の得票を得た大株主

としての社長としてのお考えをお持ちか。あるいは例えば、今いろんなニュース等マスコミ等を

見ますと、会社経営については 高経営責任者というＣＥＯというような表現を使ったりもして

おります。私は、どちらかと言うと町長は地域住民の方々の意見を聞いて、株主の意見を聞いて、

あるいはそこで働く従業員の意見を聞いて、 高経営責任者として指揮権を発動し、そして株式

会社小国町の進むべき道を指し示し、あるいは指示し決定していくのではないかなと思っており

ます。忌憚のない町長の御意見で構いませんので、こういったような小国町のトップとして、今

お考えの部分で構いませんので指揮系統あるいは決断、そういった部分をどういった立場で判断

なさり、自分の位置付けをどこに置いているのか、まず１点目としてお尋ねさせていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、おはようございます。 

ただいま御質問いただきましたので、答弁をさせていただきます。 

まずもってトップを務めるということにおきましては、私は時に打たれ強さやそして忍耐強さ

が非常に必要であるというふうに、また求められているというふうにも思います。先ほどから久

野議員言われるように、トップは命運を決める役どころでもありまして、重圧も非常に大きいと

いうふうに認識しているところでございます。まずは、困難に立ち向かったときでも逃げずに立

ち向かって参りたいと思っております。また、忍耐力に加えまして目標を常に持ちまして、町民

から私も御信託いただきましたので、信頼も得なければならないという難しい場所であるという

ふうにも思っております。リーダーシップも必要でございます。しかし、先ほどから言われるよ

うに私は総括的な面でのトップの役割を担おうと、当然のごとく覚悟をしているところでござい

ますけれども、それぞれの事案事業に関しましては、ここに総務課長をはじめとする優秀なスタ

ッフが居られますので、事業の中心はお任せをしていきたいというふうに思っております。運営

方針を決めるのは 終的には私であるとは思っておりますけれども、町は町民の皆さまが主役で

ございます。描いたビジョンを主役である町民の皆さまに付託を得られた久野議員をはじめとす

る議員の皆さまと共に振興を図って参りたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し

上げます。 

４番（久野達也君） はい、ありがとうございます。町長のお考えをお聞きいたしました。総括的

な立場から決断あるいは責任、それらに逃げずにめげずにリーダーシップを発揮していくという

ことで、大いに期待させていただきたいと思います。 

そのようななかで２、３いわゆるマニフェストの部分、それから施政方針の部分から具体的に
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お尋ねさせていただきたいと思います。町長が選挙期間中、マニフェストの中で「繋げる」とい

う言葉を使っておられたのに気付かさせていただきました。「切り開こう。想像以上の未来」と

いうことで、これから先の小国町を前向きに発展的に考えておられるのかなと、スローガンで拝

察させていただいたところなんですけれども、その「繋がり」という中で、順次質問させていた

だきたいと思います。 

まず、「住民と行政を繋げる」ということで謳われておりました。いわゆる小集落座談会等の

開催。確かに地区別懇談会、あるいは行政懇談会、行政報告会、いろんな形で座談会等の開催が

考えられるかと思います。また、そのことによって意見の集約を行い地域住民の方々がどのよう

なことを考えているのかを直接お聞きする中で、きめ細やかな行政サービスの向上にも繋がって

いくものと信じております。 

また、一面的には集落支援制度の充実ということも町長謳われておりました。その小集落座談

会等で得たものを、集落の支援制度に活かしていく。先日の補正予算の中にもありましたけれど

も、移住者の支援を行う、あるいはそこで住む人々の支援を行う、そんなことによって集落の活

性化あるいは地域のお祭りだとか行事だとかが発展していくものでもあろうかと思います。そう

いったようなときに、この座談会に少し特化させて質問させていただきますけれども、そういっ

たような地域住民の方々の声を聞く、その場の設定を具体的にどのようにお考えなのかお尋ねし

たいと思います。 

町長（渡邉誠次君） まずは支援をさせていただくということの前に、私が選挙期間中から思って

おりました沢山のお話を聞かせていただきましたけれども、それぞれの地域で例えば宮原の集落

だったり、黒渕の集落、中心部とやはり外側のほうでは非常にニーズも課題も違ってきているの

を実感しております。やはり、その地域のニーズや課題をしっかりお聞きすることが、まずは大

事であると思っております。 

また、前回私が議員時代もそうですけれども、大字単位での座談会といいますか、行政報告会

のような形をとっていただいておりましたけれども、そのときにも参加しておりましたが、その

とき思っていた実感的な率直な気持ちといいますのは、やはり大きな場所で大きな会議といいま

すか、所ではなかなか御意見が出にくいというのを実感しておりました。ですので、今回私がま

ずは町長になってからやりたいと思っていたのは、小さい集落での部単位でも構いませんし、本

当に小さい集落の単位でも構いません。また、団体でも全然構いませんので、とにかく話し合い

を進めていって地域の課題やニーズを拾い上げていって、そのあと物理的なところなのか金銭的

なところなのか事業的なところなのか、いろいろと課題があるかもしれませんけれども、それに

答えていけるような、私としても答えが出るような形で皆さま方とお話をしていきたいというふ

うに思っておりますけれども、その答えができるかどうかも含めて、また町民の皆さま方とお話

をさせていただきたいというところが、私の率直なところです。６月中がなかなか非常にタイト
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なスケジュールでございますので、まずは７月にはしっかりと話し合いを進めていけるように周

知の方法も含めて、この前、行政部長会のときにも部長の皆さまにはお知らせをいたしました。

ぜひ、皆さま方とお話がしたいということを言わせていただきました。議員の皆さまにおかれま

しても、そのような場がありましたら、ぜひお声掛けをいただきまして、私に参加させていただ

きたいと思っております。よろしくお願いします。 

４番（久野達也君） ありがとうございました。実に具体的な説明をいただいたかと思います。確

かに、大きい場所ではなかなか言いたいことも言えないといったような御意見、これはずっと以

前からあります。そこを配慮いただき、小集落あるいは職場グループの集まり、そういったよう

な所ででも住民の意見を聞いていこうという、その姿勢に対して敬意を表します。ぜひ、小さい

動きの積み重ね、それが町の動きに繋がっていくということで期待を申し上げます。また、７月

ぐらいから動き始めたいということですので、それにもぜひ機会があれば私どもも当然参加させ

ていただきたいと思っております。 

そういったようなところで、住民と行政を繋げる部分での２点目といたしまして、いわゆる

「防災、災害に強いまちづくり」。これは熊本震災をはじめ、いろんな震災あるいは風水害が起

こっております。小国町も過去には杖立で死者を出すような大きな災害等も起こりました。いつ

起こるとも分からないそんな防災に強いまちづくり、これは小国町に限らず全国、日本中各地で

取り組まなければならない課題だと思っております。また、福祉・教育ということで、町長訴え

られておりました、子育て、学校、いろんな課題があります。そして、そこには課題があるとい

うのは、いわゆる福祉の部分あるいは子どもの部分、あるいは交通弱者だとかそこで必ず弱い立

場の人がいるということです。弱い部分にどれだけ目を向けるとこができるのか。それが、大き

な課題だと思います。いわゆる、災害のときに自助共助公助、自助努力で避難するといっても、

自助ができない部分として公助、公の手助け、そこらあたりで福祉の部分としては要援護者のリ

スト等も掲げられております。それらをまず、リスト把握と共にそれが具体的な、もしよかった

ら防災訓練や何かのときにその家に出向くではないですけども、２、３事例を取って、そこに消

防団の方が駆けつけてそこから早期避難をするときにどういう動きをするのかなどの、具体的な

部分も取り入れることができたらいいのかなとも思っております。そういったような、いわゆる

生活環境の弱者に対する施策、これまでも取り組んでいて、その成果も挙げておりますけれども、

より以上に今後大切な部分としてなってくるのではないかなと思います。 

それから、道路交通網の整備。いろんな国道関係あるいは県道関係の整備も進んでおります。

災害時の援助活動の交通手段、ここが途絶えたら救助活動もできないといったような部分もあり

ます。これまでの震災等にも近くまでは行けたけれども現場まで行けない。先だっての先月の奄

美大島だったですかね、孤立した集落があって、そこの救助に駆け付けたけれどもロープを張っ

て水の中をしなければならないといったような部分もありました。道路交通網については、道路
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は整備されて何もないときは平常に通れます。でも災害に強い道、災害を 小限に留めることが

できる道路というのは、普段の整備の中でしか確立できないものだと思います。杖立から大山を

通って日田へ抜ける２１２号線、時間雨量２００ミリを越えたら通行止めということです。確か

に松原ダムの横なんかは崩落の危険性も伴っております。こういったような道もいろんな国の官

公庁への働きかけ、あるいは国会議員の皆さま、あるいは県境をまたぎますのでここの部分につ

いては特に県も活用していきながら、その整備が必要かと思います。一時期、過去の災害事例で

いきますと台風のときに、台風１９号の風倒木、このときには小国町は一時的に孤立状態になり

ました。大観峰も通れない、杖立へも抜けられない、そんな経験もありますので災害に強い道づ

くり、これらについてもぜひ町長、いろんな機会・機関を通じて働きかけもお願いしていただき

たいと思います。今の部分については要望ですので御答弁は必要ありませんけれども、それらの

ことを踏まえてどうか調整にあたっていただきたいと思います。 

次に少し産業の部分を質問させていただきたいと思います。町長、マニフェストの中では「産

業を繋げる」ということで、地域資源の活用、町全体で取り組む６次産業、あるいは町の観光協

会の強化などを挙げておられました。農林業、商工業、観光業まで一体となった産業構造を模索

するとも訴えられておりました。これらについて、少し今の段階で町長の具体的なお考え等があ

ったらお聞かせいただきたいと思うんですけれども、いわゆる産業の部分としては単的に言って

小国町、外貨を稼ぐ必要があると私思います。小国町の生産物を出荷することによってどうする

のか、あるいは外貨を稼ぐというのは地産地消というのが一時期訴えられておりました。地産地

消は地産のものを地消、自分のところで消費するというところに留まるのではなくて、それを来

町者あるいは町長も旅館業を営んでおりましたので、その宿泊客に提供することによって「ああ、

小国町のものは美味しいんだ。小国町のものをもっと家で使ってみよう」それによって町外から

の来訪者の外貨を稼ぐことに繋がる。地産地消が単なる消費だけではなく売り上げに繋がる、そ

ういったような政策も必要かと思います。農林業あるいは商工業、ぜひ、外貨を稼ぐ施策、こう

いったものが展開できたらいいのではないかなと思っております。「経済の拡大と環境で、所得

の向上を」と町長訴えられておりました。経済の拡大、環境、これらを改善あるいは政策を打ち

出すことによって所得の向上へ繋げていくという。例えば具体的お考え、あるいは事例等のお考

えがあればお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどから防災面も含めて答弁は必要ないということでしたけれども、少し

だけ防災の面をまずお答えをさせていただきます。そのあとに経済の部分に関してお答えをさせ

ていただきたいと思っておりますけれども、私は防災に関しては一つ備えることにより、いざ有

事の際には避けることができなくても、立ち上がりが早いのではないかなというふうに、そこを

根本的に考えているところでございます。ですので、先日の防災会議のときにも皆さま方に、ま

ずは情報としてこちら行政側は皆さんに知らせる努力は 大限にやります。ただ、できるだけ住
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民の皆さま、それからそのときの関係者が来られておりましたけれども、住民の皆さまにおかれ

ましては、その情報を知る努力をできる限りしていただきたいというお願いをさせていただいた

ところでございます。やはり、今から特に梅雨に入りまして非常に厳しい梅雨がくるかもしれま

せん。大雨も降るかもしれませんし、災害もあるかもしれませんけれども、私としましては先ほ

ど久野議員言われましたように、要支援者の方達のためにも、またセーフティネットの考え方を

考えましても、できるだけ早め早めの避難を促すような形で、皆さま方に情報の提供をさせてい

ただきたいというふうに思っておりますので、どうかここにおられる皆さま方も御協力をよろし

くお願い申し上げたいと思っております。 

また、当然ですけれども行政、部長、組長、そして民生委員それから関係団体と一緒に連携を

しっかり取っていきながら、皆さま方にその時に備えるという形でですね。なかなかその時のい

ざ災害が起こってからでは、その脅威から逃れるのは非常に難しいと思います。ですので、平時

の努力として皆さま方と一緒になって、その対策を少しずつ立てていければなと思っております。 

また県境での道路のことでございますけれども、今道路交通網、２１２号線、４４２号線、そ

れから５７号線、中九州高規格道路それぞれ期成会がございます。その期成会の中でも、「災害

に強い道路」というのがテーマに掲げられております。それぞれの組長の皆さま達、それから関

係団体の皆さま方と一緒に要望活動をしておりますけれども、やはりここ小国町は熊本県・大分

県それから福岡県含めて、たくさんの方が通られる道路でございますし、昔から三後の要という

ふうにも言われている所でございます。なかなか辺境の部分で話し合いに難しいところはあるか

もしれませんけれども、ダブルネットワークやリダンダンシー含めて、道路の環境づくりには私

も非常に皆さま方と話し合いを続けていきたい。また難しいところでも声を上げていくことが非

常に大事であると思っておりますので、どんどんと国に対しても県に対しても要望活動を続けて

参りたい。また道路の整備促進等を進めて参りたいというふうに考えているところでございます。 

では、経済の部分に関してお答えをさせていただきます。やはりこの小国町というのは昔から

山紫水明であるというふうに町の名前の語源にもなっておりますけれども、自然が豊かな山林資

源そして農産物を育んで、素晴らしい人々を育んでこられました。そういう歴史がございます。

また、昨今注目されております地熱資源がございます。特に小国町ではＳＤＧｓ、未来都市とし

ての計画の中に森林資源と地熱資源があるということで注目されているところでございます。ま

だまだ私は可能性を秘めているというふうに思っております。しかしながら、今からの方法論の

一つではございますけれども、現状の中で進めていけるものと一旦しっかりした調査が必要なも

のがあると、私は考えのなかで持っております。前者としては、森林資源や農林産物の資源はや

はりどんどんと進めていったほうがいいと思っております。しかし地熱資源等々も含めて、やは

りもう少し考えながらゆっくりと進めていく必要があるのではないかなというふうにも、実際考

えているところでございます。先人たちが守ってこられましたこの小国町の資源を次世代に繋げ
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ていくためにも、しっかりとこれから見極めていく必要があると考えております。産業に限って

は、北里柴三郎博士の新札の顔になるということでございますので、今日は実はこのあとにも北

里柴三郎博士のことに関しましては御質問等ありますので、久野議員のお答えとしては産業のこ

とに限って言わせていただきますけれども、北里柴三郎の新札の顔というのもしっかりと捉えて、

きっかけに私はしたいと思っております。そのきっかけをチャンスと捉えて、農林・商工・観光

業へと連携をさせていって、商品開発をしっかりと行っていって、「小国ブランド」それから

「柴三郎ブランド」の立ち上げを行いたいというふうに考えております。その他のお答えに関し

ては、次の一般質問のときにお答えをしたいと思っておりますけれども、やはり農林業と商工加

工業、そして観光業まで繋げることで町を一旦、総合商社と捉えさせていただきまして、６次産

業化を進めさせていただきまして小国町の物語をしっかり繋いでいって、先ほど地産地消の話が

出ましたけれども、私は地産地消の先には久野議員言われましたように地産他消があると思って

おります。内側と外側ですね、両方でたくさん消費をしていただけるように、またその小国の物

語を皆さま方に提供していただいて、たくさん消費していただけるようなそんな小国町の産業に

繋げて参りたいと思っております。 

以上です。 

４番（久野達也君） ありがとうございます。確かに、産業いわゆる振興を図っていくなかで、町

長言われましたように物語、小国の営み、それらが合いまったところで高まっていく、そんなも

のではないかなと私も思っております。御答弁の中にもありましたように、早急に進めていく部

分、あるいは慎重に進めていく部分、少し立ち止まってでもここはきっちりと整理し方向性を見

極めて進めていく部分、それらについて確かに判断は難しいかもしれませんけれども、そのこと

を念頭に置いて進めていただくという御答弁があったかと思います。ぜひ、そのようにお願いい

たします。 

産業の部分で言いますと、例えば私も選挙期間中いろんな方からお伺いたしました。「若い者

が小国に残らんと。若年層、若い連中が少ない。企業の誘致が 大限の課題じゃないか」あるい

は、「どこか小国に大企業が進出しないかな」といったような御意見等も伺いました。これは小

国町に限らず、どこの町でもそのように思っているかと思います。しかしながら、なかなかそれ

もままならない。企業にとっては企業利潤を追求するがためにできるだけコストの安い、あるい

は消費地に近い部分で対応していく、そこらで山間地は悩みを続けているところなんですけれど

も、一転少しそういったようなお話を聞きながら思ったんですけど、若年層にいわゆる若い人達

に優しいまちづくり、これも必要なんじゃないかな。産業を繋げるというか、労働者の確保。労

働者は小国にいて、例えば勤め先は隣の日田市であっても大津町の本田技研でも、今は逆なんで

すよね。例えば本田技研に勤めていて土曜日曜に農業をするために小国に帰ってくる。ではなく、

小国に住みたい、住んでいろんな企業に勤める。それも方法論として考える必要があるのではな
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いかな。それには、やはり定住に対して若年層に対して支援施策、これらも必要ではないかな。

そうすると若い人達も親子２代の世帯となって、例えば親の家に住めば家賃も要らない。経費の

削減にもなる。外貨は稼げる。給与支払者は小国町以外の方ですので、そういったような何か小

国に住もうという施策、それは若年層の世代ですので当然子育て世代であったり、幼保小中、こ

こらあたりへの教育の充実、それを図りながら魅力を高めていく。やっぱり総合効果によって小

国町の活力を上げていくことも必要かと思います。産業を考えるときに、小国の企業の部分も産

業として考える必要があります。それと同時に並行して、いわゆる労働者、雇用者と雇われてい

る人、この生活を小国町が安定提供できるという条件が揃えば、若年層が増えてくる。これも少

し考える余地もあるのではないかなと思っております。先ほど質問させていただきました住民と

行政を繋げる、その部分も含めたところで少し若年層の定住について何かお考えがあったらお聞

かせいただきたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどもお答えを少しさせていただきましたけれども、選挙期間中のお話で

す。若手の農家の方だったり、もちろん職員の方だったり、当然ですけど飲食店経営の方、商工

系の方、企業の方、たくさんお会いすることができました。そのなかで時間もあまりなかったの

ですけれどもお話を聞かせていただいたときに、それぞれが自分の考えを持っている若い方たち

が非常におられたと感じました。そのときの話で申し訳ないですけど、私が町長になったときに

は一緒に参加して町のことを話してもらえませんか。一緒に会議に参加して、みんなで小国町を

盛り上げていきませんかというような話を、そのときにさせていただきました。そのときに、な

かなかすぐに答えは返ってこなかったというのが実情ですけれども、そのあとでまたお会いさせ

ていただきましたときに電話連絡をさせていただいて、ぜひとも話を伺いたいというところで２、

３もうお話を伺っているところでございます。やはり私といたしましても、先ほどの座談会では

ございませんけれども、町の動きについての意見、それから町の将来について、また子育て環境

についてのお話の情報を私が提供する場、また相互に意見を交換する場としての場所づくりをし

ていきたいというふうに思っております。公式でも非公式でも構いませんけれども、人員を募っ

て話し合いがまずはできる場所を作って参りたい。その場所を定例で開かせていただいて、ぜひ

若手の方で例えば議員になられるような状況ですとか、また農業それから産業等々の施策、それ

から子育ての施策、暮らしの施策、たくさんございますけれども、やはりその年代に沿ったよう

な形で皆さん方の考えがあると思います。その考えをぜひともまた聞かせていただくような場、

そしてこちら側の意見を言わせていただいて総合的にみんなでこの小国町を考えるといったよう

な場を提供させていただきたいと思っております。昔と言いますか数年前、ここに中心人物もお

られますけれども、１００人会議をさせていただいておりました。その１００人会議のときでも

非常に良い意見が出ておりましたけれども、将来に対しての約束がなされないという現状であり

ましたので、進めることが非常に後々難しくなってきたというふうに私は認識しております。し
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かし、１００人ぐらいの中で若手の人たちが、２０代３０代の人たちがかなりの数入ってお話を

されておりました。消防団を含めていろいろな町の役職に就いて、町のために貢献されている方

がたくさんおられますけれども、なかなかそういう場所ではできない話し合い等々も１００人会

議やその座談会を含めて出てきていただいて、御足労ですけれども話を続けて。まずは話し合い

を続けるといったことが必要であると思っておりますし、私はその中から有意義な意見であった

り、もちろん財政面でいえば厳しいところはありますので、すぐにはできないところがあると思

いますけれども、公的な負担であったり受益者の負担であったりその辺もしっかり考えていきな

がら、できるところは少しずつ実際に実現できるように話をしていきながら、先ほど久野議員言

われましたけれども、集落に対してもそうです。若手の支援に対してもそうですけれども、しっ

かりと取り組んで参りたいという姿勢で私は立っているつもりでございます。どうかよろしくお

願いします。 

４番（久野達也君） ありがとうございます。 

次にお尋ねしようと思っていた部分もひっくるめて御答弁いただいて、答弁というよりもお気

持ちをお聞かせいただけたかと思います。 

世代間を繋げる。要は次世代にどう小国町を残していくのか。そこの部分は大いに大事な部分

かと思います。限界集落、テレビの具体的な名前を言ったらいけないですかね、「ポツンと一軒

家」なんかを見ていたときに、限界集落でもう人がいなくなったという部分、全国各地にあろう

かと思います。やっぱり世代間を繋げ、そこの集落のことを考える。そんな若者が居るような、

そんな生活の営みができるような町でなければならないかと思います。１００人会議の事例もあ

りましたけれども、やっぱりそこで生活している人それぞれが、将来の小国町の夢を描き育み、

子育てに励んでいるかと思います。町長もこのリーダーシップのもと、小国町の将来像を描いて

いただきたいと思います。 

相対的に思いますのが、やはり小国町単体の町では成り立たないような社会情勢になっている

かと思います。国県、近隣町村、ここらの力をお借りする部分もあります。よく言うところの災

害協定、あるいはイベントの近隣町村との連携開催、これらによって救われている部分もありま

す。災害協定、重要なデータは例えば小国町のデータ、サーバーだけではなく、小国町からずっ

と離れた東北あたりに仮サーバーを置くとかいうような取り組みも電算のシステム化のなかでは

行われております。小国に災害が起きてダウンしても、別のサーバーで復旧できる回路を確保し

ておくとかいうようなこともそうでしょう。縷々、町長の御意見をお伺いし、あるいは取り組む

部分としてのお気持ちをお伺いさせていただきました。ぜひ、この４年間、前向きに進んで行き、

そしてそこで暮らす人々、住民が小国町は良いところですよとみんなに語れるような、そんな町

を目指していきたい。それは町長に限らず役場職員全員もそうでしょうし、私たち議員全員もそ

うです。小国町に誇りを持てるような部分での発展を望んでおります。ぜひ、町長にもリーダー
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シップを発揮いただき、この４年間で例えば１年目になす部分、あるいは４年目の集大成として

なす部分、それぞれにお考えを整理いただき、施策の展開を図っていただきたいと思います。や

はりそこで生活する住民が満足できない、あるいは不満が出るような部分ではいけないと思いま

す。確かに１００人いて１００人が全員満足するという部分はできないかもしれませんけれども、

それに向かって努力することはできると思います。ぜひ、今後の御活躍を期待いたしまして、ま

た小国町の将来のために新町長として信託を受けた部分でもあります。ぜひ、リーダーシップを

発揮し、今日御答弁いただいた、あるいはお気持ちをお聞かせいただいた部分を住民の中へ指し

示し、あるいは政策の中で指し示していただきたいと思います。 

ご期待申し上げて、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） それでは、ここで暫時休憩をいたします。次の会議は１０時５５分といたし

ます。 

（午前１０時４３分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

議長（松﨑俊一君） 次の質問者は熊谷博行議員です。熊谷博行議員、登壇をお願いします。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。 

前回の３月議会に一般質問不参加でこの場に立てることができませんでした。初めてのこの議

場での答弁ですが、前回の分が溜まって５つもありますが、終わらないときには後ろから順番に

次回に回します。 

それと先ほど、久野議員からの立派な質問、一つだけ私が気になっていた町長のマニフェスト

の中の小さな集会を重ねていくというのに、大体どのくらいの頻度でやるのか。町民懇談会もも

ちろんして欲しいのですが、前町長は私の記憶が正しければ１２年間で１回か２回。その前に議

員だけで町長の悪口を言いながら１回、これだけが記憶にあります。渡邉町長は４年間で何回、

町民懇談会をするかを先にお尋ねいたします。 

町長（渡邉誠次君） 追加の御質問、ありがとうございます。 

お答えをいたします。私といたしましては、先ほど久野議員のときにお答えしたとおりでござ

いますけれども、できるだけたくさんの回数をやっていきたいというふうに思っております。そ

れはですね、やはりいろいろな会議に出たときもそうです。総会等々に出たあともそうですけれ

ども、懇親会等々ございます。そのときにもたくさんお話ができますのと、住民懇談会、今回私

が皆さま方に今お話し申し上げているのは、前のような形で私が居て行政側の執行部側が居て、

住民の皆さまが居てというような対しての話というわけではありません。報告会のような形では

ございません。私としては車座になって、座談会のような形でいろいろな提案をしていきたいと

思いますし、私のほうからも「皆さんどういうふうなお考えですか」ということも聞いていきた
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いと思っておりますし、災害に関しては先ほど伝えたような早め早めの避難のことを、まずは中

心に伝えていきたいというふうに思っております。その時その時で事柄は変わってくるかもしれ

ませんけれども、３６５日の中でできるだけ町民の皆さまと携わる時間をまずは増やしていかな

いと、ニーズと課題は分からないというふうに思っておりますので、何回という、正直、私町長

になってまだ１カ月ちょっとでございますけれども、私としてはできるだけ打たれながらも皆さ

んと一緒に話を進めていきたいと。ぜひ、その中に議員の皆さまも入っていただいて、お話し合

いをしていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。 

たくさんやるということで理解しておきますので、ぜひ、期待いたしております。 

本当は私も久野議員の質問を一発目に持って来るところだったんですが被りましたので、急遽

質問を変えました。変えた質問が大変難しい質問を言ってしまったので失敗したのですが、一応

自分でこれを言おうと思っていましたので言わせていただきます。 

働き方改革について御質問いたします。働き方改革を推進するための関係法律の整備が２０１

８年６月に可決成立いたしましたが、今年の４月から施行されていますが、これは大企業ですね、

大きい会社です。従業員が何千人、何万人。 高５年間の猶予期間があります。小国町の企業は

早いところで１年、遅いところで５年。この中で法律どおりの人事制度、給与規定、就業規則の

整備が早急に求められると思います。まず企業に聞く前に、行政も１年の猶予期間があると思い

ます。明確に確定していないと思いますが、こういうところを行政はまず直していきたいなとい

うところをお聞きいたします。 

総務課長（小田宣義君） ただいま熊谷議員、御質問のとおり、働き方改革を推進するための関係

法律の整備に関する法律が一部を除き４月１日から施行されております。 

まず、行政の推進という内容の話をする前に、法律の内容について少しお話しさせていただき

たいと思います。国は労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現を

目的に、働き方改革を進めております。今回の整備に係る法律の見直しは、大きく分けて２つの

見直しとなっております。その１つ目ですけれども、「労働時間法制の見直し」です。この見直

しの中身の主なものとしましては、残業時間の上限規制１カ月４５時間以内、１年で３６０時間

以内。２つ目に１人１年当たり５日以上の有給休暇の取得。３つ目に労働状況の客観的把握。こ

れは職員の健康管理を徹底しなさいということになります。そして４つ目が子育て、そして介護

をしながらでも働きやすくする環境の整備ということで、職員の休暇というところになっており

ます。 

大きく分けて２つ目が、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」となっております。これ

は職場内における私たち正社員、無期雇用フルタイム労働者といいます。この職員と非正規社員、
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パートタイム、それと有期雇用労働者、派遣労働者というのは役場の中にはいないんですけれど

も、間の不合理な待遇の差をなくすということとなっております。以上の２つが、今回の見直す

内容となっております。 

では、役場の中の取り組みになりますが、１つ目の労働時間関係につきましては、３月議会で

条例を可決していただいております。条例に基づき規則の整備を終え、現在は規則を基に運用を

行っております。先ほどの議会で質問もありましたけれども、内容的にはその法に基づいた規則

を作成しておりまして、残業時間の上限、それと１年の残業時間の上限、それを全て規則で定め

ております。現在は月ごとに残業時間のチェックを行い、超過しないように注意を払っている状

況でございます。また労働上の客観的把握につきましては、これは職員の健康管理になりますけ

れども、３年前から職員にはストレスチェック表を配付して調査をしております。そして２年前

から産業医と契約しまして、病気になる前に予防するという目的のもとに事業を進めて、職員の

健康状態の把握に努めております。 

２つ目の「雇用状態に関わらない公正な待遇の確保」につきましては、議員の皆さまにも１回

ご相談はさせていただきましたけれども、現在雇用している臨時職員、非常勤職員等を新たに雇

用するための関係条例等の整備を、今内々で行っております。これにつきましては、施行が来年

の４月１日までになっておりますので、今後にまた条例等の整備内容が決まりましたら、また議

会のほうに報告をしたいと思っております。４月１日からは新たな運用ができると考えておりま

す。 

以上のとおり、役場としましては職場内で個々に対応した職員が働きやすい職場づくりを推進

していきたいと考えております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） さすが、役場でございます。私個人的な考えでは、この法案は大手企業に有

利な法案だと思えてなりません。勤務時間の上限制度、高度プロフェッショナル制度、同一労働

同一賃金制度、導入して格差は解消できると思いますが、中小零細企業の破たんが予想されると

思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） これは法によって整備されておりますので、役場としては１つの企業、

先ほど話も出ておりましたけれども、企業の総体としてそろえて遵守することを心掛けていきた

いと考えております。あとは、やはり意見を上げて国に意見をする等の方法はあると思いますけ

れども、町としましてはこれは法律で決まっておりますので、遵守していくということが方向性

だと考えております。 

町長（渡邉誠次君） 私からも答弁を少しさせていただきます。 

町の方針としては、今総務課長が伝えたとおりでございますけれども、働き方改革は一億総活

躍社会を実現するための改革の中の一環でございまして、少子高齢化が進む中でも５０年後も人
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口１億人を維持して、その職場・家庭・地域でも誰もが活躍できるという社会で、その 大のチ

ャレンジがこの働き方改革だというふうに、私は聞いております。ただ先ほど言われたように、

なかなか私も事業所を運営しているなかで考えておりましたけれども、いろんな事業所の取り組

み方があると思います。民間の動きとしては、もちろん育児休暇だったり短時間の勤務の制度を

考えながら、フレックスタイムといいまして、１カ月以内の期間で総労働時間を規定して、その

枠内で始業、就業時間を決定できる仕組みであるとか、在宅勤務の仕組み、テレワークであると

かまた当然ですけれども長時間の労働の削減をするだとか、いろいろ民間でも試行錯誤をしなが

ら進めているところでございます。町といたしましてはというよりも、私も民間の皆さまもいろ

いろな情報を町のほうからも出していきたいというふうに思っておりますので、町としては勿論

進めていくというところでございますけれども、御尽力いただきながらですね、御一緒に進めて

参りたいと思っています。 

９番（熊谷博行君） 後にもう１つ聞こうかと思ったけど、もう今日は。また１年後ぐらいに聞

こうと思っております。 

２番目の小学校の部活動について。４月より完全社会体育へ移行されたと思いますが、何回も

今まで聞きましたが、もう１回どういう部活動があって、どういう組織で、どうあるかをちょっ

と御説明ください。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） おはようございます。 

ただいまありました社会体育についてでございますが、今議員がおっしゃいましたように、今

年度４月から学校部活動、小学校の部活動が完全に社会体育に移行をされております。昨年度ま

で組織をされておりました検討委員会、これを解散いたしまして、今年度からはちょっと縮小し

た形で連絡会議というものを設置して進めております。 

社会体育活動を設置した趣旨といたしましては、この社会体育を進めていくなかで問題点とか

検討事項などが出てきた場合に、この会議を開くという形で進めております。部活動と同様です

ね、小学校４年生を対象にしまして５月１４日から社会体育としてスタートをしております。 

中身につきましては、まず活動日は週２回です。火曜日、木曜日に活動しております。それと

時間については、大体１６時４０分、午後４時４０分から１８時、午後６時まで。１時間２０分

程度で活動を行っております。現在の種目と人数につきましては、バスケットが２１名です。バ

レーが９名、それとバドミントンが１３名、総数４３名でございます。バスケットとバレーは小

学校体育館で、それとバドミントンにつきましては小国ドームのほうで活動をしております。そ

れで、授業終了が大体１６時、４時ぐらいになりますので、その社会体育を進めるうえでは先ほ

ど申しました４時４０分になりますので、その間は指導者が来るまでなんですけれども、協力者

ということで教育委員会からちょっと派遣しまして、その時間は見守りをやっております。それ

と今後は活動が終了しまして、バスの子どもにつきましてはバスに乗車するまでを確認するまで、
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見守りをするということで現在行っております。現在、入部している子どもたちの中でスクール

バスを利用している児童は１９名でございます。それ以外が２４名になりますけれども、この２

４名につきましては徒歩かあるいは保護者の方が迎えに来られます。今現在そのようになってお

ります。 

それと今現在４３名ですが、これから入部希望者につきましても随時受付を行って参りたいと

思っております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 熊谷です。 

実は２週間くらい前に、私は見に行きました。感想から言えば、バレーボールがチョロチョロ

っとやっていました。バスケットボールは人間が多くて、練習になるのかなというような環境で

ございます。バドミントンはドームの一番奥で中学生も高校生もいるみたいに、いっぱいいまし

た。バスケットは、あんなに多ければ中学校と合同で練習をするような環境もできるのかなとも

思いますが、その時は中学校も部活があっていましたので、そこはちょっと相談をしないといけ

ないと思います。私も 後のバスに乗るまで見守りました。誰が教育委員会から来ていたのかち

ょっと覚えませんが、大変だと思います。 

それと、教育長は部活を見に行ったことがございますか。 

教育長（麻生廣文君） はい。まず 初のときに、先ほど局長からもありましたように、バスへの

誘導あたりが担当者が慣れていない部分もあるので、一番 初のときに行きまして 初から 後

までを大体見ておりました。特に気を付けていたところがバスに乗り損ねたとかですね、そこあ

たりの連絡体制が上手くいくかについては、一番考えていたところでございます。その後は局長

であったり次長あたり、バスの担当でもございますのでしょちゅう行ったりしているところでご

ざいます。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） はい、熊谷です。 

見守りが教育委員会からということで、あれも 後の責任は教育委員会に上がってきますので、

その 高責任者は教育長でございますので、何かあればテレビの前で頭を下げるのは教育長にな

りますので、常々そういうところはしっかり見守っていってほしいと思います。教育長と同じで

子どもは宝でございますので、よろしくお願いいたします。 

次へいきます。次の質問は福祉課かなと思っていたら、実際は僕は教育委員会だったと書き間

違えだったと思いますが、打ち合わせしていませんが対応できますか。 

選挙期間中というとおかしいんですが、一生懸命選挙に走っているところを止められて訴えら

れたのが、まず１つなんですが。それ以前にも今から１０年ほど前、私の近所で知的障害のない

自閉症、昔はアスペルガー症候群という病名だったと思います。今は何かまた変わっているのか
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分かりませんが、そういう児童がいました。あまり言うと個人情報になりますので言いませんが、

中学生ぐらいで。今、もう成人しています。母親からいろいろ相談を受けて、前の教育長のとこ

ろにも３度ほど行き、相談したことがございます。結果、私は他人と言えば他人なんですが、母

親は相当裏切られた感で大変悲しんでおりました。今回私が言いたいのは、小学校中学校で若干

不登校であった。高校に行きました。高校でもなかなか馴染めなかったのか何か、高校は辞めて

しまいました。退学というか、ですかね。親御さんは大変な思いをしてきたと、私は思います。

特にお母さんが涙を流しながら訴えたもんだから、もう私はよく話を正直言って上辺だけ聞いて、

そのときは選挙期間中だったから、「また来ます」と言って帰りました。選挙が終わってしばら

くして行ったら、またそういうふうに訴えるもんだから、ならこれはちょっとということで、今

日のこれに至ったわけでございます。 

いろいろ聞いたら、学校の先生たちのケアは結構あったそうです。今も一人ぐらいの先生から

はたまに電話をいただくこともあると。「何が足らないんですか」と。教育委員会からの電話１

本もないというのが寂しいというのが、現状でございました。別に欲しいわけではないとは言っ

ていました。でも、いかに教育委員会が現場を見ないのかを痛感されたような気がしてですね。

これはやっぱり机の上だけで対処して、電話１本で教員にどうのこうの。僕は電話１本でもいい

と思うんですがね。保護者に電話するのはいかがですか。「子どもさんは」という、そういう１

本でも言えば、みんな安心すると思います。誰の罪でもございません。ただ、仕事と思ってすれ

ばたやすいことだと思いますが、その辺の今までの流れをどうお考えなのかお答えください。 

教育長（麻生廣文君） 私が存じ上げなかった事例等も含めておりますが、お話しをお聞きしたと

ころ、非常にしっかりこれは受け止めていくべき内容であり、非常に議員のおっしゃるとおりで

あれば、教育委員会からの電話１本でもというお気持ちに対しては、全くそのとおりだというふ

うに受け止めたところでございます。これまで、こうした中学校時代から非常に課題を抱えさせ

られた子ども達がいるかと思います。そこ辺については、例えば進路担当、あるいは人権教育担

当の先生方がよく中学校と高校、あるいは小国高校あるいは支援学校、あるいは他の学校におき

ましても連絡を取ったりするということはあったかなと思っております。ただ、教育委員会とし

てそこの 後のみかじめと言いますか、そういった部分までしっかりやってもらいたいというお

気持ちだと思います。本当にそのように、今日お話しをお聞きしながら思ったところでございま

すので、今後、しっかり学校とも連絡を取りながらやっていきたいと思っております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） そのようにやってください。簡単なことだと思います。保護者は大変悩んで

おりますし、子どもにする必要ございませんので、「いかがですか。その後どうですか」ぐらい

の電話で、私は十分だと思うんですよね。それ以上はお互い望みはないと思います。あまり干渉

するのもまた問題ですし、いろいろしないと、住民と行政が離れていってしまうような気がして
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ですね。この辺はしっかり考えて。私が前にも経験したこともそのとおりでございます。いろい

ろ、ああだこうだ言って、その場を逃れたような感じでございました。でも、私も教育長とも付

き合いだったし、母親とも付き合いだったし、間に入ってなかなか難しかったんですが、ここは

障害者を持つ親の気持ちになって今後よろしくお願いします。 

次は乗合タクシーのことについて。昨年の９月議会で提案させていただきました宮原地区の、

私は高齢者だけでいいと思います。高齢者向けの乗合タクシーの件を検討していただいていると

思いますが、もし少しでも進めばお答えを頂きたいと思います。 

政策課長（佐々木忠生君） 昨年の９月議会の一般質問で、議員のほうから質問がありました宮原

地区の乗合タクシーの件ですけれども、確かに運行エリアの対象外というふうになっております。

これについての改善を求める声は、議会や町民の方にも多く寄せられております。この改善策に

ついて昨年より検討しておりまして、４つの方法が考えられます。１つは中心市街地を周回する

バス等を運行する。２つ目がタクシーチケット、例えば１メータチケットの配付による利用。３

番目が既存乗合タクシーに組み込む、既存８エリアの中に組み込んでいく。４つ目が乗合タクシ

ーの新規路線を創生する。宮原地区だけの路線を運行するというものでございます。この４つの

手法につきましては、いずれも大なり小なりの課題が見受けられます。その課題の整理を行いな

がら、岳の湯線沿線、それから松田線ですね、杖立線沿線あたりも今後もまた検討していく部分

もございますので、先ほど言いました４つの手法の中でバス路線の再編と併せて、議会の意向や

タクシーの了解、それからバス会社との調整及び町民の理解を求めながら、来年４月の運行を目

指していきたいというふうに思っております。 

９番（熊谷博行君） 今の課長の答弁であれば、また来年の４月を目途に。宮原の人は一般人の方

は乗りません。また乗せる必要もございません。でも、要支援・要介護では乗れるかなというと

ころもありますが、介護認定を受けにきた人とかですね、調べれば分かると思います。そういう

人たちをメインで、そんなにいっぱいいないと思うんですよね。福祉課にお願いして調べてみれ

ば分かると思います。よそのバス路線、 少のところは０歳からでも乗れるという、それを乗せ

ろとは言っていませんので、せめて年齢でいけば７０歳以上、７５歳以上とか、そういうので私

は十分だと思います。家庭環境を見て、そこには送迎してくれる人もいないとか、タクシーチケ

ット券をやるとか、そういうのでもいいと思いますので、しっかり検討していただき、来年には

一般質問をしないように頑張ってください。いかがですか。 

政策課長（佐々木忠生君） 地域公共交通という部分が、どなたでもという定義というか目的等ご

ざいますので、議員の御意見も参考にさせていただきながら宮原地区の乗合タクシーの運行につ

いては、先ほど申しましたように来年の４月を目途に運行を目指していきたいというふうに思っ

ております。 

９番（熊谷博行君） ぜひ、前向きにお願いします。 
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後になりました。５つもあるのに、もう 後になりました。町営住宅の方向で、もう何度も

聞いたような気もしますが、新町長に期待いたしましてもう１回いたします。 

町営住宅には、新規入居できる住宅というのが柏田住宅、関田住宅。今も改修工事をやってい

るのもこの２つ。それ以外に５、６箇所町営住宅があると思います。新しく作るのかはまだ予定

にも入っていないので、それはまだすぐないとは思いますが、改修の段階ですので。ならば今の

住宅を０人になるまで待つのか。まず、そういったアンケートでも取って、「ここに死ぬまで居

たい」「いや本当は柏田住宅を、関田住宅に行きたいけど収入的に無理」、そういう一つアンケ

ートを取っていただくといいかと思います。それから新しい町長も新しい建設課長も方向性が見

えてくるのではないかと思いますが、今の時点で考えがあればお答えいただければ幸いですが。 

町長（渡邉誠次君） 基礎的な事柄ですけれども、自力では適正な居住水準の住宅を確保できない

方、また定額所得者、民間住宅の入居を拒否されるような恐れがある方たち含めて、町営住宅の

本来の役割やセーフティーネットを軸に考えていきながら、人口それから世帯数の推移状況や町

営住宅の今後の需用を踏まえつつ、建て替えや改修による長寿命化を効率良く進めていくために

長寿命化計画等を策定しながら、それに基づいた町営住宅の管理運営等々を行っていくというの

が、基本ではございます。そして今、お話しに上がっているように、退去したあと、全部いなく

なったあとは解体撤去という方向で話を進めさせていただいている状況です。その土地の用途に

ついての計画については、現在では私は正直持ち合わせておりません。ここについて正直申しま

すけれども、緊急性は今のところないものと申し上げておきますけれども、将来の見通しが必要

であるというふうにも思われますので、皆さま方にもぜひとも町有地の活用等々におきましては、

議員の皆さまに御相談をさせていただきたい。いろいろな考えをお持ちであると思いますので、

まずは町有地に限っては皆さま方にはご相談をさせていただきたいと思っております。 

それから、公営住宅にお住まいの今の方たちの戸数の部分であります。約３５９ありますが、

入居されている方が２８５でございます。その方たち全体でというわけではありませんけれども、

アンケート調査等々が本当に必要な方たちが柏田と関田の方たちを除くと、それから１８０人で

すので、大方１００名前後になると思うんですね。その方たちにまずアンケートを取るような形

を、ちょっと検討させていただきたいというふうに思っております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 柏田、関田の方は十分ではないと思うんですけど、それでいいと思います。

あと残りがどう考えているのかが、なかなか私たちもいろいろ行くのですが分かりませんので、

どう考えているのか本音をなかなか言いそうで言わないのが人間でございますので。 

それと町長がおっしゃられたとおり、早急性はないと思います。私も新しく住宅を作らないと

いかんというのに、そんなに民間のアパート等もありますし、空いているアパートはそんなに存

在しないような気もしますが、明日、明後日に住宅をつくらないと町が溢れますというような緊
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急性はもちろんないと思います。あとは古い住宅に残っている方をどのようにして、極端に言え

ば０になるのを待つしかないと思います。だから、もしいろいろ調査をして、小国町にもアパー

トが足りないとかいうのがあれば、南小国ではないんですが、１０％の助成をやるとか、そうい

う策をまず取ってでも、新規の住宅は私もそう必要ではないと考えております。でも、今住んで

いる古い住宅の人たちのことは、やっぱり考えていきたいと思います。 

建設課長にお願いなんですが、今年柏田の１号棟、３号棟と必ず住民説明会が行われています。

結構、あとから言ってくるんですよ。諸々、洗濯物が干せないとか何とか。関田のほうから何人

も言われましたが、ちゃんと町は説明していると役場には言えないんですよ。説明を聞いている

もんだから。私たちに言ったら私たちが言えばとかいう考えで言うけど、私も役場に言いません

でしたので。しっかり説明をして、多めに「こうこうこうだから、アスベストが出ればこうなり

ますから」とか言って、長めに時間を取って、竣工ができるように伸ばしてでも、これくらいは

足場等がありますのでというのを、そこはしっかり説明してください。もう、また苦情の電話が

くると、なかなか心で留めないといけないから。ぜひ、そういうところだけ気を付けていただき

まして、立派な住宅ができるのを期待しておりますので、どうかよろしくお願いいたします。ま

だ２５分もありますが、もうあとがありませんので今回はこれで一般質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） それでは、ここで午前中の会議を終わり休憩といたします。午後の会議は１

時から開会いたします。 

（午前１１時３６分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

議長（松﨑俊一君） 次の質問者は江藤理一郎議員です。江藤理一郎議員、登壇をお願いします。 

２番（江藤理一郎君） ２番、江藤理一郎です。今回、町会議員として初めて一般質問をさせてい

ただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

２０１５年国勢調査の人口調査結果で、日本が本格的な人口減少社会に突入したことが改めて

裏付けられました。平成３０年１１月１日現在によると、我が国の総人口は１億２千６４５万３

千人となっており、１年前と比べますと２６万１千人の減少となっております。昨今の人口減少、

そして長高齢化社会の到来は日本社会において大きな社会問題となっております。各分野での担

い手不足は顕著であり、特に小国町のような持続可能な地域社会を形成する上でも早急に取り組

むべき課題だと感じております。また、 近全国的に登下校中での事故や事件に子ども達が巻き

込まれるというニュースが数多く舞い込んできております。 

私は、そこで今回小国町の町を将来を担う子どもに関する事、それから人口減少に関する事柄

について質問をしたいと思います。 

まず、第１に小国町の学校教育についてです。将来の小国町を担う子ども達の教育は、今後の
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小国町にとって大変重要なことだと思っております。そこで小国町の小中学生、学校教育の教育

方針として核となる考え方やビジョンがあればお聞かせください。町長、お願いいたします。 

町長（渡邉誠次君） まずもっての質問、ありがとうございます。 

次世代を育む起点となる大事な施策の一つであるというふうに思っております。ですけれども、

議員御存知のように、まだ町長としての実績が１カ月というなかではとても実情に応じることま

で届いていないというのが現状であると思っております。しかしながら、私もずっとこの町で過

ごして、この町で暮らしていっているなかで、だんだんとグローバル化ということを感じている

ところでございます。国際社会に対しまして、これからの小国の子ども達がしっかりとたえてい

けるように、そして郷土愛をしっかりと持ち続けていけるような子供たちに育っていっていただ

きたいというふうに思っております。大切な要素を的確に押さえながら、教育委員会また有識者

等々と意見交換をしていきたいと思っておりますけれども、まずもっては今まで北里町政の中で

推進してこられた教育行政等々をまずは進めていくなかで、あと１年間、しっかりと考えさせて

いただきたいと私のほうは思っているところでございます。あとは、教育委員会のほうでお答え

をさせていただきます。 

教育長（麻生廣文君） はい、失礼いたします。 

学校教育に絞ってのお答えをいたします。本町では目指す子ども像というのがございまして、

これは国際化情報化に対応する能力を育み、豊かな人間性と確かな学力、たくましい体を身に付

け、故郷小国を愛し誇りを持つ子どもを育成するというテーマを掲げております。今、町長の答

弁の中にも国際化あるいは郷土愛といったような部分の話があったかと思いますが、そういうこ

とでございます。それを受けましてサブテーマを「小中一貫教育を核にした教育の創造」という

のを掲げさせていただいております。 

実は、私小国町に赴任したときに、小国の教育チャレンジプランというのを示させていただき

ました。その内容は６点ございますので、その６点を簡単に述べさせていただきます。まず１点

目は「学力充実の取り組み」でございます。２点目は「開かれた学校づくり」、３点目は「ふる

さと教育の推進」、いわゆる小国学を充実したいという内容でございます。４点目は「豊かな人

間性、たくましい体の育成」、５点目は「国際化、情報化に対応する教育の創造」であります。

６点目が「教育研究会の活性化」というのを掲げまして、チーム小国の教育という教育研究会を

小中一貫したもので作り上げて、９年間を通じて小国町の子ども達の教育に当たるということを

進めているところでございます。 

以上でございます。 

２番（江藤理一郎君） それでは、町長並びに教育長、お二人ともグローバル化・国際化というお

言葉を発せられました。それにつきまして、具体的にグローバル化・国際化について何かお考え

などありますか。お願いいたします。 
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教育長（麻生廣文君） 今のなかの、先ほどチャレンジプランのなかで５点目になるかと思ってお

りますが、実は小中一貫の小国型教育というのは、また明日、西田議員にもお答えするところで

はございますけれども、英語活動あるいは英会話活動、それから小国学、それから基礎基本の充

実。この３点がポイントになっております。その中でまず国際化に係る部分では、英会話活動と

いうのが平成２１年度よりずっと特例校として小中学校に組み込んで進めているところでござい

ます。また情報化につきましては、ＩＣＴ環境の充実といった部分を一つのポイントにしている

ところですが、今の英会話も含めて夏休みなどに英語を母国語としていない外国の方々あたりと

のＹＭＣＡを通じた子ども達との交流会などを催すなどして、国際化を含めて、あるいは英会話

を高めるというようなところの活動も毎年進めてきているところです。具体的にはこうした部分

で進めております。 

２番（江藤理一郎君） 御回答、ありがとうございます。 

ＩＣＴ教育と地域おこし協力隊も導入していると聞きます。また小国学につきましても、積極

的に取り入れていただいていると思いますが、教員の先生方ですね、子ども達を教える側の先生

方が、まだ小国学を十分把握されていないというところも十分にあると思いますので、そのあた

りしっかり教育委員会のほう等で指導していただいて、小国についていろんな見識を深めていた

だくと、先生方からですね、そういったところもぜひ取り入れて進めていただきたいと思います。 

次に２番目ですが、冒頭で申し上げた登下校中での事故や事件に子どもが巻き込まれるという

ケースが非常に増えているという関連のなかで、現在小学校で運用しているスクールバスを中学

生の送迎や部活動の遠征等にも幅広く利活用できるような対応ができないか。中学生の保護者か

らも話をよく耳にしますし、そして子ども議会でも質問が出ていたというふうに思います。特に

送迎に関してですが、下校時に１人で歩いてや自転車で帰っている中学生などを見ると、心配な

点が多々あります。いろんなタイプの犯罪や事件が 近では増えておりまして、近隣市町村でも

南阿蘇、それから阿蘇市で下校中の子ども達が見知らぬ男性から写真を取られるなどの情報も出

ております。保護者の送迎の負担の軽減だけでなく、より多くの子ども達が安心安全に暮らせる

ように中学生のスクールバス化、対象者は小学生時と同様にスクールバスを利用できていた生徒、

通学距離が２キロメートル以上ある中学生に絞り込みますと、９５名になるそうです。ですが、

その９５名に対応できるような運用の変更はできないものでしょうか。質問いたします。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 今の御質問ですが、スクールバスの御質問に対してお話しを

させていただきます。 

まず、先ほど人口減の話がありましたが、小国町といたしましても町全体の人口が減少してい

る状況でありますが、この先、児童生徒数の推移は減少傾向にあります。今から５年後ぐらいま

ではさほどというか、何名かが減少していくというようなことで、６年後は今４００人台ですけ

ど３００人台になります。小中学校合わせてですね。だんだん児童生徒数も少なくなっていると
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いう状況でございます。そんな中で今後教育委員会としてもその先を見据えて、今ありましたス

クールバスの件であったり、寄宿舎の件であったり、というのをすぐというわけにはいきません

が、中期的に検討していかなければならない時期ではないかなと、まずは考えております。 

現在、スクールバス運行につきましては、議員も御存知だと思いますが、町内３事業者に委託

をいたしまして計８台、小学生にしますと１５３名の児童が今現在登下校時に合わせて利用して

いるところでございます。そして登校時につきましては、小学校のほうに８時に到着するように

運行計画がなされております。この登校時については基本的に転校生とか転入生とかがない限り

は、当初の計画で時間コース等は変わりございません。ただ、下校時については、毎週水曜日は

一斉下校ですので、これは全児童一斉に帰りますので１便で大丈夫と思いますが、それ以外です

ね、学校の下校時間の違い、低学年高学年の違いがあったり、先ほどもありました社会体育と中

学校の部活動の時間の兼ね合いも出てきます。だからバスの運行計画をかなり練っていかなくて

はいけないと思っております。 

それと、放課後英会話教室等もありますので、かなりいろんな行事といいますか、子ども達が

学習するものがありますので、その時間に合わせた運行計画が必要になってくると思います。今

現在も、それに合わせて小学校のほうは運行計画をなされて、不規則にはなりますけれども、そ

ういった運行計画になっております。 

それとスクールバス運行会議というものを月１回やっております。来月の学校行事に合わせた

運行計画の確認等を行うのがその運行会議なのですが、学校の関係者、それからＰＴＡの関係者、

それと事業者ですね、それと教育委員会で毎月、次の月の行事に合わせた運行計画を確認をして

いるところでございます。 

仮に小中学生合同で、さっき御質問がありましたスクールバスの運用を考えた場合、大きな部

分としましては委託先ですね、今委託しています事業者の協力が大部分を占めると思います。協

力が得られるか今後の課題ですけど、そこは一番重要な部分だと思います。そこをクリアできれ

ば、仮に乗車人数が増えた場合は現在の台数で可能だとか、あるいは台数が増えることでドライ

バーの確保ですね、そのあたりの検討も出てくるのではないかと考えております。そのあたり、

あとは経費的な問題ですね。そこはクリアできれば、あとは細部の問題になりますので、一番大

きなまず事業者の協力というところが大部分を占めているのではないかと思っております。そこ

をクリアできれば、今後小中合同にするのか、あるいは新たに中学生だけのスクールバス運行を

考えていくか、というところも併せて検証も含めたところで今後検証していきたいと思っており

ます。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 下校の工程、台数を増やした場合のドライバーの確保、予算の兼ね合いな

ど課題は山積みだとは思いますけれども、基本的には通学距離が６キロメートル以上ある生徒、
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自転車での通学は大変な生徒を中心に考えていくということも検討段階にお願いしたいと思いま

すし、現在、そういう生徒さんは寮生活をしている生徒、現在２６名いらっしゃるそうです。今

後中学生の生徒数も徐々に減少していくと先ほど事務局長、おっしゃられました。私も調べさせ

ていただいて、あと５年後そして６年後にはかなりの人数が、大体１０％以上減るというふうに

考えられます。寮を構成する対象となる生徒数も同時に減りまして、また働き方の面でも出まし

たけれども、寮を監督していく寮監の方も人手不足ということも聞いております。より確保が難

しい状態となってきておりますので、寮を運営する経費もかさむことを考えていきますと、せめ

て自転車で通学するのに大変な通学距離の生徒だけでもスクールバスの運行ができないでしょう

かという質問と、また事業者の協力等が必要ということでしたが、それにつきまして教育委員会

のほうで確認を事業者のほうに取られましたか。 

以上を質問させていただきます。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） まず寮生についてなんですけれども、今、議員のほうから出

ました２６名の生徒が今入寮しております。内訳を言いますと、男子が１０名、女子１６名です。

基本的に寮に入る基準として、さっき言われました基本的に学校から６キロメートル以上の地域

に住んでいる生徒が入寮できるようになっています。その他に、通学上危険であると認められた

地域と家庭の事情等により入寮が必要と認められた生徒、その他教育委員会が認めた生徒も入寮

ができるということで、規定にはなっております。今言われた、入寮生がスクールバスを利用す

るということなのですけど、一応今入寮されている子ども達の保護者、あるいは学校の先生、関

係者とそのあたりは意見等も聞きまして、そっちのスクールバスのほうでいいという話になれば、

すぐではないですけど、また検討させていただきたいと思います。 

それとあとのほうの、事業者にお伺いということなんですけど、そこはまだちょっとしており

ません。 

２番（江藤理一郎君） ぜひ、事業者の協力が一番不可欠ということであれば確認を取っていただ

きたいのと、私自身も一応確認は少し取らせていただいていますけれども、積極的に前向きに検

討するという回答はいただいておりますので、教育委員会のほうからもぜひ協力のお願いという

か、聞き取りのほうをお願いしたいと思います。 

それでまだ通学スクールバスの話なんですけれども、かなり以前から検討されている案件だと

思います。現教育長がいらっしゃる前から上がっている問題でもあると思いますので、また検討

というだけに留まらず、ぜひ教育委員会、小中学校、保護者、先ほど言われました小学校のスク

ールバスの運行委員、皆さんを含めて、そして寮の保護者の方々などを含めた検討委員会を設置

していただいて、早期の実現に向けて動いてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 検討委員会の件ですが、今現在ですね小中学校運営委員会と

いうものがございます。そこにはその構成メンバーとしましては地域の代表、保護者代表、学校
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の代表、教育委員会事務局ということで約２５名で構成されていますので、まずはそこの学校運

営委員会で今回のスクールバスの件であったり寮の件であったり、そこで投げかけていきたいと

考えています。すいません、運営協議会でした。 

２番（江藤理一郎君） 今おっしゃられた運営協議会のメンバーだけでなく、ぜひ寮の保護者の方

そういった方も入れていただいて、委員会を設置していただきたいと思います。 

次に、また子ども達のことに関連するところですが、小中学生への登下校の見守り体制につい

て、更なる強化を図る計画はありますか。お願いします。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 見守り体制について更なる強化という御質問ですが、今現在

の登下校の見守り体制について、先にお話しをさせていただきます。 

まず小中学校の関係ですが、１つ目が県の事業で「子ども見守り支援事業」というものが、平

成２１年、ちょうど統廃合したのが平成２１年だと思います。その頃からの事業で現在まで続い

ていますが、地域の安全指導員の方がいらっしゃいまして、その方が水曜日の下校時のみです。

水曜日の下校時の１時間程度ですね、３時半から４時半まで子どもの見守りを実施されておりま

す。２つ目が、今度は見守り隊というものがありまして、これはもっと前から平成１０年度から

これは宮原地区の老人クラブの方々が自主活動として現在まで各班ごとに分かれて、下校時に１

時間３０分程度、子どもの見守りを実施をされています。これは先程言いました水曜日を除く

月・火・木・金に下校時に実施をしていただいております。あとの部分は、例えば小国警察署と

か町で春の交通安全週間に合わせて交通指導隊の皆さんとか交通安全協会とか役場職員による街

頭指導等の実施も行っております。それと、小国町青パト悠木防犯パトロールによる巡視、これ

が毎月１回行われているところでございます。これも夕方下校時に合わせて実施をされておりま

す。それと宮原地区では、これは防犯に関係ありますけれども、大型店の見回りというか巡視も

されております。あとは学校では、保護者の協力があって挨拶運動実施ということで、月曜日の

朝ですかね、登校時に見守りをされているようでございます。また今、学校では安心メールとい

うのもありますので、この前の全国であった事件がありますが、その際にも教育委員会から学校

長に連絡をすぐ入れまして、各保護者に安心メールを通して下校時に見守りをしてくださいとい

うようなことを行っております。 

質問にありましたように、今のところ見守り体制について新たな計画は今のところございませ

んが、事前の防犯対策の強化として、まず事件や事故を起こさない環境づくりに重点を置きまし

て、これまでの取り組みも含めて強化充実を図っていきたいと考えております。先ほど言いまし

た宮原地区での老人クラブが自主活動でまだ宮原地区だけですので、ただ他の地域はスクールバ

スで登下校をしていますので、何かやっていないということを聞きました。もしそこを協力いた

だければ、各地域でもスクールバスから家まで帰る時間がありますので、そのあたりの協力をい

ただければ、またお願いしたいと思っております。 
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以上です。 

２番（江藤理一郎君） 現在は下校時の見守り隊として、宮原の老人クラブの方々４、５０名の

方々が下校時に見守って担っていただいているということで、官民一体となって強化していって

いただく必要があると思われます。また、阿蘇市では 近の事件を受けましてスクールバスの運

行や子どもの登下校時に見回りのパトロールを実施しているというふうに聞いておりましたので、

先日、小学生の保護者らと小国警察署へ行きまして、小国郷での強化体制について聞き取りに行

かせていただいております。ぜひ行政としても見守り体制について、事故や事件から子どもたち

を守る組織づくり、そして防犯意識や自分の身を守る意識の啓発等を進めていただきたいと思い

ます。 

では大きい括りとして２番目のところです。人口減少に関するところになりますけれども、冒

頭でも申し上げましたとおり人口減少というのは日本の社会的な問題になっております。また２

０４０年における小国町の人口に関しましては、人口問題研究所によりますと現在より３千人近

く減少しまして、４千人台になると。４千人弱ですかね、４千人ぐらいになるとの予測が出てお

ります。時代も令和に変わり、首長も今回変わられました。そこで町長、人口減少についての基

本的な考え方及び対応策をお聞かせください。また、それに伴い、小国町の普通交付税は現状よ

り２０４０年にはかなり減ることが予想されます。これからも徐々に減っていきますが、今後の

行政運営をいかに行っていくかのビジョンをお聞かせください。お願いします。 

町長（渡邉誠次君） 人口減少、本当にこの国内において、いろいろな所で今から問題になってく

ると思います。人口が減少することの推移におきましては、先ほど江藤議員が言われたところで

ございますけれども、減少そのものも問題ではありますけれども、それに伴い高齢化といったと

ころだったりとかそういったところのほうが問題になってくるというふうに思いますけれども、

まずもって今回の予算措置の部分でもそうでございますけれども、歳出の面におきましては原則

として、私としては先日の補正予算のときに皆さんに御覧いただいたとおり、国や県の補助、そ

して有利な起債を充てることによって一般財源の持ち出しをできるだけ少なくしたいというふう

に考えているところでございます。歳入に関しましては、一般的な考え方として町の活性化によ

って所得の向上が上がって、それによって町税、税収が上がるといったところが一番の施策では

ないかなと考えておりますけれども、しかしながら皆さまも教えていただきたいと思いますが、

町民税等々ですね、急に増えるような施策は今までもなかなか見いだせなかったというところが、

大きなところではないかなと思っております。ただ、それがやはり住民の活性化というのが基本

であるというふうにも考えております。今回、北里柴三郎博士の新千円札の件、そのプロジェク

トだったり、鍋ヶ滝だったり、ゆうステーションや薬味野菜の里、森林組合、ＪＡそして温泉地、

様々たくさんの方達が小国を目指して来られます。農林商工業を繋げる振興施策を随時提案をし

て参りたいと思っておりますし、それを積み重ねることによって少しずつ、江藤議員が言われま
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したように歳入の減を少なくして参りたいというふうに思っております。また創意工夫が絶対的

に必要であると思われますので、先ほど言った国県の補助それから有利な起債、きちっと使って

いって、もちろん私４年間の負託を受けましたけれども、その後も小国町当然続いていきます。

その４年間を私が担っていくというふうに思っておりますので、次の時期にきましてもきちっと

次の方が担っていけるような形で、私も進めてまいりたいと考えております。 

また一つ税外収入のことに関して、私もいろいろと考えております。ただ、今から私の中で少

し考えはありますが、法的なところも含めてきちっとそれを皆さまの前に出せるようになってか

ら、また御提案をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 

また市政方針でも申し上げましたようし、入るを量りて出ずるを為す。身の丈に合った予算を

しっかりと組んでいきたいと思っておりますので、総力を尽くして参りたいと思います。お世話

になります。 

２番（江藤理一郎君） 町長の税外収入の方針、楽しみにしております。 

次に私も学びやの里で小国町にはなかった仕事情報をこれまで収集してまいりまして、情報の

発信やマッチング等、シゴツという仕事情報サイトを設置いたしまして、これも農水省の事業を

使ってではあったのですが、４年間で５０件の情報を手掛けてまいりました。その間、近隣市町

村のほうからも「こういった事業はどういうふうにして作るのか」であったり、一緒にやってみ

たいというようなお話しもいただいたこともございます。実際には一緒にやって運用していると

ころはありませんけれども、手掛けてまいったわけですが、医療福祉・建築建設・農林土木・商

工観光等各所から人手不足というのを多く耳にしております。 

では町として、今後人手不足に関して対応する方針があれば、教えていただけますか。お願い

します。 

町長（渡邉誠次君） 本当に非常に厳しい問題だというふうに思っております。実感として、私の

まわりで人手不足と感じられている方はたぶん、ほぼ全員だと考えております。特に今回、今日

も他の議員の方が御質問されたとおり、民間は特に働き方改革等々今からございますので、非常

に厳しい時期にもきます。ただ、やはりそこもそれぞれの創意工夫を持って皆さん乗り越えられ

ていくと願っておりますけれども、行政としても人手不足のことに関しましては、今から情報の

収集はたくさんしていかなければならないですし、その情報を皆さま方に逐一、いち早く提供す

るといったところでしか、私としてはまだ持ち合わせておりません。ただ、本当に先ほどから言

いますように、国だったり県だったり当然のように、私も足をしっかり運んでいって情報を収集

して参りますし、いろんな情報が皆さま方にありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

２番（江藤理一郎君） この問題に関しては、どこの市町村も抱えている問題だと思いますので、
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これといっての解決策は今ないとは思いますが、例えば東京都心では「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ」と

いいまして、スマホやウェブから注文をするとレストランと配達人がマッチングされ、効率よく

料理が届けられる仕組みがありまして、空いた時間に利用でき人手不足を解消するシステムとし

て東京都内を中心に拡大されているそうです。こちらウーバーイーツというのはアメリカの企業

であるウーバーテクノロジーズというところが親会社でありまして、そちらの子会社というよう

な形になります。私は２０代Ｕターンに頼るだけではなく、このようなシステムが民間企業から

出てくると今後思いますので、いろんなところに先ほど町長言われましたけれども、アンテナを

広げていただいて、町に取り入れられるところは取り入れ、上手く小国流に汎用していただいて、

今住んでいる住民も全員が参加できる仕組み、手が空いている人が人手として必要な仕事へのお

手伝いができる仕組みづくりも今後必要ではないかなと思っております。困っている事業者は町

内にもたくさんありますので、ぜひ機構改革に取り組むなかで、先ほど質問した中でどこの課が

手を上げるのかというふうに思っていまして、なかなか担当する課がなかったと思いましたので、

町長が手を上げられたと思いますが、人口減少や人手不足に対する対策係の設置、そしてＳＤＧ

ｓも上手く取り入れて進めていただきたいと思いますが、それもいかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 御提案をいろいろいただきまして、ありがとうございます。先ほども言いま

したように、町としてもＳＤＧｓ中心に今施策等々進めているところでございますので、ＡＩの

話も出ました。なかなか情報の部分に関しまして言うと、非常に厳しいところはあるのかもしれ

ません。ＡＩがこちらのへき地のほうで使われるのには、ちょっとまだ時間がかかるのかもしれ

ませんけれども、それでも当然のように今から皆さんと同じ厳しい状況が続いていくと思われま

すので、しっかり行政内でも諮っていきまして答えを出せるように努力していきたいと思います。 

２番（江藤理一郎君） 続きまして、質問の中でもう１つですね。ふるさと納税に対する考え方や

取り組みについてです。移住定住の推進や企業化を進めるなどの対応が挙げられると思いますが、

それについても全国の自治体が取り組んでおり、特に近年はその地域間競争も激化の道を辿って

いるというのが現状です。人口増を図ることが行政運営を行うにあたりまして、特にその財源と

なる交付税を維持するうえで重要であることは確かでありますけれども、日本全体が人口減少社

会となった現状では難しい課題であると言えます。しかしながら、財源なくして円滑な行政運営

は行われないことも事実であります。その観点から言いますと、ふるさと納税こそ地方自治体に

許された貴重な税収を図る取り組みの一つであると思います。現に総務省が制限を掛けている自

治体があります。そういったところで制限を掛けるということには、そこには旨みがあるという

ことですので、そのあたりも行政の皆さまもしっかり民間のアンテナを張って、その旨みという

ものを取り入れられるように、小国町にとって利点になるように取り組んでいただきたいと思い

ます。 

そこで、ふるさと納税に対する考え方や取り組みについてお伺いしたいと思います。全国の位
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置付けでいいますと平成２９年度の数値しかまだありませんけれども、小国町は県内で４６市町

村のうち１０番目くらいの位置につけております。これは県内では非常にいい順位ではあります。

ただ、平成２９年度はある一定の方が多く納税していただいたという経緯もありまして、この順

位というのもあると思いますけれども、その中で熊本県というのは九州内でみますと８件中７番

目と近隣県より大きく差を開けられております。全国的には中間くらいの位置にあるとみており

ます。 

また、全国の市町村のカタログ、特に納税額が多い人気のある地域のカタログを見ますと、我

が町の人物や自然、地域性などに焦点を当てて上手く自分の町を紹介しているように思います。

小国町もぜひ、まちの魅力を紹介しストーリー性をもっと取り入れて商品を選んでもらうように、

Ｗｅｂやカタログでの作り込みをお願いしたいところではありますが、今後、選ばれる小国町に

なるために新たな取り組みや構想はございますか。お願いいたします。 

政策課長（佐々木忠生君） まず、 近のふるさと納税を取り巻く状況ですが、報道でも大きく取

り上げられていますように国が定めた基準でふるさと納税を実施していない自治体においては、

この６月からふるさと納税制度が適応されないこととされております。返礼品については地場産

品とされ、寄付額の３割が上限と定められました。さらに返礼品の送料や広告に使う予算、手数

料などを含めたふるさと納税に係る経費全体の割合は寄付金額の５割を上限とすることも定めら

れています。返礼品競争の激化や地場産品以外の返礼品を抑制する指導が行われていますが、小

国町においては町内の事業者が取り扱う地場産品を返礼品とすることで行っています。令和元年

５月１４日付で総務大臣よりふるさと納税の対象となる地方団体との指定を受けております。 

小国町の現状については、平成２７年度よりふるさと納税に力を入れ、寄附金額の増加を努め

ているところでございますけれども、年度ごとの集計を見ると寄付金額は大きく変動しており、

昨年度は３千２００万円ほどのふるさと納税をいただきました。この現状を踏まえて、町では今

年度ふるさと納税の募集を行うポータルサイトを現在の「ふるさとチョイス」とＪＴＢ「ふる

ぽ」に加えて「さとふる」と「楽天」の追加を予定しています。そのためには、町内の特産品を

扱う返礼品事業者と連携して、魅力ある返礼品を取り揃える作業を現在行っています。 

さらに本議会で補正予算としまして、ふるさと納税の公告費の御承認をいただいております。

これは昨年度より関東関西での新聞広告とインターネットを使った広告を行っていますが、今年

度も継続して行う予定であり、今年度は新たにイベントや観光で小国町に訪れた方に配付できる

パンフレットなどの作成を計画しております。また、２０２４年度からの千円の新札に決定しま

した北里柴三郎博士を活用した町の振興策の取り組みについて、現在役場内にプロジェクトチー

ムが設置されましたので、その中でふるさと納税の新たな返礼品等の開発に向け取り組んでいき

たいと考えております。 

昨年度まで特定の自治体に集中していたふるさと納税が分散化されることもあり、今年度も寄
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附額の増加を目指して活動を行っていきたいと考えております。 

２番（江藤理一郎君） ぜひ、財源確保のためにも、ふるさと納税に力を入れていただきまして、

小国町の農林業や観光業の発展に繋げていただきたいと思います。 

次に町有地の定住住宅への利活用についてです。私はこれまで移住定住に関しての取り組みに

携わってまいりました。その間、１５０名を超える方々の小国町への移住定住のお手伝いをさせ

ていただいた次第です。移住定住におきまして、Ｉターンへの働きかけがこれまでは主流でした

が、今後はＵターン者をターゲットにした取り組みというのが、ますます必要かと思っておりま

す。現に全国の移住情報を扱うふるさと回帰支援センターの話によりますと、移住定住相談会に

おける相談者の約４割がふるさとへのＵターンを検討する。しかも若者であるということです。

私が移住定住相談会に行ったときが、大体５、６年ぐらい前ですけれども、そのくらい前はＵタ

ーンの相談者というのは１割もありませんでした。ほとんどがＩターンの希望ばかりでしたので、

世の中の情勢というのが変わってきたことが伺えると思います。 

各分野で人材不足が叫ばれるなか、小国町出身である程度都会でいろんなノウハウを得た若者

の存在は大きいと考えます。そのためには、仕事と住宅の確保が必要であるといえますし、町内

でも若い世帯が家を建てたいが、中心市街地周辺でいい土地がなかなかないということで、近隣

の町村に家を立てざるを得ないという声もよく耳にします。そこで現在、宅地として利活用可能

な町有地が中心市街地にどのくらいあるかお聞きしたいと思います。 

また、先ほどの熊谷議員の質問と重なりましたので、加えて質問しようと思いましたが、町の

住宅マスタープラン及び地域住宅計画の進捗状況をお伺いしようと思いましたので、ほぼ重なり

ましたので、それは割愛させていただきます。 

では、中心市街地にどれくらいあるのか、数値的なところがもし分かれば。場所的なところも

もし分かればお願いいたします。 

総務課長（小田宣義君） はい、お答えしたいと思います 

以前の議会でも１回勉強会等を開いて検討をしたのですけれども、町として用途が決まってい

なくて、第三者に払い下げできる土地ということで、大体、町内全域で１４箇所、３万８千平方

メートルの土地があります。内訳を言いますと、宮原に８箇所、２万５千８４１.２７平米、黒

渕４箇所、１万８２８平米、北里１箇所、４４１.８０平米、西里１箇所８３１平米。これ町が

現在用途を決めていなくて、もう仕様が将来性がない土地ということで、１回議員にご相談申し

上げた土地でございます。ただ、この土地の中にも今現在、社協等貸出をしている土地もござい

まして、売る場合は売買先がある程度決まっている土地もあります。これを除くと、大体８箇所

１万５千２３５.７４平米、坪数にすると４千６１６坪、この土地が大体今利活用できる土地と

なっております。 

以上です。 
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２番（江藤理一郎君） 町有地の宅地候補としまして、中心市街地にはあまりないと思っておりま

したが、意外とあるということでしたので、使用していない施設や老朽化が進んでいて今後人口

減少を考えますと取り壊すか集約したほうがよいという箇所もあるかなと思いましたが、そのあ

たり調査をお願いしたいと思ったところでありますが意外とありますので、そのあたりぜひ町有

地の払い下げであったり、分譲地の準備なども含めて検討をしていただきたいと思います。 

続きまして、時間もあまりなくなってきましたので、 後に町関連施設の集約化についてお伺

いしたいと思います。人口減少や担い手不足、また町の歳出を押さえていくうえで、町が関与す

る施設や団体等を合併化もしくは一つの団体や会社に集約していき、類似事業の１本化や予算の

投下の集中、情報の共有を行う時期が迫ってきていると思いますが、先ほど町長も冒頭でこうい

った関連のお話しは少し触ったかと思いますけれども、それについて具体的プランなどありまし

たら考えをお聞かせください。 

町長（渡邉誠次君） 何度も申し上げますが、ちょっと新人町長なもので急々なことは。ただ自分

の中でも江藤議員と同じように、今からの先の時代は非常に人材が少なくなるということで、集

約化を考えていかなければならないというふうには、正直考えているところです。予算投下の集

約化とホールディングス化及び各施設においての情報共有ということでの御質問だと思いますの

で、少しだけお答えさせていただきますと、やはり学びやの里だったりゆうステーションだった

り薬味野菜の里、それから鍋ヶ滝の周辺だったり観光協会だったり、たくさん運営をされている

方がいらっしゃいます。ただ、その運営だったり維持管理の問題だったり考えていくなかで、そ

の場所から必要性がかられるのであれば、自ずから話が上がってくるのではないかなと思います。

それまではできるだけ自分たちというか、その団体の人たちの力で頑張っていただきたいという

ふうに思っています。その中でいろいろ協議をしていきながら、その団体同士で話し合いが結ば

れていって集約化に進んだり、またいろいろな方向に転換していく旨があれば、私としても町と

して関わり合いながらより良い方向へ向かっていくのであれば、一緒になって参加をさせていた

だきたいと思っております。私としてもなかなか役場の中で「こう」と決めても民間で動いてい

ることですので、決めるというわけではないですけれども、だんだんと正直、事務局体制だった

りというのが一番厳しいような段階にはきているというふうには分かっております。また、先ほ

ども言いましたけれども、たぶん民間でも人材が足りないのと同じように足りなくなってくる状

況だというふうにも思っております。当然、施設の老朽化等もだんたんと進むと思います。です

ので、集約化というところは考えないというわけではないです。しかし、現在ではまだなかなか

業績を伸ばしているところも、実は実際あります。ですので、そういうところも含めて様々な意

見をいただいて、まずはその団体の人たちの現場の声が一番大事だと思いますので、その現場の

声と擦り合せていきながら話を進めて参りたいと思っています。 

以上です。 
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２番（江藤理一郎君） 町長、私も同じような方向性で考えておりましたので、餅は餅屋がそれぞ

れの施設、団体等で違うために一度に可能だとは思ってはおりませんが、人手不足の中で良い人

材を確保するためには、それぞれの待遇とやりがいが必要になってくると思います。事業を集約

することで、集約されたものを繋げる職種というものが生まれてくるはずですので、その上でＵ

ターンの雇用にも発展させることも可能だと思いますので、ぜひ町も一緒に協力をお願いしたい

というふうに思います。 

では、時間もそろそろ１時間経ちますので、今回、これで私の一般質問は終了させていただき

ます。ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩いたします。２時５分から行います。 

（午後１時５１分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時０５分） 

議長（松﨑俊一君） 次の質問者は穴見まち子議員です。穴見まち子議員、登壇をお願いします。 

３番（穴見まち子君） ３番、穴見です。女性目線という項目を掲げて、これから４年間頑張って

いきたいと思いますので、皆さまどうぞよろしくお願いいたします。 

私は項目に挙げてありますとおりに、「北里柴三郎博士の今後の取り組みについて」というこ

とで、 初にお尋ねしたいと思っております。去年の１２月の一般質問の中で、私は北里柴三郎

博士のことを一般質問でしました。柴三郎博士を前に出し、町の活性化をしたらどうかというと

ころで柴三郎博士の銅像というのも提案したのですが、しっかりと却下されました。そして、他

の面でやっていきたいということでしたので、どうなるのかなと思っていました。そして、４月

の小中学校の入学式の当日だったと思います。私も早朝より起きたときにテレビはつけますけれ

ども、そのときに総務省の発表がちょうどあって、柴三郎博士が４年後には千円札になるという

ことをテレビで放映されていました。私も１２月の一般質問をして、これから町の活性化はどう

なるかなと思っていたときに、その千円札と聞いてびっくりと同時に感動をして、良かったなと

しっかりと思っていました。それと同時に、確か町のほうにもよその地域の方から「よかった

ね」という言葉をいただいて、町長も昼から確かインタビューをされていたと思います。それを

受けて今、渡邉町長はこれから先の町の活性化というのは、どんなふうに思っていますか。 

町長（渡邉誠次君） お答えをいたします。 

昨年度と比べまして、４月９日を境に、いっぺんに状況としては変わっているというのが、本

当のところだと思っております。４月９日に２０２４年度北里柴三郎博士新紙幣１千円札肖像画

採用ということの報道が財務省より発表されたというのは、もう皆さま方はっきり記憶にあると

思いますけれども、先ほど久野議員のときにもお答えいたしました。今回は穴見議員の一般質問

では、これがメインに聞かれるということですので、具体的な進捗及びその後の構想に至るまで、
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少しお答えをいたしたいと思っております。 

まずは、この話を受けまして４月９日ですので、選挙期間中もこれは千載一遇のチャンスです

ので、小国町民の皆さま一丸となってこのチャンスを逃さないように頑張って参りましょうと呼

びかけならが、私も選挙を戦ってきたところでございます。それが開けまして、いざ５月７日に

初登庁させていただきました。１週間ほど、正直申しまして様子を見させていただきながら、仕

事を覚えておりましたけれども、その次の週にまずプロジェクトチームの呼びかけを役場の課長

会議の中で月曜日の朝させていただきました。そのなかで、すでに学びやの里「北里柴三郎記念

館」の周辺では４月９日が終わってすぐから、もう動かれております。のぼり旗も立っておりま

すし看板も立っております。いろいろな動き等々が柴三郎記念館周辺ではなされているというの

は、もう知っているとは思いますけれども、また１３日、明後日には北里柴三郎博士の８８年祭

が東京で式典が行われますので、そちらのほうにも私は参加して参ろうと思っております。その

ときにもしっかり東京のほうで話をして参りまして、財団と一緒に調整等々を進めて参りたいと

思ってはおりますけれども、私は学びやの里、つまりは北里周辺地域よりももっと小国町全体に

波及を広げていきたいと思っております。ただ、先ほどから言いますように博士の名前の使用だ

ったり、デザイン等々の話だったり、申請許可をしていただくのには学びやの里が中心となって

今までしていただいておりましたので、そこを中心にまたお願いをしたいと思っておりますので、

一緒に連動して動きたいと思っております。 

次に、先日の課長会議の中で話をさせていただいたときに、各課から今回の北里柴三郎博士に

関するプロジェクトにしては、それぞれの課で動くこともあるかもしれませんが、どちらかとい

うと横断的な取り組みで動くことも多いと思われますので、各課から１名ないし数名出していた

だいて、そのプロジェクトチームに参加していただきたい。そして積極的に話を進めて参りたい

というふうに言いました。そのときに、まずは１週間ほど時間を皆さんにお願い申し上げまして、

企画を出してくださいというふうにお願いしましたら、次の週には１７名の方に手を挙げていた

だきました。その１７名の方が企画を持っていただきましたけれども、ここにその企画書があり

ますが約４８枚。たぶん企画にして１００以上の企画をすぐ持ってきていただいております。た

だこれを調整して今からそのプロジェクトチームの中で揉んでいって、まずは当然ですけれども、

あまり財源がかかるような話ですとできないと思いますので、まずはできるところからしていく

という会議を財団の事務局を含めて１２日、つまりは明日ですね、明日もう会議を第２回目を開

きます。具体的に何をやっていくのか、横断的に何をやるのかを含めて、もう話を進めて参りた

いと思います。そのときにもう行政内の話は大体できていくと思われますので、次は行政の外側、

つまりは民間の人たちにも参加いただける旨を募って、もう６月のできれは後半の時点には１回、

民間の方たちの事務局的な人たちかもしれませんけれども、団体の方たちを含めて集まっていた

だいて、また事業化を進めていけるような方向ができればなと思っているところでございます。
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なかなか民間と一緒になって進めていくという作業を含めまして、私が事務局というわけにはい

かないでしょうから、なかなか難しいところもあるのかもしれませんけれども、この企画書の中

身も含めて、やはり商品開発であったりとか情報の発信であったりとか、皆さまに６月後半には

具体的な中身をお知らせできる、できるできないは別です。ただし、企画の内容はお知らせでき

るというふうに思っておりますので、皆さまにも見ていただいて一緒になって取り組んでいただ

ければなと思っております。 

また、今の時点ではなかなか町の一般財源だけの話で進めていくというのも難しい状態にもあ

ると思いますので、例えば使えるのであればですね、今からの話であります。これができるのか

できないのかは、私としては約束はできませんけれども、例えばふるさと納税ではなくて企業版

のふるさと納税がございます。今から、先日上京をさせていただいたときに総務省の中でもお話

しをさせていただきましたけれども、国としてもそちらの企業版のふるさと納税にも今後力を入

れていくというお話しはありましたので、ぜひとも、そちらのほうでもしこれが使えればですね、

企画が必要になりますが企画が合えば、また他の企画でも構いませんけれども小国町に合えばぜ

ひとも進めて参りたいというふうにも思っておりますし、今年度はこの町の体制というか機構と

いいますか、あと人事関係はできるだけこのまま北里町政が続いてきたまま、今年度は続けてい

こうというふうに思っておりますが、来年度ではぜひとも北里柴三郎のプロジェクトに関しては

大きいか小さいかは別ですが推進室を作って、どこかの課の中に、小さいかもしれません。外側

かもしれません。いろいろ考えながらではありますけれども、その中で取り組んでいって夢チャ

レンジ等々の県の助成も含めて財源を活用させていただきまして、農商工観光繋げていって全体

への波及へと繋げていくというような方向で、私の頭の中でだけですけれども考えているところ

でございます。まずは、今年度はたぶんざっと考えただけでも、今十数個同時発進で企画が、私

はできるというふうに思っておりますので、できるだけ早い段階で進めて参りたいと思っており

ます。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） はい、ありがとうございました。 

博士といえばすぐに破傷風菌という言葉が浮かび上がると思います。世界的に医療的に貢献を

しっかりしています。今では、過去にはたぶん私も行ったことがあると思いますけれども、赤ち

ゃんが生まれて生後２カ月から子ども達のワクチンとして前になかったものもありますけれども、

Ｂ型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、４種混合それからＢＣＧ、ＭＲ、風疹麻疹、

それから水痘、おたふくかぜ、日本脳炎、いろんなワクチンが生まれて２カ月から１歳の間に行

われております。ほとんどが助成があっているので、いいところと助成をしていただきたいとこ

ろもあるというのは現状だと思っています。このワクチンとか、今子ども達の小学校の授業の中

で、たぶん昨日ですかね、子ども達が北里柴三郎の光るえんがわですかね、プロジェクターによ
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る授業があっていたと、たまたま私が今日の提案を考えていたときに孫から「こういうのがあっ

とよ」と聞いたから「じゃあ、どんなの」と聞いたときに、光るえんがわという言葉があって、

やっぱり少しずつ子どもの中にも溶け込んでいるんだなというのを感じました。それで、私が一

番提案したいのは、博士が生まれてから医者になるまで。それからこういうワクチンですかね、

それが子どものとき、乳幼児から保育園、幼稚園と小学校とですね、その段階に合せて、この博

士のワクチンだったり医者までの活動がですね、もしかしたら身近な絵本になるのではないかと

思って今日は提案したところですけれども、教育長はどうでしょうか。どういうお気持ちで聞い

てもらえますでしょうか。 

教育長（麻生廣文君） ４月９日、現実に私、ニュースで見ましたのは４月１０日の朝早くでござ

いましたけれども、本当に入学式の日にビッグニュースが飛び込んで参りまして、私個人として

も大変嬉しいニュースでございました。まず、そのときにすぐに考えましたのは、ちょっとお答

えから外れますけれども、小国学の内容をもっと柴三郎を中心にして充実したものにすることは

できないかということが１点。 

それからもう１つは、今教育委員会のほうで歴史遺産資料集、これは仮の題でございますが、

そういうものを作っておりますので、その内容の中で柴三郎の部分はもう少しページを増やすな

り、話題を広げる必要があるかなということ。 

それからもう１つ、学校の先生方が柴三郎のことをどれぐらい知っているか。先ほど江藤議員

から小国のことを学校の先生方にもっとよく知っていただくようにというようなことで、また頑

張っていただきたいという励ましをいただきましたけれども、その小国全体のことにつきまして

は夏休み等に見学などを教育委員会の主催でやっております。柴三郎については特に、これは自

分がまず出番を作らないといけないかもしれないというふうに思いまして、まず私のほうが柴三

郎関連の本をずっと読み、それから特に年表につきましては十何ページに渡るものを、ちょっと

自分なりに作り上げまして、まず柴三郎先生が何をしたのかということを０歳児から亡くなられ

る満でいうと７９歳までの部分をしっかり一つ一つ拾い上げて、まずは私自身が知るということ

から始まるかなと言うふうに進めていたところでございます。そうしましたときに、まず小国学

というものの中で取り組みを強化したいというのが一つ教育委員会として、教育長という言葉が

ございましたけれども、私自身もそういうふうに思っております。 

それから「光るえんがわ」、これは熊本の心という中に取り上げられた熊本県の道徳資料の中

のものでございます。その記念館のほうにも２階に常設してある中に展示してございますけれど

も、非常に素晴らしい話ができております。この話などを、あれは小学校低学年向けでございま

すので、このような低学年向けの話題というのは、非常に言葉は少なくて限られてきますけれど

も、非常に訴えるものがあるのではないかというふうに思っております。また、小さいときにこ

そこういう資料等に触れるということが非常に大人になって豊かな心であったり、あるいは郷土
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を愛する心に繋がると思いますので、議員がおっしゃいます絵本とかいうような考え方といいま

すか、着眼点というのは、非常に私自身は進めてみたいなというふうに思ったところでございま

す。とりあえずは、今作成中の歴史遺産資料集の柴三郎部分の話題をもう少し広めたり、もっと

子ども向けのものにしたりとかいう部分で、今のところ対応しているところでございますけれど

も、将来的にそうした内容を保育所等でも使っていただくこともあるでしょうし、そういう絵本

などに関連したような人との接触もできましたら、何かいい方向でいくのかなというようなこと

も考えながら、今議員の御提案をお聞きしたところでございます。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 今、教育長からお話をしていただきましたけれども、この柴三郎に関するプ

ロジェクトのチームの中でも、実は教育委員会に関係する所管の事業がたぶん１４、５項目実は

あったりします。その中に、実際、絵本という話はなかったんです。ただ、ありませんでした。

しかし、今日聞かせていただきまして、またこの中にもデザイン関係であったり、そういう部分

はもちろん許可申請は先ほど言いましたけれども、財団にお願いをすることとありますけれども、

実際デザインをしたり絵本を考えたりする中では、坂本善三美術館にも相談をしていきたいとい

う考えを実は持っておりましたので、実際、先ほどワクチンの話であったり予防接種の話であっ

たりというのは、穴見議員がしっかりお話しをしていただきました。予防医学の観点からも、福

祉課の所管もあると思いますけれども、やはりこれを子どもの小さい頃から根付かせるというこ

とは非常に大事なことであるというふうに思っております。ただ、形にできるかどうかを含めま

して、そのプロジェクトチームの中でも話していって、また教育委員会とも坂本善三美術館とも

関連の方たちともしっかり協議を進めて参りたいと思っております。よろしくお願いします。 

３番（穴見まち子君） ありがとうございます。この考えを持ちだしたのは、柴三郎記念館の１６

０周年の祭典がありましたときに、小学生の子どものお手紙があったですよね。そのことを思い

出して、ずっと毎日忙しいのですけれども、考えて思いついたところだったので。 

それから、この前ですね、教育長もおられましたけれども、人権集会がありましたですね。南

小国町役場の近くだったんですけど、小学校の先生と保育園の先生がおられました。ここにおら

れる河津先生もおられたのですけど、その中で講師の先生が「小さい時とか感受性のある子ども

に育てていただきたい」というのをヒントに考えてみました。これから先、いい方向に進むよう

に子ども達のために頑張っていけたらと思っております。柴三郎博士のことは、先ほど言いまし

たワクチンの関係は、ちょっとまだ聞きたいことはあるんですけど今日はこれくらいにして、福

祉課のほうにはまた聞きたいと思っております。 

これで柴三郎博士のことについては、終わりたいと思います。 

次に、熱田神宮の現状を質問したいと思います。 

中尾の熱田神宮の水が本当に枯渇してしまいました。私が先日行ったときには、右のほうが枯
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渇していたのですが、左のほうは少し流れて近くにテラピアを飼っているところがあります。そ

こを少しの水でそれを集めて、水中ポンプで上げて、そのテラピアのいるプールのほうに流して

いたので、魚は大丈夫かなと思っていました。 近、２、３日前にちょうど熊日の方が場所を知

りたいというところで、じゃあ連れて行きましょうかということで連れて行きました。そこを見

たら全然なくなっているのでですね、私自身もびっくりしたところです。ただ、連れて行ったと

いうとこだけなんですけれども、中尾地区の方がおられてですね、いろんなことを言われて私も

びっくりしたんですけれども、何もなく、周り的には今時期的に田植えとか行われていますよね。

その水が中尾から芹原、鯛の田と繋いで私は西里の端のほうの下城の近いところに住んでいます

けれども、うちはどうにか水を上げて田植えは終わったんですけど、もう１箇所の方は水はパイ

プで２本とも上げていますけれども、なかなか水が摂れなくて田植えが終わらない状態にありま

す。本当、水はこんなふうになって、気候の変動もあります。そして聞くところによると地下水

も鯛の田地区の方は１メートル以上地下水も下がっている。杖立地区もそれ以上下がっていると

は聞きました。それで、水が枯渇した原因というのは、私的にも気象状況であったり、いろんな

こともあるし、そこはいろんなはっきりしたことはないんですけれども、熱田神宮というのは１

２５０年ぐらい、いまから８４０年ぐらい前にあそこは熱田神宮としてしっかり祀られ、前には

水神様、後ろには神社がしっかり置いてありますので、水はどなたも分かっているとは思います

けど、大事な水は大切にしていかないとですね、これから先もずっと困るのは、たぶんこの段階

で身を持って皆さん感じていると思うんですよね。やっぱり一番管理されているのは、中尾地区

の方ですので、やっぱりそこの方が一番動いていらっしゃる。そして町の政策課も動いています。

見えないところで動いているのですけど、周りには伝わってませんよね。そこ辺のところで、何

か町としての今の現状をお伝えできるだけでいいので、何かありましたらお願いしたいと思いま

す。 

政策課長（佐々木忠生君） お答えいたします。 

熱田神宮の水が枯渇状態であるのは、５月１３日に中尾組のほうから連絡がありました。その

後、ちょくちょく町のほうも確認に伺っております。 近は全部の池というか、底にしか水がな

いというような状況を確認をしております。ただ、その水を利用して水稲を行っている中尾組の

農家の方で、水稲の作付ができていないというような状況も確認をしております。 

熱田神宮の湧水については、水質調査等の結果にもよりますけれども、ほぼ天水というか雨水

由来の水源であるというようなことが推定されております。また、神宮近隣で地熱発電用の生産

井の掘削を二重に事業者が行っているというような状況もございます。減水の要因と推測できる

ものは、湧水が先ほど申した雨水由来の季節の変動の大きい水源で、例年冬場に水位が下がって

おり、今年の冬も雪が少なく、４月５月も例年より雨量が少ない状況ということですね。これは

小国町全体でも水が少ないという状況が見受けられております。 
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また、先ほど申しましたけれども、神宮近隣で２事業者が地熱発電の生産井を試削しておりま

す。またその他にも造成工事や水井戸の掘削なども見受けられております。何分にも地中のこと

なので原因を特定することはできていないというような状況でございます。先ほど申しました水

稲の作付の部分につきましては、原因の特定をするのに調査に要する日数や費用等のこともあり、

早急な原因の特定は難しいというような状況でございます。 

しかし、水稲の植え付けができない状況は早急に対応が必要であり、現在中尾組の方々へは、

地熱発電の事業者それから町でいかに水を確保するのかを協議を進めております。現在、地熱発

電事業者の協力により、上流の沢からパイプを敷設しまして水を確保して、なんとか順次水稲の

植え付けを行っているというような状況でございます。 

３番（穴見まち子君） はい、そうですね。やっぱり、田植えができないというのが農家の方は一

番心配しているところだと思います。私は岳の湯地区に秋の稲刈りは行くのですけれども、やっ

ぱり３年前の地震がありました。そのときの地殻変動で田んぼの中で普通水がない所から出てい

たところもありました。たぶん、その地殻変動も少しは影響があるかなと思ってはおります。だ

から、掘るだけではなくて、これからいろんな方が掘られるときがあると思いますけれども、十

分にやっぱり水の大切さ、地元の方の水を使っているってところは、しっかり考えてもらって、

いろんな事業には先ほど町長が言われましたように、ゆっくり考えてですね。やっぱりそこには

水神様があったり神様がありますので、差し障りのないようにしっかりした考えを持ってやって

いただきたいし、やっぱり同じ中尾地区でも上のほうのところは岳の湯地区と一緒に基盤整備で

きれいに整備ができています。そこは十分に水があります。そのあと下のほうの中尾地区の途中

まではできているけれども、それから下が基盤整備ができていないので基盤整備をしたときにも

う少し水路を確保しないと、このような水がないことが起こることは想定できなかったかもしれ

ないけれど、やっぱり田植えの時期とか水を下のほうに流す水路とかをもう少し行政が考えてや

れば、田のほうは少しは水場はできたかなと思っているところはあります。大変ですけど、やっ

ぱり水というのは農家の方が田植えをするので、一番大事な水が上からは流れてきますけれども

私の家も農家ですけれども、足りない分は川からポンプを使って上げていますけど、それでもこ

のような天気のときはまだまだ植えていない方がたくさんおられます。こんなときに、やっぱり

中尾地区は水の管理をし、その地域の方は熱田神宮を管理していますので、周りの方はとても気

になると思います。しかし、この前、業者の方と行政、それから中尾地区の方の話し合いがあっ

たと思いますので、先ほどの話ぐらいで何か話すことはないでしょうか。先日、中尾地区の方が

行政の方と中尾地区の方で話し合いをするというような感じを聞いたんですけれども、やっぱり

解決策というのは水路のパイプを引くぐらいの話で終わったのでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先程来から穴見議員のお気持ち、すごくよく分かります。水に対しての気持

ち等々は非常に大事であるというふうに思っておりますし、熱田神宮に関しましても私も現地を
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何回も確認いたしました。そして５月７日に初登庁してから、政策課のほうともお話しをずっと

ほぼ毎日のようにさせていただいております。ということは、私がさせていただいているように、

政策課は逆に言うと毎日動いているということでございまして、なかなか目に見えないところで

動いていることに、穴見議員言われるように、ちょっともどかしいところがあるかもしれません。

しかしながら、水の問題等々は非常にナイーブなところも含んでおりますので、そのナイーブな

ところも含めて進めさせていただきたいという点では、間違いなく行政は動きを止めることはあ

りませんので、そこをぜひ信じていただいて、行政としても民間とそれから業者と行政と一緒に

なって話を進めさせていただきたいというふうに思います。なかなか、先ほども言いましたよう

に、見えてこない部分がありますのでもどかしいでしょうけど、ぜひとも御理解をいただきたい

と思います。 

３番（穴見まち子君） 周りの方は、やっぱり今町長が言われたように行政は動いているのだけれ

ども、動いていないんじゃないかとしっかり言われるので、やっぱりそこは動いているというこ

とが伝えられてよかったかなと思っております。 

これからもしっかりと行政は地元の方と話して動いて、なかなかスムーズにはいかないと思い

ますけれども、十分協議をしてこれからの町のＳＤＧｓですか、それも関連してきますので、先

ほどの町長の言葉にあったとおり、じっくりゆっくりと行動していってもらいたいと思っており

ます。これで終わります。 

議長（松﨑俊一君） 予定しておりました４人の一般質問が終わりました。これで本日の一般質問

を終わります。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。明日の１２日水曜日は４名、西田直美議員、

児玉智博議員、大塚英博議員、時松昭弘議員の一般質問を予定しております。 

本日はこれにて散会いたします。 

お疲れ様でした。 

（午後２時３８分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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議事の経過（r.1.6.12） 

 

議長（松﨑俊一君） 皆さま、おはようございます。 

昨日の一般質問でも水の枯渇の問題提起があったように思いますが、小国地方でも水不足によ

り田植えができていないところがあるようです。憂慮すべきことと思います。今年の冬に雪が少

なかったこと、空梅雨なのかまだ梅雨入りをしていないことなど、いくつかの要因があるように

思います。深刻な問題であると感じております。 

さて、本日は６月定例本会議３日目でございます。 

議員各位並びに執行部とも、しっかりとした論戦を期待いたします。 

ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は一般質問２日目となっていますので、直ちに質問に入ります。なお、本日の質問者は、

西田直美議員、児玉智博議員、大塚英博議員、時松昭弘議員となっています。よろしくお願いい

たします。 

本日 初の質問者、西田直美議員、登壇をお願いいたします。 

７番（西田直美君） おはようございます。７番、西田直美です。 

本日、初めての一般質問をさせていただきます。初めてで不慣れなことがございますので、勉

強不足とか思い違い、勘違いをしているところなどありたしたら、ぜひ、御指摘いただきますよ

うお願い申し上げます。 

まず 初に渡邉町長に、これは確認なのですが、私はこの度はじめて町議で席をいただきまし

た。何分不慣れなのと、今までこちらの席で考えてきた一般町民としてしか考えてこなかったも

のですから、町民の代表の一人ということになりますと、私は町民の皆さんと一緒にやるんだと

いう気持ちです。町長も今度新しく町長になられました。それから役場の職員の皆さんも、全て

町民のため小国町のためという共通の意識のもとに、私たちはこの場に立っていると思うのです

が、そういう認識でよろしいでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 西田議員、おっしゃるとおりの私の見解でございます。私も議員時代２期８

年間務めさせていただきましたけれども、町長になりましてもその気持ちは変わることはござい

ません。しっかりと町民目線を大事にしながら、みんなと一緒になって町民のために奉仕をさせ

ていただきたいと思っております。 

以上です。 

７番（西田直美君） ありがとうございます。力強いお言葉で、ぜひ皆さんと力を合わせて小国の
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ために頑張っていきたいと思います。 

今日の質問ですが、まず第一に「町情報の発信について」ということで、情報課にお話しを伺

いたいと思います。町民の方々が、町の情報を得るというのはどういう方法があるかというと、

まず広報おぐに、それからケーブルテレビのおぐにチャンネル、通称おぐチャンですね、それか

らエフエム小国、それから町内放送があります。朝晩の町内放送、それともう一つは町のインタ

ーネットのホームページ。大体これが主な情報源になるかと思います。 

それで広報おぐにについて、ちょっと気になることがありますので、お伺いいたします。これ

が広報おぐにの５月号、先月号になります。私もいくつかのよその広報をチェックしたのですけ

れども、小国の広報というのは毎月、月の半ばに始まって翌月の半ばということになっているの

ですが、よそを見ると必ず１日から月末までというのがどこもなっているんですね。これは何か

理由があってこういうふうになっているのでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） おはようございます。今の御質問に答えさせていただきたいと思います。 

「広報おぐに」つきましては、長年、部長を経由いたしまして、配付するようにしております。

それによりまして、各行政部長に配付する日にちとしましては、役場から１０日に発送という形

になりまして、それから組長、それから各世帯に配付していただくというような流れになってお

りますので、そういった形でお手元に届く日にちが大体１５日前後になろうかというふうに思っ

ておりますので、長年そういった慣例がありましたことで、そういった日付でお出ししていると

いうふうに思っております。 

７番（西田直美君） これは部長経由、組内に入っている方達を対象としてということであって、

現在組内に入っていらっしゃらない方とかも、結構私もそのうちの一人なのですが、そういう方

達が手元に入るというのも、やはり郵便局に行ったり役場でもらったりとかという形でないと手

に入らないのですが、それで日にちを変えるという予定自体は今のところないということでしょ

うか。 

情報課長（北里慎治君） 一応、昔から小国町は納税組合がありまして、行政部長という組織があ

りまして、そこにたくさん住民の方が入っていただいたという経緯があってからの流れというふ

うに思っております。議員がおっしゃるとおり、 近、近年はその組にも入っていないという方

もいらっしゃいます。そういった方に対しまして、情報課としましては御希望があれば郵送とい

う形を取らせていただいております。今のところ町内で１０名、町外者で３名という方が御希望

がありましたので、情報課で郵送という形になっております。 

その他につきましては、各町内の団体といいますか会社、銀行とかですね、あとゆうステーシ

ョン、公立病院、郵便局、社協、そしてスーパーではフレインとマルミヤ、こういった所にも協

力いただきまして、町内では１３箇所、そういった少し多めの部数を置かせていただいていると

いう状況でございます。 
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以上です。 

７番（西田直美君） ありがとうございます。できれば、見る側としては読む側としては、月初は

じまりの月末のほうが計画的にも分かり易いのではないかなと思いますので、できれば御検討い

ただきたいなと思います。 

その次に伺いたいのは、各記事についてなんですけれども、この１年間ほど広報を読ませてい

ただいておりますが、レイアウトとか配分ですね、記事の内容配分というものがあまり変わった

様子が見られないと思います。正直申しまして、森林組合とかが毎号１ページとかかかっている

んですけれども、木材価格というのが必ず載っているんですね。木材価格が必要な人が果たして

町民の中にどれぐらいいらっしゃるか。本当に木材価格が必要な人は、もうすでに森林組合に入

っているような方ではないのかなというのが、私の個人的な感想です。 

それから公立病院ニュースとかいうのもかなり入って、先生の御紹介とかもあるのですが、例

えば今の季節であれば虫刺されになるような時期なので、こういうふうに応急処置したほうがい

いですよみたいな、イラスト入りの町民の方が分かり易い情報を得られればいいかなというふう

に思います。なのでこういう記事の内容を検討する方、書かれている方というのはどういう方た

ちがいらっしゃるのでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） 議員おっしゃられますとおり、森林組合、消防署、小国警察署、高校、

そういったところにはそれぞれ町のほうに広報に出させてほしいという依頼がございますので、

毎月それを出させていただいているということでございます。 

町といたしましては、各課に広報委員というのを置いておりまして、その方たちから各課でい

ろんな情報、広報に出すべき情報があればそこで集約していただいて、情報課のほうに上げてい

ただくと。流れとしましては、情報課のほうで編集いたしまして、そして編集したものを印刷会

社に委託するというような流れになっております。当然、月によってはいろいろページ数が多く

なったり情報が多くなったり、また少なくなったりということがあると思いますが、基本１６ペ

ージというふうに考えておりまして、１６ページで収まるときは収まる。そして１７ページ、８

ページになったときはその分をちょっと増やすという。ページですが２ページ単位になりますけ

ど、そういうふうに増やしていくというような状況で、柔軟な対応をしていくということでござ

います。 

以上です。 

７番（西田直美君） それで発行予算というのが、これ表と裏表紙はカラー刷りになっているので

すが、中は全部白黒ですね。これは予算というのはどれぐらいかかっていて、もしこれを中のほ

うも例えば面白い記事とかあったときにカラーのほうがアピールするんじゃないかというふうに

思うのですが、それを全部カラー刷りとかにすると予算がよほどたくさん掛るようになるのでし

ょうか。 
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情報課長（北里慎治君） ちなみに今年度の予算は２０２万４千円というふうに計上させていただ

いておりますが、２、３年前の話ですが正式に見積もったわけではないのですが、業者と話した

ときはオールカラーなら大体倍ぐらいになるよというふうに話は聞いたと聞いております。 

各市町村の広報が、うちも送りますけれども先方からも来るようになっていますが、確かにう

ちのようなやり方をしているのは隣の町とかですね、大体少なくなってきております。中を少し

カラーといいますか２色刷りといいますか、黒ではなくて少し水色系にしたりとかいろんな工夫

をされている市町村は確かにございますので、オールカラーがいいのか少し変化を持たせるよう

な色にするのかというのは、確かに議論していかなくてはいけないところだなというふうに思っ

ております。本年度は一応こういうふうに進めていきますが、来年度以降の中でいろんなことを

考えていきたいと思っております。 

以上です。 

７番（西田直美君） 「広報おぐに」は、やはり紙媒体のもので、高齢者の多い小国町にとっては

１カ月ずっと手元に置いて町の情報を知る大事な手段だと思いますので、役立つ情報を魅力的な

紙面で町民の方にお届けしていただければと思いますので、ぜひ御検討のほどよろしくお願い申

し上げます。 

続きまして、小国町のホームページについてお話しを伺いたいと思います。これがパソコン画

面に出てきます小国町のホームページのトップページになります。左側のほうにいろんな所から

「人生のできごとから探す」とかいう検索の欄があります。右側のほうに申請書のダウンロード

であるとか小国町観光、ふるさと納税、それからリンク先が書いてあって、真ん中のほうに 新

情報、新着情報とか町からのお知らせがあるのですが、このホームページなんですがお伺いしま

す。誰が見ること、誰がアクセスすることを主に対象として考えて作られているのでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） 町のホームページですので、小国町に興味があっている方、小国町にい

ろんな思いがある方が対象と。要するに全ての方、小国に興味がある方は全てというふうに思っ

ております。 

７番（西田直美君） 私も「広報おぐに」が町民の方が主に見るものと考えれば、ホームページに

ついていえば外部からのアクセスをメインにということを考えるのは当然のことかなとは思いま

す。ただし、住民の方でも若い方とかは全部インターネットでダウンロードして、いろんなこと

を情報を得たいというのはありますので、町民向けそれから明確に外部からのアクセスに情報を

与えるということは、分かり易くしなければいけないと思うのですが、残念ながら今の状況で非

常に見づらいと感じます。というのが、親切でないというか、外部からの方はここを見るといい

ですよとか、町民の方はまずここにアクセスしてみてください、そうしたら町民向けの情報はこ

こから出ますよというふうに、ワンクリックで情報を町民向けとか外部からのアクセス向けとい

うふうに分けられればいいと思うんですよね。ページを一旦そこに入れて。更新の頻度とかとい
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うのもちょっと気になりますので、この辺のところを伺いたいのですが。更新の頻度の目安とい

うのは、大体どれくらいにして、それから各記事のアップロードする担当はどなたがやっていら

っしゃるのでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） まず更新のアップロードする担当といいますのも、先ほど広報と同じよ

うに各課にホームページの担当という形で決めさせていただいております。因みに平成３０年度

の更新件数というのは１６５件更新しております。簡単にできるものにつきましては、その担当

ですぐにできるというふうになっております。そして、このホームページの更新の担当の職員に

ついての研修というのも、年度当初に毎年行っているところでございます。 

あとホームページの中の例えば画像を載せるとか、少し大掛かりなことになってきますと、専

門の業者に委託するというような形になりますが、なるべく時間を掛けないようにその辺は更新

していくということになっております。先ほど議員がおっしゃられましたとおり、町外者町内の

方というふうに分けては見たときはありませんが、暮らしの画面がありますので、そこにクリッ

クすれば各課の情報というのは見ていけるというふうにはなっております。そこは少し、検討課

題になるのかなというふうには思っております。 

以上です。 

７番（西田直美君） 思ったのがですね町民向けで「目的からさがす」とか「窓口からさがす」と

あるんですけれども、ではここの「窓口からさがす」で例えば「政策課」をクリックしてみます。

ここって何をするんだろうなと思ってクリックすると、「主な業務内容」というのが出てきます。

政策課の主な業務内容というのが出てきて、そこには「まちづくり係総合計画まち・ひと・しご

と総合戦略地域公共交通」、などと書いてあるのですが、そこをクリックしてもそれ以上の説明

は出て来ないので、一般の方がそれを見たときに果たしてこれは何ぞやと。内容は「ああ、こう

いうことをやるんだな」ということを分かるのは難しいと思います。それは内部の方でお仕事を

いつもやってらっしゃる方であれば、これのことはここに行けばいいしとか、業者の方でそれを

知っている方であればいいのですが、一般の方がそれを知ろうと思うのではこの情報は余りにも

少なすぎると思います。ぜひ、この辺のところの説明を町民の方がどなたが見ても分かるような

紙面づくり、画面づくりにしていただければと思います。 

あと更新なのですが、去年平成３０年に１６５件更新があったということだったんですけれど

も、びっくりしたのがやはり「イベントカレンダー」とここにあるんですね。イベント何がある

んだろうと思ってクリックしました。そしたら、今年の１月から６月までイベント欄は空欄です。

何もなかったです。それから、ここにリンクの先とかで薬味野菜の里もあります。「薬味野菜の

里」をクリックします。そうすると、去年の１０月のオープニングイベントの案内のみです。そ

れ以上一切更新されておりません。薬味野菜の里なんて外部から来た方にせっかくあそこで小国

の野菜を買っていただきたいと思って作っているところだから、来る前に皆さん、必ずよその方



 

 6 

は小国のホームページとかフェイスブックとかを必ずチェックして来ます。そこに情報が入って

いなければ、何のためにあるのやらになってしまいますので、ぜひともこの辺は更新を再々度々

できるようにしていただきたいと思います。実際にはフェイスブックのページがあれば、そこで

今日採った野菜の写真をそのままで上げることはできるはずなんですね。だから、そういうこと

もやっていただきたいと思います。「ＳＤＧｓ未来都市、環境モデル都市」というのが、ここを

クリックします。ＳＤＧｓは今小国が力を入れていることなので、ここに関しての情報はありま

す。環境モデル都市に関してもちょっとありました。でも、その下のバイオマスであるとか地熱

であるとかというのは、「ただいま準備中です」というのが、私はもう何カ月も前から見ており

ますが、ただいま準備中のままです。ということは、この欄はないほうがいいくらいです。いつ

まで経ってもやらないんだなとなると、ないほうがいいくらいのことではないかと思いますので、

それだったら一旦消しておくほうが、まだ見る方にとっては親切だと思います。がっかりさせな

いだけで、良いのではないかなと思いますので、ぜひその辺も考えていただければと思います。 

後に質問を伺いますが、お金をかけずに工夫してリニューアルすればいいことだと思います

ので、画像のアップロードもそれほど難しいことではないのではないかなと思いますし、今年Ｉ

ＣＴの地域おこしの方が来られているということなので、そういうところで研修などもやって、

ホームページのリニューアルをする予定というのはありますでしょうか。 

情報課長（北里慎治君） 今現在のホームページにつきましては、平成２７年ですかね、３年前に

新たにリニューアルして作成した分でございます。そして、その業者につきましては、それは法

の改正がありまして、できるだけ簡単に操作ができるようにという法律ができまして、それに合

せて作成できた。そして、委託した業者につきましては、県内で今現在１０市町村が同じような

画面を使ってのホームページを作成しているということになります。それによって、統一的なも

のになってきますので、コストが下がって来るというような効果もあります。年間委託料につき

ましては、予算組みもしていますから１０万円ほど毎月毎月その業者には入っております。今回、

そういったふうな大掛かりなものではなかったんですが、そういった画像を入れる。実はホーム

の第１ページを開けますと、柴三郎博士の決定という画面が出てきます。それもこの４月以降に

入れたのですが、それも委託料の中に入っているというような流れですので、要するにホームペ

ージにつきましては、その委託費の中で全て管理されているというふうに思っております。 

例えば、法が変わりまして大きな変更をしなくてはいけないとかなってきたときは、関係市町

村もありますので、事前に連絡をいただいてそれを予算化していくというようなことになります

ので、当面このままでいくこと。あとは議員がおっしゃいますとおり、内容をかなり充実させて

いかなくてはいけないなというふうには思っています。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 情報提供をありがとうございます。 
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私としましては、そのホームページは内容、職員でアップロードできる内容に関しては充実が

さらにできるように、間違いなく今からしていただきたいと思います。まずは、各課で担当され

ていると思いますので、そこで話をしてもらって、今後は先ほどから言われるようにそんなに難

しい方法でアップロードするわけではないと思います。情報として新しい情報をたくさん出せる

ように、私のほうも指導していきたいと思います。 

７番（西田直美君） よろしくお願いいたします。 

続きまして、教育委員会のほうにお話しを伺いたいと思います。故郷に帰りまして、２０１２

年から２０１５年まで小国高校、そして２０１６年から先日２月末まで３年間小国中学校で英語

を教えておりました。今までにない経験でですね、学校の中にいることで、それまでの自分が学

生だった立場、それから子どもを育てたときに保護者として学校と関わったときの立場、そして

今度は学校の職員室の中から教師として見たときの立場というのを、３つを経験させていただき

ました。大変貴重な経験だったと思います。そして、それぞれの思い、子ども達のためにという

思いはみんな同じなんですけれども、その保護者と教育委員会と学校とそれから地域社会と、み

んなが力を合わせて子どものためにというところなのですが、なかなかここのコミュニケーショ

ンが上手くいっていないところがいろいろあるな。なかなか話ができないところがあったり、話

をしてもそれが通じなかったりということがあるなと思って、考えさせられることがたくさんあ

りました。それで、今日は少しその辺のところをうかがいたいと思います。 

こちらは平成３０年度の小国中学校の学校経営案の中にあります教育委員会の努力目標です。

これに「小国型教育」すなわち、小学校と中学校が一貫した小中一貫教育ですね。小国型教育の

推進とあって、「１.英会話化、２.小国学総合的な学習の時間、３.基礎基本の定着、確かな学力

の向上を中核に据えた、小国型教育を推進するため、小国町教育研究会の活性化を図り、チーム

小国の教育を充実する。」とありました。また、「学校運営協議会コミュニティースクールの効果

的運営を図り、児童生徒の教育活動に対し町民上げての支援体制を確立する。」ともあります。

ただ、保護者の方も地域の住民の方も、こういう言葉を先ほどの役場の中の業務ではないのです

が、あまり知られていない、お馴染みでない言葉とか内容というのが多いと思いますので、まず

お伺いします。小国町教育研究会と学校運営協議会コミュニティースクールについて、簡単に御

説明ください。 

教育長（麻生廣文君） はい、お答えいたします。今議員がおっしゃいますように、地域であった

り家庭であったり、学校、教育委員会、それぞれの機能のもとに町の教育がしっかり向かってい

くといいなという思いでございます。今聞き慣れた部分でございますけれども、まずチーム小国

の教育という点を御紹介いたします。これは私が赴任いたしましたときに、小中学校別々の教育

研究会がございましたので、小中一貫ということで本町内でも進めておりますので、研究会も小

中一貫したものがいいのではないかなというようなところで、一緒にできるところについては一
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緒に進めていただきたいと思いまして、平成２９年度から立ち上げたものでございます。今年度

は８回ほど、年間に３０数回校内研修あるいは職員会議等があるかと思いますが、その中で年間

８回程度は小中一緒のチーム小国の教育で進められる部分があるかなと思っております。 

内容的には、昨年度まで６部門でございましたけれども、今年度は心に関わる部分、それから

学力に関わる部分、それから健康体力増進に関わる部分の、「知・徳・体」の３つに再編いたし

まして、小中高校の先生方が同じ共通理解をもって進めていこうということで、今取り組んでい

るところでございます。いずれにしましても、知・徳・体バランスのとれた子ども達を育ててい

きたいというところで、小中学校で一緒になって取り組めるところはないかなというようなとこ

ろで、小学校１年生から９年生までを見通した中でのカリキュラムであったり、あるいは子ども

達にどういう配慮をしていこうかとか、こういう内容を指導していこうといったような部分で、

今取り組んでいるとことでございます。 

２点目がございました。学校運営協議会というのがございます。これは年間に５回ほど行って

おりまして、内容につきましては教育委員会が学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を置く

学校指定ということでございます。小国の場合は小中学校１校ずつでございますので、もともと

この学校運営協議会は小学校と中学校に置きました。ただ、これまた先ほどの小中一貫ではござ

いませんが、この学校運営協議会を小中学校一緒のほうが取り組みが充実するのではないかとい

うようなところで、合同のものを現在進めております。参加者につきましては、学識の経験者で

あったり、あるいは大字協議会の６地区からの部長、代表の方だとか老人会であったり婦人会で

あったり商工会であったり、学校のＰＴＡ関係、学校の校長教頭あるいは職員、あるいは事務局

員といったようなところで構成しております。学校の活性化というものをしっかり狙ったもので

ございますけれども、内容としましては年度当初に学校が１年間の基本方針等を説明すると、そ

れに対して意見交換をする。２回目は例えば 近の教育課題といいますか、学力に関することで

あったり、いじめ・不登校に関することなど、学校生活全般に関わるような内容で非常に課題に

なっている部分についての話し合い。それから第３回目が小中学校を視察していただく。第４回

目が１１月ごろになりますけれども、職員体制だとかそれからこういう人が小中学校に学校の先

生として赴任してもらえるとありがたいなとかいったような部分での人事に関することなど。そ

れから 後に第５回として、進路に関するようなもの、あるいは学校評価に関するようなものを

やっております。 

以上です。 

７番（西田直美君） その中に、確かな学力の向上、基礎基本の定着というところがありますけれ

ども、具体的にどのような学力の向上の方法を取られているのかというのを、簡単に御説明いた

だけますでしょうか。 

教育長（麻生廣文君） まず、学力の向上といいますのは、議員がおっしゃいます平成３０年度の
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成果ですね、それと今年度の課題というような点で考えております。実際に１月９日に総合教育

会議というのを行いまして、これは町長、総務課長あるいは教育委員、それから事務局員が参加

して平成３０年度の総括を私のほうで申し上げて、それをもとに今年度のこういった点に力を入

れていこうということをお互いに協議をする。併せて、予算が反映できるというようなものもご

ざいますので、１月にして３月議会にかけているというような部分でございます。例えば、ちょ

っと離れますが、昨年度であれば空調機器といいますかエアコン等の話もそこでさせていただい

て、３月議会で認めていただいたというような部分がございます。 

学力のほうに戻ります。実際に昨年度の全国学力調査、あるいは県の学力調査等で国語のＡＢ、

それから算数のＡＢ、これは例えば小学校でございますが、国語のほうはやや下とほぼ同程度、

それから算数のＡＢはやや下というのが出ております。それから、県の学力調査では国が１０観

点中１０で県平均を上回っているところがございましたが、算数のほうが若干下回っている部分

がございました。 

それから中学校で全学長関係では、国語ＡＢは両方とも少し又はかなり上回っているところが

ございます。それから数学のＡＢがＡがやや下まわりＢがやや上回ると。理科は全国あるいは県、

かなり上回ったところがあります。それから県の学力調査、中学校でございますが、７年生はち

ょっと小学校でございましたが、８年生９年生をみますと国語がほぼ県並み、社会・数学・理

科・英語が県を上回っております。９年生は国語・社会・数学で少し下回ると、理科・英語は県

を大きく上回っております。これは学年差がございますので、毎年少しずつの変化はございます

けれども、全体的に見まして少し小学校のほうでは特に算数ですか、このあたりがしっかり取り

組んでいく必要があるなというようなことでございましたので、校長等とも話し合いまして、小

学校の研究はこれまで国語をずっと長いことやっておりました。ある程度の結果も出てきている

なというようなところで、今年度については算数に向かうがいいだろうというところで、共通理

解を持ったところでございます。 

それから中学校におきましては、各教科がそれぞれ担任の先生がいらっしゃいますので、それ

ぞれの教科担任が教科の経営というものをどうするかということで、取り組んでいこうというふ

うにしているところでございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） はい、ありがとうございます。 

しっかり学力をつけていくというのは、本当に大切なことだと思いますので、ぜひよろしくお

願いを申し上げます。 

続きまして英語教育についてお伺いします。私自身が教えているのが英語が教科だったので、

その辺についてお話しをさせていただきたいと思います。昨日、江藤議員の質問に対して答えら

れた際に、教育長が「平成２１年から小国は特例校として小学校でも英会話をやってきた」とい
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うふうにおっしゃっています。小国の子ども達は本当にその点は恵まれていると思います。たく

さんのお金を使ってくださって、予算を使ってくださって勉強の機会を与えてもらえるというこ

とは、実際に高校のときにいろいろ問題はあるんですけれども、高校で教えた際に、読めない書

けない、英語が苦手という子が非常に多かったのですが、それでも耳は良かったんです。リスニ

ングで取るんです。英検があるのですけれども、英検でリスニングがいいので、ライティングは

悪くても合格というのが今までは多かったんですが、２年前から、もう１年半前からですが、英

検の団体もそういうのではいけないということになって、今まではライティングが悪くてもリス

ニングで取ったら埋め合わせとして合格していたんですね。ところが１年半前から英検のほうで、

それはまずいだろうと。偏ったものではいけないということになったので、今度はどちらもある

程度の水準に達していないとアンバランスでトータルの点数では合格はしないというふうになり

ました。なので要するに、読む・聞く・書く・話すこれ全部の４つのスキルがバランスが取れて

いないといけないということです。逆をいえば、この間の新聞に載っておりましたが、今度から

大学入試のときのリスニングの点数がぐっと上がってきます。一生懸命お勉強だけをやって書い

たりすることだけをやってきた子にとっては、今度は耳を鍛えていないといけない。要するにバ

ランスの問題だと思います。 

そこでお伺いいたします。小中学校一貫で、今英語教育をやっていらっしゃいますが、年間予

算としては英語教育にどの程度を使っていらっしゃいますでしょうか。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 今、予算についての御質問なんですが、小中学校英会話関連

の予算ですね。当初予算で上げさせていただきまして、もう決議をしていただいているのですが、

全体で５２５万円です。その内訳としましては、小学校が３２６万円、それと中学校が１５６万

８千円です。それとその他に夏休みの小中合同の学習会とか放課後英会話教室等もやっておりま

すので、それの予算としまして４２万２千円です。トータルが先ほど申しました全体５２５万円

ということになります。 

以上です。 

７番（西田直美君） 小学校の予算が３２６万円、それに対して中学校がその半額以下、１５６万

８千円ということなんですが、来年４月から小学校５年生からも英語が教科になります。年間７

０時間というのが教科になり、それを通知表にもつくということにはなるので、今小学校が非常

に大変な時期に来ているのだろうということは十分に拝察できますが、そもそも中学校で英語の

時間というが、これは教科です。今のところ小国中学校でいくと教諭が一人、臨採の教師が一人、

それから英会話の非常勤講師日本人講師が１名、３名体制でやっております。英会話の非常勤講

師、これはこの間までの私の立場だったんですが、これは県の給与体系の分になりますので、１

時間いくらという、１コマいくらという計算になります。それに対してＡＬＴ委託料ですね、こ

れが３２６万円というのはかなりの、しかも小学校にだけしか来ていないというのはどういう理
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由になるのか、ちょっと教えてください。 

教育委員会事務局長（石原誠慈君） 今議員のほうからありました小学校については、委託をして

英会話教室のほうを指導していただいております。授業数といいますか、小学校の場合は週５日

ですかね、月曜日から金曜日まで、時間的に朝８時半から午後１時半までということで時間数は

小学校についてはまた学年も６学年ありますので、その時間数の割合が違うというところでござ

います。 

７番（西田直美君） それはちょっとおかしいかなと思うのですが、去年までだと火曜日から火水

木の午前中しか来れないということで、ＡＬＴは火水木だけしか来ていなかったですね。５年生

６年生のが入るからということで、それの準備とかがあるというので、多分去年は増えたかなと

は思うのですけれども、この金額自体は３年前に私が知ったときもほぼ変わらない金額だったと

思います。なので、時間コマ数で増えたというわけではなくて、ずっとこの金額がきてたんでは

ないかと思うんですね。今年６万円増えたというのは、たぶん去年私が放課後英会話をお断りし

たので、放課後英会話が必要ないと思ったのでお断りしたのですが、まだ続けられたのでその分

だけが増えたのかなとかちょっと思ったりはしているのですが、金額は金額で構わないのですが、

やはり中学生に外国人の先生が来るというのは、ある意味当たり前だと思っているのですね。

初の３年のうちの１年目は私は外国人と一緒にやりました、ＡＬＴと。ところが、外国人であれ

ば誰でも英語を教えられるというわけではありません。本当であれば、ＥＳＬとかＴソールとか

いう資格を持っている、要するに母国語が英語でない人に英語を教えるためのスキルを持った人

が教えるのが望ましい、というのがあるのですが、それもちょっと私は１年半ほど前に御提案さ

せていただいたことがありましたが、それもちょっと何も話がなかったので、しょうがないかな

と思っているのですが、少なくともその辺の見直しとか、毎年この先生、このＡＬＴはこれだけ

のことをやって、この子たちがこれだけの上達をしたということのフィードバックであるとか、

いわゆる評価イバリュエーションというのをやらないと、マンネリ化しただけの中では上達をし

ていかないと思うのです。それをぜひ、何かいろいろ検討していただきたいと思うのですが、い

かがでしょうか。 

教育長（麻生廣文君） 今の件につきましては、議員がおっしゃるとおりだと思っております。実

は昨年、そうした話が来ておりまして、担当のほうともしっかり話し合いをしたりして、いろい

ろな方面で探したり、いろんなこともやっているところではございますけれども、残念ながらま

だ今のところ外国人の方に中学校にという部分については、できていない部分もございます。そ

んな中で、ただこれまで議員の立場に代わる人でもというようなところで、今年度はそれもぎり

ぎりになりまして何とか見つかったというようなところがございます。引き続き、どうした形が

一番望ましいか、あるいは子ども達に一番返るかというようなところで考えて、人材の確保等に

つきましても今後とも力を注いでいきたいなと思っております。大変、ありがとうございます。 
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７番（西田直美君） よろしくお願いいたします。 

それから、英語に関して 後にもう１つだけお伺いしたいと思います。 

今現在、中学校と高校で年に１回、子ども達は全員英検を無料で受けさせていただけるように

なっております。これは子ども達にとっては、とてもラッキーなことだと思います。何千円かす

る受験料を町のほうで持っていただけるということは、大変ありがたいことなんです。ところが

問題があって、これは何が問題かというと、受けたい子に無料で受けさせていただけるのは、大

変ありがたいです。ところが何でもそうですが、得手不得手があります。英語が大嫌い、苦手と

いう子もいます。私は高校とか中学でも、英検のときに試験官として入ります。そうすると英語

の苦手な子というのは、もう試験を受けること自体をしたいとは思っていません。ところが全員

受けなければいけないというふうになっているので、受けます。まず名前を書いて、「はい、始

めます」と言ったときに、全部マークシート方式なので全部マークシートに丸をチェックします。

寝ます。これが現実です。これにお金を使っているのです。町の税金を使っているのです。これ

は必要ないと私は思うのです。だから受けたい子にはぜひ、受けさせてあげてください。でもで

すね、受けたくない子に。学校の先生たちも大変なんですよ。その子たちを何とかして受けさせ

てあげたいとは思うのです。９年生、中学校の３年生になっても中１レベルの英検を受けること

に果たして意味があるのかどうかです。それで、頑張れるっていうのであればいいのですが、な

かなかそういうふうに思ったような効果が出ているとは私は自分の経験から思えないので、ぜひ、

これについても検討をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

教育長（麻生廣文君） 英会話化につきましては、町の教育行政の一つの大きなポイントとして取

り組んでおります。今、議員がおっしゃいますように、子ども達のなかには非常に苦手にしてい

るような子どももいるということはお聞きしております。しかしながら、一番 初にやはり私た

ちはこの英会話化というものは、先ほど町の一つのポイントなんだという話をいたしましたよう

に、大きな施策の一つだと考えておりますので、子どもなりあるいは保護者あたりとの連絡など

をしっかり取りながら、意識改革もしていく必要があるかなとは思っているところです。そうし

たうえで、どうしてもという子どもについては、またそれなりの配慮をして参りたいと思ってお

ります。 

まずは、何とか頑張る子どもを育てたいというのが、それはベースにしたいと思っております

ので、御理解いただきたいと思います。その上で配慮すべき子どもについては考えていきたいな

と思っております。 

それから、結果といいますか議員はもうご存知かもしれませんけれども、小学校５年生がブロ

ンズというものを受けております。これが大体昨年度９０％、全国８５％の正答率のなかで９

０％を小国小学校は切っております。６年生がシルバーの獲得、この平均正答率が全国８０％に

対して８１％といったところで、これはほとんどの学校が受けるのではございませんで、英語と
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か英会話に取り組んでいる学校の子ども達が受けるということでございますので、この８０以上

というのは非常に大変な数字であるということを申し添えます。 

それから中学校で９年生の英語検定の３級合格者、昨年度が５９.５というふうに１２月末に

中学校から報告を受けております。文科省の数値目標が５０％を掲げておりますので、それはこ

こ数年クリアもしておりますし、ここ６、７年かけて３０％程度からずっと現在６０％近くまで

に上がってきている。非常に伸びてきているところでございます。関係の先生方、学校には非常

に感謝申し上げるところでございます。先日、県教委からもどうして小国のほう、頑張っておら

れるのですかというようなことの問い合わせもございました。こうして町をあげて英語検定等を

補助をいただいているという話でいたしましたら、それは素晴らしいと。小学生からもやってい

るんですかということで、小国町をその点では評価をいただいたところでございます。ちなみに、

今年度は９年生分につきましては、県のほうでも補助していただくというような部分がございま

すので、ありがたいなと思っているところでございます。蛇足ながら、付け加えさせていただき

ました。 

７番（西田直美君） とても大事なことだと思いますし、そうやって評価させることもいいことだ

と思います。ただし、学校だけでその子たちの英検の合格をしているわけではないということも、

御承知おきください。小国は塾があって、塾に行っている子たちが一生懸命やっております。塾

で力を入れて英検を受けさせておりますので、何箇所かありますが、そちらのほうで一生懸命英

検を受けるということで頑張っている子ども達がいて、その子たちが合格しているのがその中に

は入っております。なので、そこら辺は絶対に必要です。なので、その辺のところも御承知おき

いただければと思います。 

後の質問になりますが、教育委員会に指導員と教育委員がいらっしゃいます。この間の本会

議のときにも新しい教育委員の方を選任いたしましたけれども、一般の保護者の方たち、小学校

中学校の保護者の方たち、保育園幼稚園の方たちも含めてでいいと思うのですけれども、なかな

か馴染みがないと思うんですね。その方たちがどういうことをなさっていて、自分たちとどうい

う関わりがあるのか。自分の子どもたち、もしくは自分たちとどういう関わりがあるのかという

ことを知らない方が多いと思いますので、指導員と教育委員のそれぞれの役割について御説明い

ただきますでしょうか。 

教育長（麻生廣文君） まず、指導員でございますが、教育委員会の事務分掌というので御説明い

たしますと、学校評価に関すること、中高連携に関すること、それから教育課程特例校に関する

こと、小国町教育研究会に関すること、コミュニティースクール、学校運営協議会ですね、関す

ること、それから学校訪問に関すること、教育関係職員の研修に関すること、地域教材の開発に

関することというようなことで、ひとつ大きく申しますと、学校でする行事以外で教育委員会で

持っております例えばサマーフォローアップスクールだとか、あるいは寺子屋だとか、こうした
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部分あたりは教育指導員がやっておりますし、それから学校の先生方の特に若手教師あたりの指

導力の向上に係る部分、それからこの２年ほどは小国の歴史遺産資料集というのを、今作成して

おりますけれども、そちらにかなりな時間を費やして、北里柴三郎の内容等を一生懸命まとめて

いるところでございます。 

それからもう一つの教育委員さん方でございますけれども、これは地方教育行政の組織及び運

営に関する法律というものがございます。私たちは地教行法と言いますが、この中に１９項目に

渡って教育委員会の職務といいますか、仕事が入れられております。それは事務局が実際いたし

ますので、その 高責任者は私だと思っております。このチェック機能を果たすのが教育委員で

ございます。実際には年に１０回程度の教育委員会会議を行います。その協議が中心になります

し、そのほか先ほど申し上げました総合教育会議、あるいは学校訪問、それから教職員の就任式

とか退任式、あるいは入学式、卒業式への参加などがあります。その月１回程度の教育委員会で

は議会に上程します予算案だとか補正予算とかこういう部分については、上程する前に教育委員

会のほうで審議をするというようになっております。そういうことで、例えば就学援助だとかあ

るいは奨学金とかですね、そういうことについてもお集まりいただいて協議をお願いしているか

と思っています。また、郡内とか県内の研修会等にも参加して互いに資質を高めようということ

で取り組んでいるところでございます。よく教育委員会事務局とそれから地域学校あたりがなか

なかスムーズにいかない部分につきましては、教育委員等が非常に地域に近いところもございま

すので、いろんな点で悩みなどを相談していただいている部分もあるかと思っています。いろん

な情報も集まるところがありますので、感謝しているところでございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） 時間がなくなりましたので、私のほうから申し上げておしまいにしたいと思

います。指導員ということは私のほうでも余り馴染みがなくて、３年間いるうちの前任の指導員

の先生は毎週、中学校のほうに来られて子ども達の授業を参観し、職員室に来て私たちと話をし

て情報交換をやったりとかいうことをやっていらっしゃったのですが、現在の指導員の先生は学

校にお見えになることはないので、なかなか教員たちの思いであるとかそういうものをなかなか

出す場所がない。学校の先生たちは一生懸命頑張っているのですが、管理職に言うのとまた教育

委員会のほうに言うのとでは違うと思うんですね。そちらのほうで何かいろんなことを相談でき

る場所があればいいかなとは私は思っているのです。教育委員の方々についてももちろん小国の

方ですので、保護者の方たちは学校の先生には言いにくいけど、地元の人だからよく知っている

人だから相談ができるというようなこともあるかと思います。教育委員の方もごく一部の人しか

知らないというのがあるので、ぜひ、この方たちにももっと学校のほうに足を運んでいただいて、

学校というのは小中学校毎月１回学校公開日があるんです。誰も来ません。誰も来なくて子ども

を見なくてどうしますかという気がするのですが、残念ながら誰もいらっしゃらないので、見て
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いただけないんですね。ぜひ、月１回の学校公開日に学校に、もちろんいろんな方皆さん、議員

の皆さんたちにも来ていただきたい。保護者の方たちもＰＴＡの会合で授業参観だけに来るとい

うことはなくて、いつでも行って子供たちを見てあげてください。そうしたら見れば言えること

もたくさんあると思います。話をしなければ分からないこともたくさんあると思いますので、ぜ

ひとも意思の疎通、コミュニケーションを取るということをいろんなところでやっていただけれ

ばと思います。これは釈迦に説法みたいなことでおこがましい話ですが、みんなで育てる小国の

子ども達です。小国町全体、地域社会の中に保護者も教育委員会も学校もあります。みんなが力

を合わせないと子ども達の教育ができないと思いますので、ぜひ皆さんでこれができるようにし

たいと思います。皆さんの御協力もお願いいたします。いろいろ、御意見も伺いたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

終わります。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。このあとの会議を１１時１５分から行います。 

（午前１１時０１分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

議長（松﨑俊一君） 次の質問者は児玉智博議員です。児玉智博議員、登壇をお願いします。 

５番（児玉智博君） 日本共産党の児玉智博です。 

今回は渡邉町長が就任されて、私の 初の質問の機会となりますので、 初にそもそも論から

聞いて参りたいと思います。 

まずは、日本国憲法について町長の考えをお聞きします。日本国憲法は我が国の 高法規であ

り、基本的人権の尊重、国民主権や平和主義などを規定して、この憲法に違反する法律などは効

力を有しないことになっております。そして憲法第９９条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国

会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」として、憲法擁護義

務が規定をされております。この条項にあるその他の公務員には、町長やもちろん私たち地方議

議員もそうですが役場職員も、つまりここにいる全員が含まれると思いますが、町長の認識を伺

います。 

町長（渡邉誠次君） 憲法第９９条の規定の解釈の部分というふうに答えをさせていただきます。

先ほど上位法の関係は児玉議員言われましたけれども、法律は国が国民に守ってもらうべきルー

ルを定めたものでございます。また、憲法は国民が国に守ってもらうべきルールを定めたもので

あると簡単に解釈をさせていただきました。憲法は国家権力を制限するための規範でございまし

て、国民の行為規範ではない、との解釈させていただいております。この条文が私に適応される

かどうか、議員の質問においては私の理解力不足で真意がどこにあるのかは分かりませんけれど

も、またこの条文に義務として政治的責任というものを今回憲法上の問題と混同するコメントは
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差し控えたいというふうに思っております。 

以上、解釈と答弁といたします。 

５番（児玉智博君） この「その他の公務員」というふうになっておりますので、その他の公務員、

公務員全てなんだと思うんですよね。ですから、もちろん私たちも特別職の公務員。町長ももち

ろん特別職の公務員ですので、当然、この憲法擁護義務が含まれると思うのですが、コメントを

差し控えるということでしたので、さらに次に入りたいと思います。 

日本国憲法は前文と１１の章、全１０３条で構成されております。どれも一つ一つは大事なも

のでありますが、 も遵守しなければならない条項はどれだと思われるでしょうか。もちろん、

正解があるわけではありませんので、町長がこれを大事にして町政に臨むというお考えをお聞か

せ願えればと思います。 

町長（渡邉誠次君） そこも、なかなか真意が難しいところではありますけれども、先ほど言われ

ましたように特徴がある条文としては国民主権、それから基本的人権の尊重、平和主義、本当に

大事であるものがたくさんございますが、前文から始まりまして１０３条まで、やはり私には全

部重要であるとしか考えることはできませんが、憲法改正等々の話もあったりしますので、人間

の心理としましては、普遍的なものはあるというふうに私は思いますけれども、憲法改正という

ことの観点に関しましては時流ということもありますので、どのように答えていいか分かりませ

んけれども先ほどの答えといたしましては、やはり私には全て重要であるというふうにしか思い

ません。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 別にその憲法改正のことをここで議論しようと思っているわけではありませ

んので、あまり難しく考えられなくていいと思いますけど。もちろん、どれも全てが大事だとい

うことでありました。それで、日本国憲法の第１３条では、「すべて国民は、個人として尊重さ

れる。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立

法その他の国政の上で、 大の尊重を必要とする」として、個人の尊重、個人の尊厳ともいいま

すが、それと幸福追求権及び公共の福祉について規定をし、第１条、第１２条とともに人権保障

の基本原則を定めております。 

また、日本国憲法の根底には個人の尊厳の理念があるとされ、日本国憲法の三大原理である基

本的人権の尊重、国民主権、平和主義も個人の尊厳を根拠としています。ですから、小国町にお

いても、ぜひ、町民一人一人が個人として尊重される、町民一人一人が大切にされる町政、まち

づくりを進めていただきたいと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 当然、昨日のどなたかの答弁かは覚えておりませんけれども、私も町民が主

役であるというふうに思っております。町民、主役を支えるために私脇役として頑張っていきた

いというふうに思っております。 
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５番（児玉智博君） さて、憲法の第８章では地方自治を位置付けております。その第９２条では、

地方自治の本旨の確保で地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、

法律でこれを定めるとなっており、ここでいう法律の主たるものが地方自治法であります。地方

自治法の第１条の２は、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域に

おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と定めておりますが、こ

の規定をどのように解釈されるでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 地方公共団体の役割について、明記をしてあるというふうに思っております。

自治体の役割は国や他の地方自治体との役割分担の調整、議会による自治体の運営方針の決定、

各種税金の確認や督促、まちづくりの推進、そして社会福祉の提供など非常に多岐に渡ります。

地方自治体には、そこに属する全ての地域や人に対しまして、これらの様々な行政サービスを提

供する義務があるということでございます。住民生活に対するサポートは様々にございますけれ

ども、地方自治体の一番の存在意義としましては、そこに住む人々の生活を支えるということだ

というふうに、私は感じております。 

５番（児玉智博君） ぜひ、その立場を貫いて４年間頑張っていただきたいというふうに思います。 

それでは、国民健康保険について質問をいたします。４月の町議会議員選挙で私は国保税、介

護保険の負担軽減を訴えて３期目の議会に送り出していただきました。前回２０１５年の選挙で

の得票を上回る５００人以上の御指示を得て、この場に送っていただいたわけでありますが、選

挙期間中はたくさんの方から直接、間接的に「国保税が高すぎる。何とか軽くしてほしい」とい

う反応が寄せられました。私は今回の選挙結果というのは、もちろんこの黒渕という地域から立

候補した候補者が私一人だったということもありますけれども、この４年間で前回と比べても町

民の暮らしが本当に厳しくなっており、だからこそ私が掲げた政策により多くの方が共感された

のではないかと感じております。 

事実、平成２９年度の監査意見書にも示しておりますとおり、国保税の現年度収納率は９１.

３％で、９％が収入未済となっております。これは全国的な傾向でありますが、小国町の国保世

帯は非常に低所得世帯が多くなっております。約１千４００世帯のうち、７割近くは所得１００

万円未満であります。滞納も所得が低くなるほど増えてきて、ほぼ所得３００万円未満の世帯で

あります。それも６５％は所得１００万円未満の世帯であります。所得の少ない人ほど滞納に陥

っているわけです。この実態に前の北里町長も滞納の理由の一つに国保税が高いといいますか、

そういった部分もあるというのは認識をしておりますと。国保税が払えないくらい高くて滞納を

招いていることを認めざるを得なかったわけです。 

そこで渡邉町長に伺いたいのが、昨日から渡邉町政は北里町政を受け継ぐとおっしゃってます

けれども、この北里前町長の認識も受け継がれるでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 私といたしましても、北里前町長の町政のやり方というのは非常に参考にさ
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せていただきます。ただ、全てスライドさせて自分として進めていこうというふうには思ってお

りません。今まで守ってこられたもの、守っていかなければならないものは当然のごとく同じよ

うに守っていきますけれども、変えていかなければいけないものも必ずあると思いますので、そ

の部分では変えさせていただきたいと思っております。 

５番（児玉智博君） それでは、この滞納の理由には全く国保税が高いという問題はないというこ

とでよろしいですか。そういう認識なんでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどから申しますように、１００、０の話は基本的にないと思っています。

どちらが高すぎる、どちらが安すぎるという話は正直、聞いたことはありません。ただし、私の

場合は生活をしていく上での保険税の支出に程度の差はあるかもしれません。軽減措置等もいろ

いろあるとは思いますけれども、負担感を感じられている方がおられるという認識は正直ありま

す。ただし、それが全町民にあるかどうかは別の話でございますので、そこらあたりも含めまし

て割合の問題、それから公的な負担、それから医療費の抑制等とも当然しなければいけませんけ

れども、やはり現時点では国保税のことに関しましては先日答えといたしまして、今回は引き上

げをしないと。引き下げもしません。引き上げもしませんというような形でお願いをしましたけ

れども、次回に関しましては私はいろいろといろんな意見を聞きながら考えて参りたいと思って

おります。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 何か奥歯に物がつっかえた感じですね、答弁なんですけれども、でも結局こ

の国保税が高すぎるために滞納に陥っている人はいないんだと。その否定はできなかったのでは

ないかと思います。否定されるのですか、笑ってますけど。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどから申しますように、１００、０の話はないと思っています。 

以上です。 

５番（児玉智博君） だから、否定できないわけなんでしょう。国保加入者の一人当たりの平均保

険税は政府の試算でも、中小企業の労働者が加入する協会けんぽの１.３倍、大企業の労働者が

加入する組合けんぽの１.７倍という水準であります。 

例えば、東京２３区に住む給与年収４００万円の４人世帯が協会けんぽに加入した場合、保険

料の本人負担分は１９.８万円でありますが、同じ年収、家族構成の世帯が国保加入だと保険料

は年４２.６万円、実に２倍以上の格差が生じておりますが、町長はこの国保税が他の被保険者

保険と比べても保険税負担が高額ということは御存知でしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 負担率が一番高くなっているというのは、資料からも見てとれるところだと

は思います。 

５番（児玉智博君） 具体的に小国町の事例を挙げて聞いていきたいと思います。 

昨年、小国町では全国４番目の増税率で国保税が値上げされ、世帯所得３００万円で資産割額
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１万６千円の４０代夫婦と子ども２人の４人家族の場合、国保税の年額は５１万９千４０円とな

りました。この家族が役場職員だったらどうか。同じ所得で健康保険料は２０万１千６４円と国

保の半額以下であります。中小企業の会社員が加入する協会けんぽでも給与所得３００万円の場

合、健康保険料の本人負担額は２７万８千円程度であります。さらに言えば、小国町長の年間給

与総額は１千１６８万１千６００円で、共済費の医療保険分の個人負担は年５７万２千８６０円

ですが、所得３００万円の世帯が町長並みの保険税を支払わなければならない場合が、当たり前

にあるというのが今のこの小国町国保であると思います。このため、全国知事会、全国市長会、

全国町村会なども国保の定率国庫負担の増額を政府に要望し続けており、２０１４年には公費を

１兆円投入して、協会けんぽ並み負担率にすることを政府与党に求めているほどであります。 

それで、国の責任としては当然、知事会などが求めているとおりであると思うのですが、私は

町も保険者として国保と協会けんぽや公務員共済との明らかな格差を縮小していく責任はあると

思いますが、認識をお示しください。 

町長（渡邉誠次君） 格差を縮めるということは望ましいことだというふうに思っております。保

険料率自体は町のほうで定めておりますので、できる部分では努力をしていくべきだというふう

に考えています。 

５番（児玉智博君） 率直な答弁をいただいたと思います。 

それで、私もこの間、議員になってこの国保税の問題を繰り返しこの場で取り上げてきたわけ

なのですが、やはりどうも執行部との間での認識の差があるなと感じるのが、要するにこの制度

を維持していかなければならない。財政を維持していかなければならないという話になりがちで

はないかなと思うんですよね。これが、まさに連日テレビで伝えられております年金の問題。１

００歳まで生きるのにいくらかかるか計算したことがあるかというようなことも財務大臣が言い

ましたし、２千万円の赤字になりますよという話になってしまうのですが、政府は年金制度を維

持していかなければならないという話になっていて、要するに制度を維持していってもそれに国

民が頼れなくなったら、では制度が維持されただけで意味があるのかという話になると思うんで

すよね。国保も同じで、やっぱりこの制度を維持していくために際限なく保険税負担を上げてい

って、給付のほうは縮小をしていくのでは、やっぱり被保険者あるいは町民の国民健康保険制度

に対する信頼というのが、揺らいでいくというふうに思うわけですよね。そして、被保険者の人

たち、この小国町でどういう人たちが国保に加入しているかというと、農家の方であったり、商

工個人事業主の人たちとか、まさにこれは町を支える人たちなんですよね。それであまりにこの

格差が埋まらないまま、国保税がどんどん高くなっていってしまえば、今の子どもたちが果たし

て農家に生まれて高い保険料を払っていって、農家を続けていくのか。個人事業主の家に生まれ

た子どもが高い保険料を払い続けて、親の跡を継ぐのか。やはり安心して継げませんよ。そうな

れば、もうよそに行って就職していったほうがいいということになってしまって、やはりこの国
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保の問題というのは町の地域社会の持続にも関わる問題ではないかと思います。ぜひ、それぐら

い想像力を持って、この問題にも取り組んでいただきたいというふうに思います。 

さて、続けますけれども、この国民健康保険が協会けんぽなどの被保者保険と比べて、著しく

高くなる要因になっているのが、国民健康保険独自の均等割、平等割という算定方法です。これ

は小国町の場合は均等割だと４万３千５００円、平等割で２万９千８００円が係ることになりま

す。均等割というのは、それがたとえ働いて稼ぐ人であろうが、働けないたとえ子どもであろう

が赤ちゃんであろうが、生まれたらその分均等割が上乗せされるという制度になっております。

やはり、私はこれから資産割について検討をされていくと思いますけれども、同時にこの均等割

の部分に関しても本当に町が子育て支援とかやって、子どもの数を増やしていこうとやっている

ときに、子どもが一人増えれば４万３千５００円払わなければならないと。これは私は矛盾を感

じます。この見直しも同時にやっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 町長のほうからも他保険制度との格差を縮めていくという答弁をさせて

いただいております。その中で、国の制度によるところが非常に多い、国の医療保険制度の設計

自体によるところが多いというところでございます。全国でどこの市町村国保もそうですけれど

も、法令の定められた範囲の中での運営ということになっています。今、お話のありました平等

割、均等割、応益割ですけれども、その部分についてもそうでございまして、例えば「無くす」

という検討をすれば、その分の財政的な財源というのをどこかで確保する必要があるのではない

かと思っております。それの補填するような国の制度も今はございません。そういう補助金とい

うか負担金もございませんので、数字的なことで申しますと未成年者の均等割を無くすとすれば、

大体８６０万円ほどの保険税の不足額が出てくるということでございます。以上のことから、未

成年者の均等割を無くしていこうという方向での検討というのは、現状ではございません。 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） それでも、それではその資産割はどうかと。まだ無くすとは言っていないけ

ども、検討を始めるというふうに言っているわけでしょう。その資産割と均等割とどこか違うん

ですか。それで、均等割というのは確かに法律では取らなければならないというふうにはなって

おります。しかし、免除するということはできるんですよね。実際、今全国でこれ以前お伝えし

ましたけれども、９自治体が高校生までを対象に所得制限なしで第１子から減免をしているとい

うところも出ております。また、無差別に減免しないで第２子とか第３子とか、そういった多子

世帯に対して行う減免のやり方というのもあるわけですよ。 初から「検討するつもりはありま

せん」とか「やるつもりはありません」とかではなくて、やはり様々なやり方があるわけですか

ら、やっぱりこれは小国町が今から先、持続可能な地域社会を作っていこうというふうに思うの

であれば、私はこれは検討が必要だと思いますが、もう一度答えてください。 

福祉課長（生田敬二君） 先ほどお答えしました資産割につきましては、税の算定方式になります
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けれども、資産割のないという３方式への移行というのが県内各市町村も増えております。あと

１９市町村ほどが資産割が残っているというようなところでの検討ということで申し上げたとこ

ろでございます。 

均等割につきましても、また全く検討しないとかそういうことではなくて、そういう意見がま

た国保運営協議会という組織もございますので、その中でもテーブルの上にあげて話をしていく

という形は取れるかと思っております。 

町長（渡邉誠次君） 先ほど、福祉課長からも答弁がありましたとおりでございますが、現時点で

考えてはいないということでございまして、これから検討をするかしないかというところは今答

えたとおりでございます。先ほども言いましたように、できる限りの努力はしていかなければい

けないと思っております。 

ただ１点だけ、「持続可能な」ということを先ほどおっしゃいましたので、答えさせていただ

きますけれども、私は前々から小国町では自然の保全、それから経済の循環、そして次世代に繋

げるというこの３仕組みの構造がなければ「持続可能な」ということはないと思いますので、や

はり先ほどのお答えで言えば、住民の暮らし、それを守るということが多分自然に保全に繋がる

ような形だと、私は思います。そこで経済の循環というところが、私は財源だというふうに思っ

ております。そして、そのあとの次世代に繋げていくと。その３仕組みの構造をしっかり大事に

していきたいと思っておりますので、財源の問題と先ほどの国保税の問題、そこは慎重に考えさ

せていただきたいというふうに思っております。 

５番（児玉智博君） 慎重に考えないといけないというのは当然のことなんですよね。やはりそれ

を財源という部分で、やっぱり無駄を省くこと、あるいは有利な交付税を持ってくるとかですね、

やはりいろいろ工夫のしどころはあると思いますので、それも私も知恵を絞って御提案できる部

分は御提案していきたいと思いますので、執行部におかれましてもぜひ検討は努力はされるとい

うことだと思いますので、今の答弁は、頑張っていただきたいと思います。 

それで、高齢化に伴い医療給付費が上がり続けているというのも、また事実であります。今後

は健康づくりがこれまで以上に重要になってくると思います。福祉課におかれましても検診の受

診年齢の引き下げなど、一層の努力を進めていただいているとは感じております。今年度からは

新たに現役世代の歯科口腔検診を４０歳から７０歳まで１０歳刻みの節目検診として行うという

ことで、一昨日は補正予算も成立をいたしております。歯科口腔衛生については、口腔内の状態

が全身に与える影響が大きいことが分かっており、糖尿病や脳梗塞、心筋梗塞などの生活習慣病

の引き金にもなることから、私も前期は繰り返し実施を求めてきておりましたので、大きな前進

が今年度あったと思います。予算審議では３０歳も対象に加えるよう求めましたが、課長からは

御検討いただけると答弁をいただきましたので、重ねて要望しておきたいと思います。 

さて、歯科口腔検診ですが、受診率を８％弱と予測しているということでしたので、今回の評
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判であったり歯科医師の先生方の意見なども参考にしてということにはなると思いますけれども、

次年度以降、この対象を拡大していくという、そういう可能性はあるでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 今回、はじめて町のほうで歯科口腔検診の助成という形で取り組まさせ

ていただきます。今年度、節目年齢ということでの計画ということでございますが、今年度の受

診状況、もちろんいろんな受診勧奨等をちょっと工夫する形で進めて参りたいと思っております。

この間、ちょっと答弁もさせていただきましたが、特に若い方についてはなかなか受診率が低い

ということもございましたので、そこら辺工夫する形で少しでも多くの方に受けていただきたい

というところで、進めていきたいと思っております。その状況を見まして、また来年度の予算に

は反映させていきたいというふうに思っております。 

５番（児玉智博君） はい、分かりました。この分も、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。 

一昨年、１２月の厚生労働省における都道府県別の平均寿命の発表において、男性の平均寿命

日本一となった滋賀県は県のホームページを見てみますと、その理由に喫煙者や多量飲酒をする

人が少ないことと、学習・自己啓発をする人が多いこと、ボランティアをする人が多いことと並

んで、スポーツをする人が多いことを挙げております。人口当たりのスポーツジムが日本一であ

ることがメディアでも取り上げられておりました。筋肉量が減ると基礎代謝が悪くなり太りやす

く、内臓脂肪も付きやすくなります。血液の循環も悪くなって生活習慣病のリスクが高まること

が分かっております。ですから、この運動というのは、筋肉の量をある程度付けておくというの

は、これもまた健康づくりにとって、健康寿命を伸ばすことにおいて重要なことなんですよね。

それで小国町は小国町老健施設にトレーニング館というか、トレーニングマシンを備えておりま

して、平成２９年度の利用実績は延べ１千２２５名だということであります。しかし、昨年の９

月議会では６台あるうちの１台が故障したまま使えない状態で、長期に渡り放置されていること

も明らかになりました。 

北里前町長は「見積もりを取りまして、新しく購入するかを今後内部で検討させていただきた

いというふうに思っております」と、このように答弁をされておりましたが、まずその後の状況

を御報告ください。 

福祉課長（生田敬二君） 今置いておりますパワーリハビリの機械でございますが、これ高齢者の

介護予防、筋力トレーニングということで、平成１２年の介護保険が創設された年ですけれども、

全額補助という形で導入をされたものでございます。現在、指導員等から一定の指導を受けた

方々が利用しているというものになります。利用実績につきましては、今議員が言われた人数ほ

どでございます。機器自体は非常にちょっと高額なものでございまして、今御指摘がありました

ように老朽化も進んでおりまして、維持管理、修理等のメンテナンスもなかなか困難になってき

ております。導入をした当時の業者というのは、今は存在しなくなっております。１台は今言わ

れましたけれども、使用が危険というか、そのまま使うのは危ないということで使わないように
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してありましたけれども、今はもう処分をして撤去をした状態でございます。町として具体的に

今後、そこを拡充していこうという具体的な計画自体は今持っておりませんが、本来の目的でご

ざいます高齢者の介護予防の事業という形であれば、現在取り組んでおります「介護予防健診」

「元気クラブ」「脳の健康教室」「ポールウォーキング教室」また「元気クラブのリーダー養成」

とかですね、そういったところに力を入れていきたいというふうにも思っています。コストとか

手間とかをかけて機械を使った介護予防ではなくて、自宅で筋力を維持させる運動であるとか、

口腔機能の向上を目的とした体操などですね、そちらのほうを行うことによって、高齢者につい

てですけれども健康保持対策、また意識について全体的な身近にできるものを通して全体的な底

上げというか、そういったところを図っていきたいというふうに考えております。 

議員言われましたように、若い方も含めてということになれば、健康づくり、社会体育の意味

合いも出てくるかもしれませんけれども、そういったところでの検討はまた必要なのかなという

ふうに思っております。 

５番（児玉智博君） やはり、介護予防というふうになってくると、どうしてもその対象というの

が、第１号被保険者となる６５歳、高齢に入ってからの話になっていきますけれども、やはりそ

れから始めるのではなくして、今言われたように社会体育の意味合いも出てきますけれども、や

はりそれ以前から若い時からある程度の筋肉を付けておいて、それで高齢期になってもそれを維

持していくことは非常に大事なことだと思いますし、今言われたのが、高齢期に入ったら筋力を

維持していくということでした。それでですね、高齢期になったらそれ以上筋肉が付かないかと

いうと、そうでもなくてですね、この滋賀県を紹介したテレビ番組で拝見したのですが、高齢期

になって脳梗塞で倒れたと。そしたらですね、やっぱりこれではいけないなということで、幸い

治療が早くて後遺症もなかったということで、それから筋力トレーニングを始めたという女性も

紹介をされておりました。その方ですね、本当に筋肉が若い人より付いているわけですよ。やっ

ぱり、何歳になっても筋力というのは、何歳になってもというとちょっと語弊があるかもしれま

せんけれども、やはりまだ高齢期に入っても筋力を付けるということはできることでありますの

で、やはりそのことも考えて今後検討の必要があると言っていただきましたので、検討を進めて

いただきたいということを申し添えておきたいと思います。 

そして、次に入ります。子どもの医療費助成について質問をいたします。昨年４月より助成対

象が１８歳までに拡大をされました。しかし給付方法は中学生までとは異なり、町内などの医療

機関を受診した場合も一旦病院窓口での支払いが必要な償還払いと、高校生等への医療費助成は

なっております。昨年９月議会で課長は、乳幼児児童医療費同様に町内と南小国、阿蘇市を中心

にして調剤薬局も含めていますので、１８機関で現物給付の取り扱いをしたいということで、今

準備を進めているところでございますというふうに述べていらっしゃいましたけれども、現在の

高校生等への医療費助成の給付方法をお聞かせください。 



 

 24 

福祉課長（生田敬二君） おっしゃるとおり、昨年の議会の中でも御質問がありました他の子ども

関係の医療費一部負担金の助成制度も含めて、受給者証等の発行など管理体制を整えて今年度中

に実施したいということでお答えをしております。現時点では、まだ実施はできておりませんが、

先日、本会議で可決をいただきました補正予算の中で関連するシステム等に係る予算をいただき

ましたので、今後導入作業・データ移行等を行いまして、１２月に乳幼児から小中学生も含め、

高校生等まで新しい受給者証を発行する予定としております。同時に、高校生については小国郷

内を中心とした医療機関、調剤薬局等との打ち合わせであるとか契約が必要になって参ります。

システム自体の本格稼働というのは、来年の４月からを予定してございますけれども、高校生等

についてのデータ等の処理については優先的に行いまして、年明けの１月を目標に高校生等の医

療費一部負担金について、これ入院外、調剤分についてでございますけれども、一部負担金の現

物給付化を実施したいと考えております。 

５番（児玉智博君） 入院外ということでしたので、入院外と言われましたかね。ちょっと私の聞

き間違いかな。お願いします。 

福祉課長（生田敬二君） すみません。入院外、外来分ということでございます。 

５番（児玉智博君） その外来に限る理由は何ですか。 

福祉課長（生田敬二君） 入院になりますと、１カ月の医療費、入院費というのが対象になって参

りますけれども、そこには国保でいう「高額療養費」が出て参ります。他の医療制度というか共

済組合になりますと給付する分の金額が変わって参りますので、そこら辺の計算もできません。

今、国保においては限度額認定書を出しているところでございますけれども、そういった医療費

の調整ができないものですから、外来に限るということでさせていただいております。 

５番（児玉智博君） それでしたら、そういう事務の煩雑さ等を防ぐために一昨日の補正予算でシ

ステムの更新改修、入れ替えですね、の費用が出たと思うのですが、でしたら来年の４月に本格

的にこのシステムに切り替わりましたら、そこは改善されるのでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 入院に関しましては、今言ったようなところの給付も別にあるところが

ございます。制度によって差はあるかもしれませんが、レセプトの請求があって、例えば共済組

合であれば後日の給付というような形になりますので、なかなかそのかかって入院退院するとき

に窓口で支払いという、そこで反映されるということはなかなか難しいかと思っております。 

５番（児玉智博君） 次の質問にもかかってくるのですけれども、中学生以下の子ども、乳幼児、

児童生徒の医療費は、さっき言いましたように１８の機関で現物給付となっております。その他

の地域では償還払いですね、一旦窓口で親御さんが病院代を一部負担、３割を払う方法になって

いて、３カ月くらい後に払い戻されております。このその他の地域で償還払いとなっていること

で一番の問題は、私はその入院だと思うんですよね。毎年数十件、５０件近くある入院で７割か

ら９割は熊本市圏の大きな病院というふうに入院実績はなっております。１人当たりの自己負担
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額は４万円前後です。高額になった場合は、１０万円を越えます。これはやはり解消していくべ

き問題だというふうに思うんですよね。北里前町長も、「他にやっていないと、小国町が第１号

になってもという思いから、かなり前向きな検討をしております」と９月議会で答弁をされてお

りました。そこで渡邉町長は、このことについていかがお考えでしょうか。 

また、課長はさっき言ったそのシステムの改良なんですけれども、９月議会でこのように答え

ていますよね。「システムの改良改修等を念頭に置いて、国保連合会や支払基金、またほかの保

険者等とも協議を行いながら検討は今後も進めていきたいというふうに思っているところでござ

います」と述べられております。それで、私は今回の１号補正では、そのシステム改修費の補正

予算が成立しておりますので、この現物給付は実現するものと考えているわけですけれども、違

いますか。 

福祉課長（生田敬二君） 今１８機関、小国郷を中心とした医療機関、調剤薬局の１８機関で行っ

ておりますのは、高校生を除く子ども医療費の、それもちょっと入院については除外をしており

ます。外来についてでございます。今回システムを入れましたことで、昨年の９月議会のときに、

いくつかの課題があるということで、私、申し上げております。いろんな受給者情報の整理等が

できますと、そこら辺クリアできる部分ももちろんございます。ただ、他に障壁というかちょっ

と課題というところが、手数料の問題であるとか国保会計上の問題ですけれども、かかりやすく

なるというようなところかと思いますけれども、特別調整交付金の減額の対象になったりもする

というところもございます。 

それと、これまでの受診状況を見ておりますと、これも外来についてですけれども、大体８割

の方が今の体制での現物給付を利用されているということでございます。件数によるとですね。

そういったこともございますので、一定の現状でもかなりの利便性の向上に繋がっているとも考

えております。今の状況、高校生にも拡大して参りますけれども、そこを定着させていくこと、

あわせて御質問いただいている県内の医療機関での現物給付化、県内の全保険医療機関での現物

給付化についても、いくつかの課題等がございますけれども、今後の支給状況とかも全体的に勘

案しながら引き続きの検討を続けていきたいというふうに思っております。 

５番（児玉智博君） 外来診療の場合は、言われたように８割が調剤薬局も入れて１８の機関なん

ですけれども、やはり問題は入院なんですよね。それで、やはり計算すると７割から９割弱だと

思うんですけど、毎年大きな病院に入院をされていると。公立病院というのは、ほとんど入院実

績というのはないわけですよ。それで、何でかというと、やっぱりそういう病気で入院したこと

に対応できる体制が阿蘇地域で確立されていないから、どうしてもそっちのほうに転院をしてし

まうと。紹介状を持って行くケースが多いから、そうなるというふうに思うんですよね。そこで、

やはりシステム更新もされましたけれども、そこは国保連等に支払の委託という方法等もありま

すので、そこも含めて今後も入院についても現物給付ができないか、引き続き御検討をいただき
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たいと思いますが、いかがでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 保険制度によって違いますけれども、国保の場合であれば福祉課の窓口

で、入院の場合ですね、限度額認定書というのを発行しています。これは共済組合とか協会けん

ぽの場合も同じかと思っています。その限度額については、所得の階層で低くなる方もかなりお

られるということでございます。入院についてということで、具体的な検討はしておりませんが、

そういうお話しを伺いましたので、入院についてもできるできないは別としての検討材料にはさ

せていいただきたいと思っております。 

５番（児玉智博君） 引き続き御検討をお願いします。 

次に移ります。「内部統制について」ということで通告をいたしておりますけれども、第３１

次地方制度調査会は２０１６年自治体事務処理の適正さを確保することを目的として、人口減少

社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスの在り方に関する答申に、自治体への内部統

制制度の導入が必要であるという旨を盛り込んでおります。今後、大規模自治体はこれに沿って

内部統制を導入していくことになっております。そもそも地方自治体に内部統制制度を導入すべ

きだとなったきっかけは、会計検査員の調査によって、自治体の不適正な財務会計上の処理が行

われていることが発覚し、自治体が非難を受けることになったのが契機になったと言われており

ます。 

自治体における内部統制とは、事務処理の適正さを確保するために、それを阻害するリスク要

因を洗い出して評価し、あるいは発生時の対応策も示して、実際の事務において作動させると共

にモニタリングを常時行うというものであります。私は小国町でも内部統制を導入するべきだと

思うのですが、具体的に事務処理のミスが発生をし町民に御迷惑をお掛けしている事例が、毎年

とは言いませんがまま発生しており、それが耳に入ってくるわけです。例えば、２０１６年１０

月には町民の方が請求をして発行された税関係の証明書で、その請求された方と別の方、第三者

の方の証明書を発行して手渡してしまうというミスが発生をしております。また今年度の軽自動

車税の通知書では、口座引き落としの方の用紙の裏側に車種によって、四輪車や農耕車や原付と

か、そういうものの税額の一覧が印刷されたものが送られてきているわけなんですけども、その

裏書が以前の税額のものを書いたものを発送してしまい、後日新しい税額に改めたものを再び郵

送し直すという事態も発生しております。今回はたまたま税務関係の事例だけを挙げましたけれ

ども、これ以外にも私に入ってこないだけで、いくつもこうしたミスはあるのかもしれません。

やはり、実際にこういうことが頻繁に起こっているわけですから、内部統制というものをきちん

と作り上げて、こういうミスが発生しないように対応していくべきだと思いますが、いかがでし

ょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどの内部統制とはというところも御説明をいただいたと思います。です

ので、私からは基本的なところは話さないでもいいかなというふうには思いますけれども、内部
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統制はやはり限界が、私はあると思います。適切に構築すれば、先ほども１００、０の話をさせ

てもらいましたけれども、０になるとは限らないです。ただ、できるだけの努力はしたいという

のは、たぶんここにいる職員全員思っていると思います。ミスは防がなければいけません。ただ

し、ギッチリガッチリとした内部統制というような形で４つの目的が達成されている、またそれ

を達成するために６つの基本的な要素から構築されるというところでございますが、この仕組み

を導入するために、ざっくりな話をさせてもらいますと１００円のものを作るのに５００円かけ

て作るような体制が、果たして小国町で可能なのかどうかも含めて、可能であれば実施したいと

いうふうに思っておりますが、かなり難しいのではないかなと思います。ただ、ミスを失くして

いくというのは実際、大事なことでございますので、できる限りそちらは努力したいと思います。 

５番（児玉智博君） 導入しないというふうに言われましたけれども、もちろん導入して作ったら

ですよ、それをきちんと守っていく努力を日常的にしていかなければ、それはまたミスも発生し

ますよ。作っただけでは本当に絵に描いた餅で、全く意味がありません。導入しなければ、では

どうなんだというふうになると思うんですよね。今さっき挙げた例えを言いましても、それは証

明書の請求があったと。請求があって、その人がきちんと、名前が全然違う人ですから、名前を

見て請求用紙と見比べて渡せば、もちろんそれは防げるわけですから、本当にしっかりしなさい

よという話になるわけですけども、だけどそれが要するに役場は組織でしょう。組織としてミス

を出さないように努力しなければならないと思うんですよ。だから、人間も３６５日２４時間、

元気はつらつなわけではないですから、やっぱり風邪をひいて調子が悪いときもあるだろうし、

時期によっては残業が続いて疲れてぼんやりしてしまう時たってあるわけですから、その個人で

カバーできないところを組織としてカバーするために作っていくのが、内部統制ではないかと私

は思っております。だから、例えば内部統制ってどうするかというと、やっぱり複数の目で確認

をするとかいうことを決めていけばいいと思うんですよ。納税書類にしてみても、いつまでも以

前のデータを大事に大事にとっておくから、こういうことになるわけですよ。税額の改定があっ

たのではあれば、改定があった時にそれを上書きするとか、そういうデータを消していけば後に

なって間違ったデータが印字されることはないわけですから、そういうことを何も金をかけてや

る必要はないと思います。自分たちでお金のかからない方法で作っていけば、できないことはな

いと思います。加えて言えば、そういう内部統制のようなものを作っておけば、人事異動があっ

たときの引き継ぎもスムーズに行うことができると思うのですが、何かそういうお金のかからな

いやり方等検討していく考えもないんですか。 

町長（渡邉誠次君） 「内部統制のようなもの」という形で今言われましたけれども、「ようなも

の」であれば、もうたぶん努力していると思います。もちろん、一人で全ての業務を見ているわ

けではございませんけれども、決裁も私のところまで５、６人、７人ぐらいの目を届いてきてお

りますし、また実際先ほど書類のミスということで、発送のミスだったりというものも過去あり
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ました。そのように私も聞いております。ただ、そういうことがないようにその都度その都度、

その課内、また私のところまで話が上がってきているわけですから、厳重に注意をするようにも

ちろん「内部統制のような」形では努力はさせていただいておりますけれども、それでもミスが

あるといったのが現状でございますので、そのミスができるだけないように職員含めて話を進め

て参りたいというふうには思っております。ただ、先ほど言われましたように内部統制という形

になりますとコスト面、それから人間の数を含めてその作業、どこまでという部分がありますの

で、ミスがない努力はさせてもらいますけれども、内部統制のようなものはしっかりと進めて参

りたいというふうに思います。 

５番（児玉智博君） だからですね、たぶん私が言う内部統制のようなものというのはちょっと語

弊があったかもしれませんけど、そういう「内部統制的なもの」と町長が言う「内部統制のよう

なもの」というのは、たぶん一緒じゃないんじゃないかなというふうに思います。だからですね、

それがあるというけれども、あってミスが発生してきているなら、それが不十分ということでは

ないですか。それでですね、私がこの例に挙げた２つというのは、まだ渡邉町長が就任する前の

話ですね。５月に入ってから就任されましたので約１カ月ぐらいしか経っていないのに、もうす

でにそういうミスの報告が上がってきて、注意をされているということでしたので、やはりミス

が発生する頻度があまりにも高いのではないかというふうに思ってしまいます。ですから、組織

としてミスを発生しない。個人でどうしてもカバーできない部分を組織としてカバーをしていく

と。その対応もしっかりとマニュアル化をして、無駄な予算を使ったり、あるいは町民の方に迷

惑を掛けるようなことがないようにしていただきたいと思います。 

それで、そういう証明書を他の人に渡してしまうなんていうのは、これ重大な個人情報保護法

違反ではないですか。幸いこの方に聞いたところ、そういう年収が分かるものとかそういうもの

ではなかったということなので、これは不幸中の幸いだったと思いますけど、やはり証明書が第

三者の手に渡るということは、いずれは重大な個人情報の流出にも繋がりかねないものですので、

ぜひ、もうちょっと重大さというものを考えていただきたいということを申し上げまして、質問

を終わります。 

議長（松﨑俊一君） それではここで午前の会議を終了し、休憩といたします。午後の会議は１時

１５分から行います。 

（午後０時１３分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時１５分） 

議長（松﨑俊一君） 次の質問者は大塚英博議員でございます。大塚英博議員、登壇をお願いしま

す。 

６番（大塚英博君） ６番、大塚英博です。令和元年になって、そしてまたこの町民センターがで
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きての初めての一般質問になります。そういうなかで大変緊張しております。 

今回も３つのテーマに分けて質問をして参ります。まず１つ目のテーマは「ゆけむり茶屋の現

状について」、それから２つ目は「地域交通の再編について」、３つ目においては「介護支援」特

に在宅介護の支援について、それぞれ質問して参ります。 

まず、 初のテーマのゆけむり茶屋の質問でございますけれども、正式名称は「小国町総合交

流促進センター」岳の湯にあります。ここの施設の 初の目的というのは地域外の交流、そして

特産品の販売、それと同時に憩の場の提供ということが目的でありました。 初は町の施設とし

て運営しておりましたが、途中において指定管理者になって現在に至っているわけでございます。

そのなかで、去年１２月３１日まではやっていたんですけれども、現状においてはただ入湯のみ

の提供になっているかと思います。その辺のところの経緯やそういうものについて、情報課長の

ほうから説明をお願いいたします。 

特にまた１つ問題なのは、今度新しく町長になられていますし、今度、情報課長の方も以前の

問題でございますので、非常に難しい突っ込んだ質問はできないかと思いますけれども、一般的

な質問として受けていただきたいと思います。 

情報課長（北里慎治君） 今、議員御指摘のとおり、今は入湯のみという形になっております。こ

の経緯といたしましては、昨年の１２月末をもちまして従業員の２名が退職されたということで、

直ちに採用募集をいたしましたけれども、結局は希望がなかったということでございます。そし

て、２月下旬には、もう一人事務を担当していた方も辞められるということになりまして、この

３人でレストランの中を一緒にやっていただくということでございますが、結局、あとの補充が

効かなかったために、レストランの運営ができないということになりまして、そのときは１回閉

館という形でレストラン、浴場、物販の部分を全部を閉館という形になっております。ここの施

設につきましては、わいた温泉組合に指定管理をしておりますので、指定管理の組合長等々そし

て担当の方とも話を進めており、今でも随時進めているところでございますが、人員の確保があ

って４月２０日からは温泉のみ営業を始めております。そして、レストラン部分また物販部分に

つきましては、協議を今現在しているところでございますが、メニューの改編というのも考えて

いるようでございまして、８月を目途にオープンさせてくださいという申し入れは来ております。

私どもとしましても、非常に長い期間の休みになってきますので、確かに温泉のみは開いており

ますが、やはり施設がある以上、何とか早目に取り掛かってくれないかという申し入れはしてお

ります。そして、その後随時といいますか、定期的には連絡を取るように、進捗状況を聞くよう

にはしております。 

以上でございます。 

６番（大塚英博君） 今、長時間、そういうふうな状況に追い込まれているという中で、 初の指

定管理者の選定というなかでの審査というなかでは、まず条件としては「設置目的を達成するこ
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と」、それと同時にそれに対しての「従業員の確保ができること」というものが明記されており

ます。特にここは公の施設でございます。いろんな所から観光客、いろんな方たちが利用する一

つの窓口であります。この窓口の中が全く今の状態で放置されるということに対しましては、私

たち議員はもちろんのこと、小国町民の方たちもそうですけれども、やっぱり外に対する立場と

いうものが考えられます。今さっき言われましたようにわいた温泉組合の指定管理というなかで、

従業員の確保ができなかったということに対しましては、やっぱり問題は従業員がまず今までの

なかでずっと営業が黒字のなかでやってきたと思います。こういう問題、１つも起こっていなか

った問題でございまして、このところに対して早い段階でそういうふうなものをアピールしてい

たのではないかなと。それに対しての対応というものが非常に遅れていた。その原因において、

後にここまで追い込まれたのではないかなというふうに、私自身考えております。この責任と

いうものというよりも、これは全体として考えなければいけない問題と一つ考えております。今、

北里柴三郎の影響でたくさんの来訪者がいるし、特に鍋ヶ滝、そして同時にゆけむり茶屋という

３つを繋いだ小国町の観光として成り立っているこのゆけむり茶屋。私は早急にこれに対しては

早い段階で今の体制を、というよりも早くゆけむり茶屋の再開に向けていくべきだと考えます。

ぜひ、そこの点についてもう一度、ゆけむり茶屋の指定管理者の方たちと話しながら、従業員が

いなければ、なんとか町は公の施設としての管理というなかでは、放ってはおけない部分である

かと思いますので、その点については全面的に協力しながら再開をお願いしたいと思いますが、

いかがですか。 

情報課長（北里慎治君） 運営等々につきましては、指定管理をしている以上、そこの指定管理者

に任せるというふうには思っておりますが、もし理由が従業員の方の採用が来ないというような

ことでありましたら、私どもも当然、おぐチャンと言いますか求人募集を今こういう状況ですか

らどなたか、というようなことも出していきたいと思いますし、当然協力できるところは協力し

ていきたいというふうに思っております。その辺の努力は私どもも一緒になって取り組んでいき

たいと思っています。 

以上です。 

６番（大塚英博君） その点については、本当によろしくお願いを申し上げます。 

続きまして、２つ目の質問に移らせていただきます。地域交通の再編ということでございます。

これから将来を見据えた中で、地域交通にはスクールバスであったり路線バスであったり、そし

て乗合タクシーであったり、これから考えられる介護タクシー福祉タクシーも出てくるかもしれ

ません。高齢化社会に突入し人口減少していく中で、今の交通というものがそのまま継続してい

けるかどうか。予算としましては、スクールバスの委託費が大体４千４５０万円ぐらい。そして

同時に乗合タクシーに対しては今年度は１千７００万円という予算を組んでおります。そして路

線バスに対しては３千万円近くの金額が入っております。そういうトータル的なお金というもの
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の中で、 少の費用で 大の効果を上げるという新しい地域交通というものを、今の段階から体

系づけていかなければならない。そういう中で、私は今の現在の乗合タクシーにおいては、高齢

者、自動車免許を持たない方々、身障者、そういう方たちに対して、非常に利用が少ないのでは

ないかなと、そういうふうに危惧いたしますし、またその地域によってどれだけの需用、どれだ

けのニーズがあるのか。そしてこれから観光としてよそから来る方たちに対して、どういうふう

な交通体系が欲しいのか。こういうものを私はぜひ調査してもらいたい。そのためには、地域住

民を対象にした返信用封筒を用いたアンケート調査、それに伴う住民に対する聞き取り調査、ヒ

アリング調査、観光客に対してどのようなことを望んでいるのかという、特に鍋ヶ滝の問題もご

ざいますし、ゆうステーションのところからいろんな所に路線バスが走っていますけれども、そ

ういう問題もあります。観光客として、どういうふうなものが欲しいのかという聞き取り調査と

いうものを私はぜひ進めていただきたい。そして、新たなニーズの発掘。小国町において、その

ニーズの発掘。私は今政策的に言うと政策課である教育委員会である、そしてまたこれから先の

会合による福祉課という課に分けたのはいいんですけれども、役場は一つです。そういう中で組

み立てていただきたい。そして 大の効果を上げるためにも、アンケート調査をお願いしたいと

思いますけれども、いかがですか。 

政策課長（佐々木忠生君） お答えいたします。 

地域公共交通の再編等につきましては、先の熊谷議員のほうからも御質問がありまして、その

中で町の方向性というか、お話しをさせていただきました。来年の４月を目途にその方向で進め

ていきたいといううえで、町民の意向の把握をするうえでアンケートというのは良い手法だとい

うふうには考えております。ただ、返信を町内３千戸に実施すると、結構、通信費等もかかって

きます。その辺のところもありますので、実施の方法等については検討させていただきながら、

ぜひアンケートのほうは取らせていただきたいというふうには思います。また、今後小集落単位

での座談会という部分も考えられておりますので、その中でも意向の把握には努めていきたいと

いうふうには思っております。 

町長（渡邉誠次君） 今、政策課長が答えられましたけれども、私も南北の小国町の公共交通会議

の中で４年間しっかりと勉強させていただきました。南小国町がとっている施策、それから小国

町がとっている施策、交通事情等々人口も違いますので違いがございますけれども、そのときも

実は南小国の町長とも実際、南北の小国の交通事情について根本的に見直す必要がどこかしらで

はもう発生しているというところは、共通の認識が実はありました。私もこの度、町長になりま

してからいろいろと考えさせてもらっておりますけれども、先日の熊谷議員からの御質問にもあ

りましたけれども、乗合タクシーを中心にして来年度から少しずつ始めていこうとは、今考えの

中にはあるところです。ですけれども、先ほど言いました財源の問題等々がございますので、き

ちっとそこらあたりは考えながら。今、政策課長がアンケートの話もしましたけれども、住民の
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方たちの意見もしっかりと聞きながら、それから保育園、小学校、中学校、高校、幼稚園もある

かもしれませんが、そこに至るまでバスだったり乗合タクシーだったり公共交通ということで考

えれば、利用される方、高齢者までたくさんおられます。どこらあたりまでしっかり踏まえて再

編を考えるのかも含めまして、しっかりと考えさせていただきたいと思いますけれども、今年度

はこのままの体制で進む方法をまずは取らせていただいて、来年３月までしっかり考えをさせて

いただきたいというふうに思います。 

以上です。 

６番（大塚英博君） 将来を見据えた地域交通というのを、これから先の取り組みの一つになろう

かと思います。そういう中で早いニーズというものを確保すること。早い段階からそれに対して

対応、心構えを持っていること、そして一つの予算というものの中で上手に配分されることによ

って、 少の費用で 大の効果を上げる。私は先ほど言いましたように、役場は一つであります。

そういう中において、どの課どの課ということではありません。ぜひ、長期的な展望に立ちなが

ら、このことを組み立てていただきたいと思います。 

お願いを申し上げまして、 後の３つの質問に移らせていただきます。介護支援の中の在宅介

護でございます。２０２５年は厚生労働省の詳細によれば、ちょうどベビーブームに誕生した人

たちが７５歳という歳になる、まさに超高齢化の社会に突入します。国の試算によれば、７５歳

以上の高齢化率というのが大体１８％ぐらい。そして同時に６５歳以上というのが大体３１％考

えております。小国は現にそれを越えているのですけれども、そこでお尋ねします。これから６

年後の２０２５年には、大体高齢化率７５歳以上と６５歳以上はどのくらいのパーセントにいく

か、お答えをお願いします。 

福祉課長（生田敬二君） 福祉課のほうで数値を確認いたしました。まず、今年４月１日の実数値

でございます。住民基本台帳が基になっております実際の数字でございます。人口の総数が７千

７０人、うち６５歳以上の人口が２千８６３人、割合が４０.５％でございます。７５歳以上の

人口１千５８５人、割合が２２.４２％でございます。今、議員が言われました２０２５年の推

計値でございます。これは国立社会保障人口問題研究所というところが、数値を出しているもの

になります。小国町の人口総数が５千８５２人、うち６５歳以上の方の人口が２千６７２人、割

合が４５.６６％でございます。７５歳以上の方の人口が１千５１３人、割合にして２５.８５％

という数字と推測がされております。 

以上でございます。 

６番（大塚英博君） 今聞きましたように、まさに超高齢化社会に突入しているわけでございます。

その中で一番影響を受けるのは、介護を必要とする高齢者というのがこれから先、増加をしてい

くことでございます。これは大きな問題になっております。今も現に起きているように、介護の

医療従事者というものが不足しております。まさにその年になりますと、もっと深刻になります。
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特に介護保険料というのが年々上がっております。その中で、耐えきれないような介護保険料が

かかってくるかと思います。特に、国のほうはこの地方と違ってまだ３０％というものを予定し

ておきましての、それに対して社会保障というのが今から徐々に上がってくるけれども、もう現

に小国町においては、そこに財政的な問題というものも出てきております。 

私はそこで提案ですけれども、この高齢者社会においての介護人口の増加とともに、その原因

になっているものは今ここに表示しているように一番第１位は認知症でございます。そして同時

に２番目が脳疾患、そしてあとは老人の方たちの衰弱であります。在宅介護の中で配偶者という

方とその子どもの方たちが介護しているわけでありますけれども、その中で女性の方が、女性と

いうか配偶者の女性の割合というものは子どもも含めて大体７割ぐらい。それと同時に男のほう

は配偶者と子どもも含めて大体３割ぐらい。まさに、今在宅はそういう配偶者によって介護は賄

われている現状でございます。その中で一番大事なのは介護時間でございます。この介護時間に

おいて、要支援１から要支援３、そして要支援２、介護１から介護５という含めた介護時間の平

均はこの欄にありますように大体３０％から４０％の間です。そのぐらいの時間を配偶者の方た

ちは費やしているわけでございます。特に介護が増えることは、その分１日中その人の介護を付

き添っている割合というのは介護５で５割、介護４で４割、そして同時に介護３で３割というふ

うになっております。先ほど言いました平均値というのが大体４０％ぐらいの方たちが特に終日

と同時に半日介護、そして２、３時間の介護というものに使っているわけです。今、この在宅介

護のおかげにおいて、介護保険料というものが若干抑えられた気配もあります。１人暮らしの方

たちとか、そういうことは通所介護であったり訪問介護であったり、介護支援というものは受け

られますけれども、在宅介護においては配偶者の方たちの介護をするということは、そういうふ

うな介護保険はあまり利用されない方もおられるかと思います。 

そこで質問ですけれども、この在宅介護に対する支援というものは、どのようになっているの

かをお聞きしたいと思います。 

福祉課長（生田敬二君） 在宅介護をされています方への町の直接的な支援でございますけれども、

物質的な金銭的な支援としましては、介護用品の支給という形のものがございます。これは要介

護３以上の方でひと月に１５日以上の在宅生活をしている方について、経済的負担の軽減を目的

とするということで、支給品目は紙パンツであるとかオムツ、尿取パット等でございます。要介

護３の方でひと月５千円を上限に、要介護４、５の方でひと月６千２５０円を上限に支給をさせ

ていただいております。平成３０年度の実績としましては、これ毎月状況が変わって随時ちょっ

と確認をしておりますので、延べ人数で申し上げますと１年間平成３０年度３１３人、費用額に

しまして１５５万円ほどの支援という形になります。今の介護用品の支給については、介護保険

特別会計の中の包括的支援事業、補助事業となりますので、介護特会のほうで支給をさせていた

だいております。 
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もう一つが介護手当の支給ということで、こちらのほうも同じく介護者の方の介護負担、経済

的負担の軽減を目的にということで支給をしています。こちらは、一般会計のほうからでござい

ますけれども、要介護３の方、在宅期間がひと月に１５日以上の場合ひと月３千円、要介護４、

５の方で在宅期間が１５日から１９日の方についてひと月あたり８千円、要介護４と５の方で在

宅期間がひと月に２０日以上の場合が１万３千円ひと月あたりというような形で支給をしており

まして、こちらのほうも延べ人数で申し上げますと平成３０年度で３０８人、費用総額としてお

よそ２３５万円ほどを支給をさせていただいております。 

町のほうとしましても、一応要介護状態にならないような形での予防の取り組みをしていると

ころでございます。いろんな事業、教室等も開催をしております。もし在宅介護、要介護状態に

なったという方につきましても、介護保険の制度自体を適切に利用していただくというのが、介

護する方の軽減にも繋がっていくかと思っております。そこらあたりにつきましては、介護の給

付という形になりますけれども、担当のケアマネージャーとか各事業所の方、また家族の方と話

していただいて、より適切な支援となるような形での介護給付に結びつけていただきたいという

ふうに思っているところでございます。 

以上です。 

６番（大塚英博君） 在宅介護をしているなかで、これから心配するのが、その支援によってはっ

きりそういうふうな施設やそういうものになげて、そして介護保険料の増加というものに対して

拍車をかけないだろうかと。今の段階においては家で看ているけれども、自分は職業を放棄して

まで、自分の仕事を辞めてまで介護に就かなければならない方たちも、たくさんおられます。そ

ういう方たちが、その支援金のそういうふうななかで計算したときに、気分がやっぱり仕事に行

ったほうがいいよと、そして何とかそういう方たちをその施設に預けたほうがいいだろうといっ

たときに、国町県、介護保険料から出るお金のほうが私は増加していくのではないかと。もちろ

ん、これから先は施設というものも不足してきます。先ほど言ったように従事者も不足している

なかで、これから先を展望したときに在宅介護がたくさん出てくる。私はいち早くその介護保険

料の支援というものが、ちょうど一番 少の費用で 大の効果をあげられるような数値というも

のを早い段階で見つけていただき、以上には支援はできないんだけど、これを限界にすれば、こ

の金額になれば介護保険料の増加には歯止めがかかると、そういう数値を私は出していただきた

いと。それに対して、これから先、福祉課長のほうにも難しい問題かもしれませんけれども、先

を見据えた介護保険の増加を食い止める施策として、私はそこのところをお願いをしたいと思い

ます。 

後に町長に質問いたしますけれども、全体的に小国町のこれからの展望について、高齢化社

会に突入し、非常に財政的に頻拍した中で今の私の３つの質問を挙げましたけれども、ほとんど

言うと政策的な提言が若干あったかもしれませんけれども、これに対しての取り組みというもの
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に対しての意欲をお聞かせいただきたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 今回、皆さんからの御質問の中で町の方針に対して、また幅広く産業、それ

から福祉に至るまでたくさんの質問を受けておりますけれども、私としては現時点では 大限努

力をさせていただきますということ以外は、なかなか今の段階で「これをやります」というよう

な施策等々は、できるだけ今年度を通じてしっかりと考えさせていただいて打ち出していきたい

というふうに考えております。ただ、これまでの私の議員時代の経験もございますので、８年間

で培ったものも含めまして積み重ねていきたいというふうに思っております。 

また、少子高齢化によりまして在宅介護の問題が今から非常に議員も心配されておられますけ

れども、町としてもほかの方にお答えしたとおりに、 大限の努力をさせていただきます。どう

か、よろしくお願いします。 

６番（大塚英博君） これをもちまして、３つの質問が全て終了いたしました。どうも、ありがと

うございました。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。２時から行います。 

（午後１時４５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時００分） 

議長（松﨑俊一君） 次の質問者は時松昭弘議員となっております。時松昭弘議員、登壇をお願い

します。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。本日は 後の一般質問になりましたが、今回、通告を申し

上げましたところ、「保育園の建設及び今後の取り組みについて」ということで、通告をいたし

ております。 

保育園の現状をお聞かせをいただきたいと思います。 

保育園長（河津公子君） ６月１日現在の宮原保育園の入園者数は１３９名、今後９名の入園予定

がありますので、トータル１４８名です。北里保育園、ただいま４１名、３名の入園予定者があ

りますので、４４名となります。下城保育園は現在６名、入園者数は今後予定ありません。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） 各保育園の定員、そして入所者の数字をお答えをいただきまして、ありがと

うございました。 

今回の質問にあたりましては、以前平成２４年の段階で、保育園の建設についてのプロジェク

トチームを作成をしたということで、平成２４年から２５年、平成２６年までで３年間をやって

平成２７年の段階で財源不足ということで中止になっております。その後、この計画について今

後の保育園の建設、あるいは今後の取り組みをどのような形で町として考えておられるのか、お

尋ねをしたいと思います。 
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総務課長（小田宣義君） 御質問ですけれども、今お話しのとおり平成２５年に１回、 終的に平

成２５年１１月に議員の皆さまには全員協議会で報告いたしております。内輪の会議で平成２５

年１年間使いまして、内容的な検討を先に行っておりました。中止した経緯というのは、まず園

も今おっしゃったとおり３園ございます。１つの建物なのか、３つの建物なのか、そこらあたり

が出てきますので、議会の皆さまと御相談しながらしようということで、その時点で計画は１回

中断しております。その後に個別に話、場所が少し狭くなっているとかいうような話もありまし

たが、まだ具体的にはその後計画は持ち上がっておりません。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。 

この前から園のほうにも訪問させていただきました。非常に子どもさん方、先生方も大変な思

いのなかで保育をしていただいているというふうに痛切に感じたわけであります。非常に狭いと、

そしてまた場所が非常に車の通行も 近、学校の併設、そして送迎のときが学校のスクールバス

そして親御さんの迎えとか、非常に混雑しているような状況でございました。 

保育行政というのが、これは教育基本法のなかにもあると思いますが、保育所の教育支援とい

うのがあると思います。教育長、分かる範囲で構いませんので、教育基本法のなかのある条文が

分かれば教えていただきたいと思います。 

教育長（麻生廣文君） はい、私が知っている範囲で話させていただきますが、教育基本法には就

学前とか幼稚園、保育園等の記述はございません。学校教育法かなと思いますが、その中には第

３章に幼稚園についての記述がございます。そのあと第４章から小学校とかそういう形でいくか

と思いますけれども、たぶん、議員は平成２７年度に子ども・子育て支援新制度というのがござ

いました。これは認定こども園関係のものがその当時平成２４年ぐらいから話題になっていたか

と思いますが、それを受けて平成２７年度の８月だったかなと思いますが、子ども・子育て支援

新制度というのがございます。そのなかには、教育委員会絡みの話が少し出てまいります。と申

しますのが、保育園につきましては教育委員会の監督といいますか、その中にはございませんの

で、幼稚園のことが非常に関連しております。私立幼稚園であっても教育委員会としっかり連携

を取るようになっています。ところが、この認定こども園関係になりますと、その幼稚園と保育

所等が一体化するということがあって、そこで初めて教育委員会も関連が出てくるのではないか

ということでございます。現在、小国町ではその認定こども園もございませんので、直接私ども

が関連するということはございませんけれども、ただ就学前教育の充実ということにつきまして

は、私たちもしっかり考えていく必要があるということで、例えば読書活動あたりで今、事務局

員が一人必ず各園に行って読み聞かせをするとかですね、具体的にこうしたことで連携を図った

り、そのほか当然町の保育所でございます。やがて、小国小学校に入学しますので、いろいろな

面で情報を共有し合ったり、あるいは連携を図っていきたいなというふうには思っております。
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以前より、こうした制度もございますので、しっかり連携を図っていくという部分はあるかなと

思っております。そうしたことでは、３園ございますけれども、保育所あたりの保育、教育の充

実ということにつきましては教育委員会としてもしっかり待っているというと言葉がちょっと違

うところがあるかもしれませんけれども、しっかり同じような気持ちで共有できるところはしっ

かり共有して連携を図り、協力をしていきたいと思っているところでございます。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。 

今、教育長からいろいろ答弁をいただきました。保育所の保育方針というのが示されていると

思いますが、子どもの健全な心身の発達を図って、生涯に渡って人格形成の基礎を養う重要なも

のと言われております。こういったなかで、今現在の小国の保育園の体制を見たときに、以前か

らプロジェクトチームを作って、先ほど総務課長からも答弁がございましたが、非常に財源不足

ということでその後中止になっている。しかしながら、今年の住民課の課長にお願いをしまして、

今の６歳までの人口の数字を見てみますと、６月１日現在でございますが、２６８名なんです。

失礼しました、５歳までが２６８名です。６歳については５１名おられます。６歳の５１名の方

たちが全て１年生になる方となられない方もおられますと思いますので、トータル的にしますと

約３００人近い方たちが保育関係に関係をしているというふうに、数字的には見れると思います。

こういったときに、今の体制の中の保育園の在り方の中を見たときには、非常に先生方も大変で

すけれども、やはり先ほど申し上げましたように、子どもの安全そして安心するような保育を行

うということになった場合は、この施設が小国町の管理である以上は、行政の管理である以上は、

それなりとしてやっぱり行政の責任としてこれに対する対応をしなければならないというふうに

私は考えます。 

そこで町長にお尋ねをしますが、この保育園に対する町長のお考え、就任して間もないと思い

ますけれども一つの思い、構想、そういったことを聞かせていただければありがたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 今回、この一般質問をいただきましたあとに、保育園長それから総務課長と

話をさせていただいたところです。まずは宮原保育園、それから北里保育園、下城保育園、３つ

の保育園がございます。これから人口の推移と共にまたいろいろと考えていかないといけないと

いうのはよく分かります。また、この建築をされたそれぞれが宮原保育園が昭和６１年ですね、

北里保育園が平成２年、下城保育園が昭和５２年と。それぞれ築３４年、北里保育園が２８年、

下城保育園が築４５年というところでございます。数字的に見ますと、鉄筋コンクリートで３４

年という数字は先ほど建っている場所等々のことも勘案しなければいけませんけれども、数字上

見ると、 近の国の方針それから耐震化の基準等々を考えましても、もう少し頑張っていただけ

るのではないかなというふうには思っております。ですけれども、現状ですね、先ほど２６８名

の子ども達のことがこれから考えられていきますので、しっかりとその辺を含めて考えをまとめ
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させていただきたいと思っています。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。 

町長の考え方はよく分かりました。一つ提案でございますけれども、一つの今の行政が行う保

育園の在り方。そしてこれを例えば法人化、あるいは民営化、民間のほうに移行するやり方、２

つの方法があると思います。ただ民間のほうにやるとすれば、これは委託先の応募をしなければ

ならない。あるいは学校法人とか社会福祉法人あたりが対象になろうかと思いますけれども、い

わゆるプロポーザル方式とかいいますが、そういった形で選定をするような形になろうかと思い

ます。しかしながら、今の状況のなかからしたときに、これは今度１１月に木のまちサミットが

小国のほうで開催されるようになっています。今回町村のなかの中身を調査をさせていただきま

した。その一つのなかに約２００名の定数のところですが、こちらのところで大体公設の場合の

金額が３億４千万円、そしてこれを民設のほうにしたときは大体８千５００万円でできるという

ような状況です。でも、運営費が毎年要るわけでございますけれども、公設の場合で大体年間約

６千万円ほどの金額ですね。そして民設の場合でも約１千９７０万円ですから、約２千万円。そ

の差が約年間４千万ほどの差が出て参ります。しかしながら、これ一つの町の政策の方針ですか

ら、公設でいくぞという候補もあるでしょうし、いわゆる民営化にしていくというようなことも

考えられると思います。昨日の一般質問の中でも、町長の答弁の中にも法律上の税収の確保とい

うような話をされましたですね。そういったことを考えたときには、今の状況の中からした場合

は、そういった２つの方法があるから、あくまでも提案ですけれども。それと、この今の段階の

公設の場合にしたときには、３億４千万円まるまるというような数字になりますけれども、こち

らを逆に、いわゆる今の平成２２年にできた公共建築物等における木材の利用の促進に関する法

律というのがあります。平成２２年にできて平成２６年にまた改正になって、そしてまた平成２

８年にも改正になっております。これはどういうことかと申しますと平成２８年の改正の部分に

ついては、いわゆる国が進めているＣＬＴ等の部分を、いわゆる構造材ですね、そういった公共

物における構造材を使用しなさいというような中身があります。その中に、そういったことをし

たときには、全部ＣＬＴを使いなさいということではありませんが、ＲＣとＣＬＴでいくと、い

わゆる地元産の木材を使うというようなことにも、この利用促進の場合は２分の１のそういった

適応範囲があるわけです。しかしながら、例えば３億円の事業をしたときには、１億５千万円の

補助の対象になるということですね。ですから、そこらあたりも一つの提案でありますが、場所

の選定、建築の絡み、そういったこともしっかり考えていかなければならないというふうに思い

ます。これが、例えばいわゆる同じ利用促進のこの中でも、この金額を例えば工事の事業設計費

まで含めたときにも、この１５％補助というものがあるんですよ。これは建物を例えば３億円の

場合だったら、４千５００万円しか補助がない。これともう一つ、いろんなところに確認をさせ

ていただきましたが、環境省が政策課あたりが関係があると思いますが、省エネ対策事業という
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ものがあります。これは非常に予算が国の中でも年間予算というのが非常に少ないですけど、国

家予算の中がですね、これを見るとこれは３分の２の補助があります。例えば極端な話ですけれ

ども、いわゆる利用促進あたりの分でやって２分の１なのか、環境省あたりの予算を使ってする

３分の２なのか、そうした場合は３億円の場合は単純計算しますと２億円、残りの分が１億円と

いうことになって参ります。そういったときに、例えば残りの分の１億円の分について過疎債等

の適応を反映したときには、約７割がまたバックとなりますから、極端な話が約３億円の場合で

も３千万円ほどで計算上はなるというふうになります。しかしこれが果たして適応されるかどう

かは分かりませんけれども、そういった一つの構想をしっかりと作り上げて、どういうことでや

るのか一つ基本方針あたりをこの際作り上げていただきたいと思います。そしてまずは、これら

のことをもしやるということになれば、まず今年度の９月あたりに、いわゆる保育園の調査、補

正等の予算をですね、やっぱり保育園の先生たちだけではなくして、保護者も含めた形でプロジ

ェクトチームあたりを作成していく。そういった形で、一つの方向性を場所の問題、いろんな今

後の問題、いろんな先ほどからもお話しがありましたように、スクールバス等の問題等も話が出

ておりましたが、そういったことも一緒に一つの点でだけではなく、全部すべてを結びつけるよ

うな在り方が、一つ方向性としてはいいのではないかと思いますが、町長、そこらあたりはいか

がでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどから幅広いところの補助金等々のお話しをさせていただきました。地

域再生計画に基づいて地方創生拠点整備交付金のお話しも先ほどされましたし、 後の環境省の

事業に至っては、地域循環共生圏事業というところの部分であると思っております。実は、地方

循環共生圏事業はもう政策課のほうで手を挙げておりまして、これは今ＳＤＧｓの部分で使わせ

ていただいております。今、事業等々のＦＳといって、この地域循環共生圏モデル地域フィージ

ビリティ調査事業という調査の部分の事業の申請をしています。もちろん先ほど言われたように、

取れるか取れないかは分かりませんけれども、そういった形でこの事業が取れれば、その次の実

際イノベーション事業というハード施設にも使える事業にも参画できる。その権利が発生すると

いうような感じの事業です。議員、言われましたように計画に基づかないと、そこまでなかなか

全ての事業が辿りつかないところがありますので、将来性を持って考えていかなければなりませ

んが、なかなか現時点で保育園のことに関しまして、まだ住民の皆さま方の意見等々も平成２７

年のときまでは少し伺ったのかもしれませんけれども、現時点の方々の御意見等々はまだ把握で

きておりませんので、そこからしっかりと把握させていただいて、そのあと計画性をもって先ほ

どの計画等々に手を挙げさせていただいて、その計画に基づいてたぶん何年かかかるかもしれま

せんけれども、交付金事業をいただくような、そんな議員御提案のような形で、たぶん事業自体

は進めていくのが一番私もいいのではないかなと思っておりまして、それがやはり 少の町の持

ち出しで 大の効果を得れるような事業なのではないかなというふうに思っております。 
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１番（時松昭弘君） １番、時松です。 

町長の答弁をいただきました。今、保育園のほうが北里、西里、宮原と３園があります。これ

らのことも将来的に一緒にされるのか、あるいは今の北里、宮原だけでやるのか。いろいろ方法

は検討されると思いますが、まずはいわゆる保護者の方たちとしっかりとした話し合いをしてい

ただいて、これから先に保育行政に対する在り方というのも、子どもさん達が今、夫婦共稼ぎ等

の方たちもおられます。０歳児の入園者もおりますので、こういったことについてはしっかりと

した形で取り組んでいただきたいと思います。 

それと宮原保育園のことにつきまして、３４年経過しているということですが、一部ＲＣもあ

りますけれども、これは耐震関係あたりが非常に残りの期間と５０年ほどというような形になっ

ておりますので、残りの期間にするともう１年、２年ですぐ期間がきます。 

それともう一つですね、こういった耐震関係がありますが、一つ提案しておきますけども、２

０１８年に国土強靭化法という一つの法律ができております。こういった中でも、国土強靭化に

対するアクションプラン２０１８という数字が出ておりまして、これも基本計画等がしっかり出

来上がっております。この予算の中でも今、全国で今年の平成３１年度の補正から令和元年、２

年、３年までの間に数字的な部分が約７兆円という数字が出ております。熊本県のなかでも先般

ちょっと申し上げましたように、県のほうにも確認をしましたところ３８５億円の数字が出てお

りますが、ここに該当するには今熊本県の場合は、熊本市と熊本県が地域計画書を作っている。

この前ある県議の方とお話しをしましたけれども、そういった中で今後検討しているのが、合志、

あるいは大津、菊陽、そしてもう一つは菊池市あたりが今後検討すると。総務課長、そういった

ことも頭に置きながら、調査をされてそういった町に、例えば小国の中にも河川等がしっかりあ

りますので、河川等に強靭化の中に値する部分があるかもしれませんし、建物の分についても当

然あるわけです。この中身を見ますと、ハウスですね、いわゆる耐光性ハウス等も強靭化のなか

の一環に入っております。こういったことをもう少し調査をしながら、いろんな町の中に財源不

足ということであれば、財源をいろいろな形で毎年国家予算もしっかりとした予算を組んでいる

わけですから、そういったことにしっかりとした形で目を向けて、何がどういう予算が出ている

のか、そしてそういった形をですね、あるいは全ての項目に当てはまるような形で町の行政運営

も執行をするということが、一番大事なことではないかと考えます。その点、十分強く要望する

ものであります。しかし、なかなか必ずそれが実現できるというものではありませんけれども、

一歩一歩前に進んで、そして着実に足をつけて前に進んでいく。そういうことに対して、私たち

もしっかり今後目を向けていきたいというふうに思います。 

また今後、町がそういう形でどういうふうな取り組みをまた今後進めていくかを、もう一度お

尋ねをしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） ５月３１日に地域振興局におきまして、主要事業の説明会を私も受けて参り



 

 41 

ました。その時に、先ほど議員が言われました国土強靭化関係の計画予算案のお話しも聞かせて

いただいたところです。先ほどおっしゃられたように熊本市と熊本県のほうがお伺いをうかがい

ながら、計画を立てている段階だというふうにもお聞きしております。町といたしましても、そ

れが当てはまるところがあるように思いますので、建設課を中心になると思いますけれども、ま

たその計画をしっかり上げさせていただいて、採択ができるような形をお願いしたいなというふ

うにも思っております。またこの国土強靭化は、平成３１年関係予算の概要としましては、平成

３１年の２月ですね、３カ月前に内閣官房の国土強靭化の推進室から出ております。そのときに、

近年の自然災害の教訓を踏まえて、防災・減災・国土強靭化のための３カ年の緊急対策というと

ころで、先ほど７兆円というふうに言われておりましたけれども、これがポイントでございます。

町といたしましても、これすごく言われましたように、幅が広うございます。その中で当てはま

るところをしっかりと携わっていきまして、計画に盛り込ませていただきたいと思っております。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。 

今、今回の補正予算、３月の当初予算ですけれども、非常に一般財源のほうがだんだん厳しい

ような状況になってきております。今、いろんな国のほうの動きもありますし、そういった予算

をしっかりと把握していただいて、そして財源不足と。そして本当に地方自治の基本原則にある

暮らしのための予算に使うような形にも持って来るというのが、行政の大きな役割であるという

ふうに私は考えます。どうぞ、そこあたりも十分検討して、再度各課で検討していただいて、私

の質問を終わらせていただきます。終わります。 

議長（松﨑俊一君） それでは、予定しておりました４人の一般質問が終わりました。 

これで本日の一般質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２、「閉会中の継続審査の件について」を議題といたします。 

議会運営委員長及び総務文教福祉常任委員長並びに産業常任委員長並びに広報特別委員長並び

に議会活性化推進特別委員長並びに人権啓発男女共同参画特別委員長から会議規則第７５条の規

定によって、お手元に配付いたしました「本会議の会期日程等議会の運営に関する事項」並びに

「総務文教福祉常任委員会の所管事務調査について」及び「産業常任委員会の所管事務調査につ

いて」及び「議会広報に関する件について」及び「議会活性化に係る検討について」及び「人権

啓発男女共同参画に係る検討について」、閉会中の継続審査の申し出があります。 

お諮りいたします。 

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

したがって委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

それでは、お諮りいたします。 
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本定例会の会議に付されました事件は全て議了いたしました。 

したがって、小国町議会会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

これで、本日の会議を閉じ、これをもって令和元年第２回小国町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

（午後２時３５分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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1．会議録署名議員の指名 

 

    2番 江 藤 理一郎 君 

     8番 松 本 明 雄 君 

 

 

 

1．会期の決定 

 

  今期定例会の会期を 6月10日から 6月17日までの8日間とする。 

 

1. 議案第 25 号 小国町税条例等の一部を改正する条例について 

                                       令和元年 6月 10 日 原案可決  

1. 議案第 26 号 小国町環境にいいこと推進会議設置条例を廃止する条例について 

                                      令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 議案第 27 号 小国町課・園設置条例の一部を改正する条例について                       

令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 議案第 28 号 小国町介護保険条例の一部を改正する条例について 

令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 議案第 29 号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について 

                      令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 議案第 30 号 令和元年度小国町一般会計補正予算（第 1号）について 

令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 同意第 2号 小国町監査委員の選任について 

                      令和元年 6月 10 日 同  意 

1. 同意第 3号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

                                      令和元年 6月 10 日 同  意 

1. 同意第 4号 小国町教育委員会委員の任命について 

令和元年 6月 10 日 同  意 

1. 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

令和元年 6月 10 日 適  任 

1. 報告第 2号 専決処分事項の報告について（公共工事請負契約金額の変更（荒倉地区林地荒

廃防止施設等災害復旧治山工事） 

                     令和元年 6月 10 日  

1. 報告第 3号 平成 30 年度小国町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

                     令和元年 6月 10 日 

1. 発議第 2号 議会活性化特別委員会設置に関する決議について 

令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 

 

発議第 3号 人権啓発・男女共同参画特別委員会設置に関するついて 

令和元年 6月 10 日 原案可決 

1. 発議第 4号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）について 

令和元年 6月 10 日 原案可決 



《議案外》 
令和元年６月１０日 
  
  １. 議員派遣の件について 
   
 
 
令和元年６月１２日 
  １. 閉会中の継続審査の件       議会運営委員会 

                    総務文教福祉常任委員会 

                    産業常任委員会 

                    広報特別委員会 

                    議会活性化特別進委員会 

                    人権啓発・男女共同参画特別委員会 

 に付託 

 

《行政報告》 

令和元年６月１０日 
  １. 令和元年度職員採用試験について 
  １. 土砂災害から命を守る警戒避難対策の推進について 
  １. 自主防災組織リーダー会議について 
   
   
《一般質問》 

 

1. 今後４年間を見通して、町政運営の方向性等について P 1～10 

1. 働き方改革について P11～13 

1. 小学校部活動について P13～14 

1. 未成年者への心のケア（過去登校拒否等）について P14～16 

1. 乗合タクシー拡大化について P16～16 

1. 町営住宅の方向性について P17～18 

1. 学校教育について P18～24 

1. 歳入の減少・ふるさと納税・町有地の利活用・コンパクトシティ

の取組・宮原（火災跡地）の振興策について 

P24～30 

1. 北里柴三郎博士の今後の取り組みについて P30～34 

1. 熱田神宮の現状について P34～37 

1. 小国町情報の発信について P 2～ 7 

1. 小国型教育の実践状況と今後の展望について P 7～15 

1. 日本国憲法と地方自治法について P15～17 

1. 国民健康保険について P17～23 

1. 子ども医療費の補助について P23～26 



1. 内部統制について P26～28 

1. 小国町総合交流促進センター（ゆけむり茶屋）について P29～30 

1. 地域交通について P30～32 

1. 介護支援について P32～35 

1. 保育園の建設及び今後の取り組みについて P35～41 
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